
 
 

 

 

 

 

 

 

日本年金機構の平成２７年度の 

業務実績の評価結果 

 
 
 



 

１．平成２７年度の業務実績評価について 

日本年金機構（以下「機構」という。）においては、平成 26 年２月に厚生労働省が定

めた第２期中期目標（平成 28 年２月に一部変更）に基づき機構が策定した、第２期中期

計画（平成 26 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までの５年間。平成 28 年３月に一部

変更）及び各年度の年度計画に基づいて業務を行っているところであり、厚生労働大臣

は、日本年金機構法（平成 19 年法律第 109 号。以下「機構法」という。）第 36 条第１

項の規定に基づき、機構の事業年度ごとの業務実績について評価を行わなければならな

いとされている。 

平成 27 年度の機構の業務実績については、以下の点に留意して評価を行った。 

平成 27 年６月、「日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案」（以下「不

正アクセスによる情報流出事案」という。）が明らかとなったが、外部又は内部の検証・

調査報告において、不正アクセスによる情報流出事案が発生した要因の根底には、内部

統制やガバナンスの弱さ、組織としての一体感の不足、リーダーシップの不足、情報開

示の遅れなど、旧社会保険庁時代から指摘された構造的問題があるとされた。 

このため、平成 26 年度の業務実績の評価においては、上記の構造的問題は平成 26 年

度においても存在したと考えられるとして、「内部統制システムの有効性確保」、「情

報公開の推進」、「個人情報の保護」については、業務の大幅な改善が必要と評価した。

これを受けて厚生労働大臣は、機構法第 49 条第１項の規定に基づき業務改善命令（平成

27 年９月 25 日）を発し、機構においては業務改善計画（平成 27 年 12 月９日）を策定

した。 

平成 27 年度の評価においては、こうした経緯を勘案し、平成 27 年度計画の達成状況

に加え、平成 26 年度の業務実績の評価において対象とならなかった①不正アクセスによ

る情報流出事案発生後における機構の対応と、②その後の業務改善計画に基づく機構の

取組状況を評価することとした。 

 

２．個別事項の評価 

  年度計画に沿った個別項目に関する具体的な評価については、別添のとおりである。 



年度計画 25年度 26年度 27年度

Ⅰ　提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

１．国民年金の適用・収納対策

（１）国民年金の適用促進対策 Ｂ Ｂ Ｂ

（２）国民年金保険料収納対策 Ａ Ａ Ａ

２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴収対策

（１）厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策 Ａ Ｂ Ａ

（２）厚生年金保険・健康保険等の徴収対策 Ａ Ａ Ａ

３．年金給付 Ｃ Ｂ Ｂ

４．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止のための対応

（１）年金記録の確認等の対応 Ｂ Ｂ

（２）再発防止及び年金記録の正確な管理の実施 Ｂ Ｂ

５．事務処理の正確性の確保 － Ｃ Ｂ

６．年金相談、情報提供等

（１）年金相談 ※ Ａ Ｂ Ｂ

（２）分かりやすい情報提供の推進 Ａ Ｂ Ｂ

（３）公的年金制度に対する理解の促進 － Ａ Ａ

７．お客様サービスの向上 Ｂ Ｂ Ｂ

８．ＩＣＴ化の推進 ※ Ｂ Ｂ Ｂ

９．年金制度改正等への対応 － Ｃ Ｃ

Ⅱ　業務運営の効率化に関する事項

１．効率的な業務運営体制 ※ Ｂ Ｃ Ｂ

２．運営経費の抑制等 Ｂ Ｂ Ｂ

３．外部委託の推進 ※ Ｂ Ｃ Ｂ

４．契約の競争性・透明性の確保等 Ｂ Ｂ Ｂ

５．社会保険オンラインシステムの運用・開発、見直し Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅲ　業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項

１．内部統制システムの有効性確保 ※ Ｃ Ｄ Ｃ

２．人事及び人材の育成 ※ Ｂ Ｃ Ｂ

３．情報公開の推進 ※ Ｂ Ｄ Ｃ

４．個人情報の保護に関する事項 ※ Ｃ Ｄ Ｃ

Ⅳ　予算、収支計画及び資金計画 Ｂ Ｂ Ｂ

※は、業務改善計画を含めた事項である。

（注）年金記録問題に係る平成25年度までの評価項目 25年度

　○ねんきん特別便、ねんきん定期便の処理、再裁定の迅速化 Ｂ

　○紙台帳とコンピュータ記録の突合せ Ｂ

　○「ねんきんネット」等による情報提供 Ａ

　○厚生年金基金記録との突合せ Ａ

　○その他の年金記録問題 Ｂ

●判定基準

「Ｓ」：年度計画を大幅に上回っている。

「Ａ」：年度計画を上回っている。

「Ｂ」：年度計画を概ね達成している。

「Ｃ」：年度計画をやや下回っている。

「Ｄ」：年度計画を下回っており、大幅な改善が必要。

【個別項目ごとの評語一覧】

Ａ～Ｂ
（注）

　第１期中期計画の最終年度である平成25年度と平成26年度以降の評価項目は異なっている。



平成２７年度計画 頁

Ⅰ　提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 1

１． 国民年金の適用・収納対策 1

（１）国民年金の適用促進対策 1

（２）国民年金保険料収納対策 3

２． 厚生年金保険・健康保険等の適用・徴収対策 9

（１）厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策 9

（２）厚生年金保険・健康保険等の徴収対策 13

３． 年金給付 15

４． 年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止のための対応 17

（１）年金記録の確認等の対応 17

（２）再発防止及び年金記録の正確な管理の実施 20

５． 事務処理の正確性の確保 22

６． 年金相談、情報提供等 26

（１）年金相談 26

（２）分かりやすい情報提供の推進 30

（３）公的年金制度に対する理解の促進 32

７． お客様サービスの向上 33

８． ＩＣＴ化の推進 35

９． 年金制度改正等への対応 37

目　　次



平成２７年度計画 頁

Ⅱ　業務運営の効率化に関する事項 40

１．効率的な業務運営体制 40

２．運営経費の抑制等 43

３．外部委託の推進 45

４．契約の競争性・透明性の確保等 47

５．社会保険オンラインシステムの運用・開発、見直し 48

Ⅲ　業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項 50

１． 内部統制システムの有効性確保 50

２． 人事及び人材の育成 58

３． 情報公開の推進 67

４． 個人情報の保護に関する事項 69

Ⅳ　予算、収支計画及び資金計画 74



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項 

１．国民年金の適用・収納対策 

    

（１）国民年金の適用促進対策   
 

 
評価：Ｂ 

 

①確実な適用の実施 

住民基本台帳ネットワークシステム

により把握した２０歳、３４歳及び４４

歳到達者に対する届出勧奨及び届出が

ない場合の資格取得等の手続き等を確

実に実施する。 

また、被保険者種別変更の届出がない場

合の資格取得等の手続の迅速化を図る。

 

②関係機関との連携・協力 

転職者等の被保険者種別変更の届出

について、事業主説明会等における周

知、市区町村やハローワークとの連携に

努め、適正な届出を促進する。 

 

③第３号不整合問題への対応 

第３号被保険者の記録不整合問題に

関して、厚生労働省の指示の下に、「公

的年金制度の健全性及び信頼性の確保

のための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（以下、「健全化法」という。）」

に基づき、時効消滅不整合期間に対する

特定期間該当届の届出勧奨を引き続き

行うとともに、特例追納の勧奨に対する

相談、申出に適切に対応する。 

また、平成２６年１２月から始まった

被扶養配偶者非該当届に関する事務を

適切に行うとともに、健康保険組合及び

共済組合から提供される被扶養配偶者

情報（過去分）に基づく、３号不整合記

録の確認及び不整合記録を有する者へ

の種別変更届の届出勧奨を行う。 

その際、対象者が年金事務所の管轄外の

市町村に転出していた場合には、年金事

務所間での引継及びその管理を徹底す

る。 

 

 

 

○住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）を利用し

て把握した全ての 20 歳到達者（121 万人）に対し、加入の届出勧奨を行うと

ともに、勧奨を行ってもなお届出がなされない場合には、年金手帳を送付（52

万人）し、第１号被保険者として資格取得等の手続を行いました。この結果、

住基ネットにより把握した 20 歳到達者全員の加入手続を行いました。住基

ネットにより把握した 34 歳及び 44 歳到達者のうち、基礎年金番号が付番さ

れていない方及び資格喪失後、一定期間（12か月）資格取得がなされていな

い方に対して届出勧奨、届出がない場合の資格取得の手続等を実施しました。 

 

○転職者等（失業者及び被扶養配偶者を含む）に対しては、被保険者種別変更

の届出を要する事由が発生したときから２か月後に届出勧奨（初回勧奨）を

行い、自主的な届出を促しました。 

届出勧奨を行ってもなお届出がなされない場合には、第１号被保険者として

届出によらない種別変更処理などの手続を行いました。 

 

○転職者等の自主的な届出を促すため、ハローワークが実施する雇用保険受給

者説明会において、被保険者種別変更の届出勧奨及び失業を理由とする特例

免除制度について周知を行いました。 

 

○機構から市区町村の国民年金担当者に向けた情報誌「かけはし」（隔月発行）

を作成し、市区町村へ情報提供を行いました。 

 

○市区町村担当者事務説明会等において国民年金の資格手続に関する説明を行

い、住民への周知を依頼しました。 

 

○市区町村における「ねんきんネット」の導入について協力要請を進めてきた

結果、平成 28 年３月末で「ねんきんネット」の協力市区町村数は 34 市町村

増加し、1,074 市区町村となりました。 

 

○第３号被保険者記録不整合問題（※１）に対処するため、平成 23 年 11 月か

ら第３号不整合期間を有する者に対するお知らせの送付及び種別変更並びに

特定期間該当届（※２）及び特例追納（※３）の勧奨を行ってきました。 

 

○平成 27年度においては、協会けんぽの被扶養者情報等に基づき、特定期間該

当届及び特例追納の勧奨を 22.5 万人に送付し、累計で 91.2 万人に対して勧

奨を行いました。 

 

○被扶養配偶者非該当届により、被扶養配偶者でなくなった日から２か月経過

しても第１号被保険者への種別変更が行われない場合は、届出勧奨（初回勧

奨）を行い、自主的な届出を促しました。 

初回勧奨を行ってもなお届出がなされない場合には、初回勧奨から２か月後

に第１号被保険者として届出によらない種別変更の処理を行いました。 

 （被扶養配偶者非該当届の受付件数 10 万件（平成 28年３月末現在）） 

 

①住基ネットにより把握した 20

歳、34 歳及び 44歳到達者に対す

る届出勧奨及び届出がない場合

の手続等を確実に実施しており、

昨年度と同様に着実に実施して

います。 

 

②ハローワークとの連携を強化し

て、転職者に対し、種別変更手続

の説明及び保険料免除制度の周

知を行うとともに、届書や申請書

の配付を行い、自主的な届出を促

すなど、適正な届出を促進してい

ます。 

 また、市町村との連携協力につい

ては、「かけはし」等による情報

提供等のほか、「ねんきんネット」

導入の協力要請を行うなど、平成

27 年度計画のとおり、関係機関

との連携・協力を図りました。 

 

③第３号被保険者記録不整合問題

への対応については、以下のとお

り、概ね平成 27年度計画に基づ

き対応しています。 

・平成 27 年度においては、時効消

滅不整合期間に係る特定期間該

当届の届出勧奨及び特例追納勧

奨を実施しました。 

・平成 26年 12 月から始まった被扶

養配偶者非該当届については、関

係団体等への周知協力要請を行

い円滑な施行実施を図るととも

に、被扶養配偶者非該当届に基づ

く種別変更の届出勧奨を行い、届

出がなされない場合には届出に

よらない種別変更の処理を行っ

ています。 

・健康保険組合の被扶養配偶者情報

に基づく種別変更並びに特定期

間該当届及び特例追納の勧奨を

実施するため、健康保険組合から

の情報提供を受けて勧奨を行う

 

○住基ネットにより把握した

20 歳到達者等に対する届

出勧奨を確実に実施し、適

用促進を推進したか。 

 

○市区町村やハローワークと

の連携に努め、適正な届出

を促進するために、実効的

な取組を行ったか。 

 

 

 

○住基ネットにより把握した

20 歳到達者等及び転職者

等に対する届出勧奨及び届

出がない場合の資格取得等

の手続き等は、前年度と同

様に着実に実施している。 

 

○市区町村の国民年金担当者

向けの情報発信（かけはし）

や事務説明会の実施及びハ

ローワークでの雇用保険受

給者説明会での届出等勧

奨・受理を前年度と同様に

実施している。 

 

 



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

○特定受給者（※４）のうち、年金額の９割が保障されるため特例追納をして

も年金額に変更がない者については、年金事務所の窓口等において負担と年

金額との関係を丁寧に説明した上で対応しました。 

 

○健康保険組合に対して、被扶養配偶者情報の提供を依頼しました。 

 

○平成 26年度から引き続き、機構ホームページに健全化法の概要や特定期間該

当届の手続方法等を掲載するとともに、制度周知チラシを作成し、年金事務

所及び市区町村の窓口等にチラシを設置し制度周知を図りました。 

また、特例追納の施行（平成 27 年４月１日）以後は、新たに特例追納制度の

周知チラシを作成し、制度周知を図りました。 

 

○第３号被保険者の不整合記録の確認及び不整合記録を有する者への種別変更

届の届出勧奨中に、対象者が年金事務所の管轄外の市町村に転出していた場

合には、年金事務所間での引継漏れがないよう管理を徹底するとともに、四

半期ごとの実績を年金局に報告しています。 

 

≪用語解説≫ 

（※１）「第３号被保険者記録不整合問題」・・・サラリーマン（第２号被保険

者）の被扶養配偶者である第３号被保険者について、第２号被保険者の退

職などにより、実態としては第１号被保険者となったにもかかわらず、必

要な届出を行わなかったために、年金記録上は第３号被保険者のままとさ

れている期間を有する者が多数存在することが明らかとなりました。 

（※２）「特定期間該当届」・・・不整合期間をそのままにすると未納期間とな

るため、将来の老齢基礎年金の受給資格期間に算入されませんが、特定期

間該当届を提出した場合、当該期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入

されることになります。 

（※３）「特例追納」・・・平成 27 年４月１日から平成 30年３月 31 日までの３

年間は、特定期間該当届を提出し特定期間となった期間のうち、過去 10

年以内（60 歳以上の者は 50 歳から 60歳未満までの 10 年間）について、

特例追納により特定保険料を納付することができます。 

（※４）「特定受給者」・・・健全化法の施行時（平成 25 年７月１日）において

既に老齢年金を受給している者とされており、特定受給者の不整合期間に

ついては、特例追納の納付期限である平成 30 年３月 31 日までの間は、保

険料納付済期間とみなされ、従前の年金額が保障されます。 

また、平成 30年４月以降は保険料の納付実績に応じて支給額が減額され

ますが、減額の上限は従前の年金額の 10％までとなります。 

 

ための準備を進めました。 

・年金事務所間での引継漏れがない

よう管理を徹底するとともに、四

半期ごとの実績を年金局に報告

しています。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

（２）国民年金保険料収納対策   
 

 
評価：Ａ 

 

①行動計画の策定 

国民年金の納付率の向上に向けて、機

構全体及び年金事務所ごとに平成２７

年度行動計画を策定し、収納対策を効果

的・効率的に推進する。 

なお、行動計画の策定に当たっては、

中期目標期間中に最終納付率７０％を

前倒しで達成することを目指し、機構全

体として、 

ア 平成２７年度分保険料の現年度納

付率については、行動計画に基づき、

効果的・効率的に推進し、少なくとも

前年度実績から１．０ポイント以上の

伸び幅を確保すること。 

イ 平成２６年度分保険料の平成２７

年度末における納付率については、平

成２６年度末から少なくとも４．０ポ

イント程度の伸び幅を確保すること。 

ウ 平成２５年度分保険料の最終納付

率については、平成２５年度の現年度

納付率から少なくとも７．０ポイント

程度の伸び幅を確保すること。 

エ 口座振替実施率については、前年度

と同等以上の水準を確保すること。 

オ コンビニエンスストア、インターネ

ットバンキング及びクレジットカー

ドによる納付件数の合計数について

は、前年度と同等以上の水準を確保す

ることを目標とする。 

 

②目標達成に向けた進捗管理の徹底等 

目標達成に向け、厚生労働省と連携を

密にするとともに、未納者の属性ごとに

きめ細かな対策を講じるなど更なる収

納対策の強化を図るため、取組の効果測

定結果に基づく計画を策定し、確実に実

施するための進捗管理を徹底する。 

具体的なＰＤＣＡサイクルについて

は、計画に基づき、以下のとおり行う。 

ア 本部において、年度目標を設定し、

その目標を確実に達成するために年

金事務所及びブロック本部で目標を

設定するとともに、行動計画を策定す

る。 

イ 年金事務所は、行動計画に基づき実

行するとともに進捗状況を週次で管

 

○平成 27年度は国民年金保険料の最終納付率 70％を前倒しで達成することを目

指すための土台作りの年度と位置付け、機構全体及び各年金事務所において行

動計画を策定しました。 

目標の設定に当たっては平成27年度の機構全体の目標を確実に達成するため、

現年度納付率については、平成 26年度末から 1.0 ポイント以上の伸び幅を確

保することを最低目標とした上で、月数ベースでの目標を掲げ、納付月数を増

加させることにより未納月数の減少を図ることとし、以下の最低基準を設定し

計画を策定しました。 

・納付月数の増加における最低基準 

被保険者数の増減を踏まえた上で、納付月数を平成 26 年度から 1.0 ポイント

以上増加させる。 

・未納月数の減少における最低基準 

 被保険者数の増減を踏まえた上で、未納月数を平成 26 年度から 4.0 ポイント

以上減少させる。 

 

○上記数値目標の達成に向け、行動計画の策定に際しては、本部、ブロック本部、

年金事務所それぞれにおいて、目標達成のために必要な納付月数等を定め、最

大限の取組を行う計画とし、以下の収納対策に取り組みました。 

なお、日本年金機構における不正アクセスによる情報流出事案（以下「不正ア

クセスによる情報流出事案」という。）への対応として、未納者に対する納付

勧奨を 10月下旬まで中止していたものの、より効果的な特別催告状等の送付

件数を増やすなど行動計画の見直しを行い実施しました。 

・特別催告状の送付については、全国一律の時期に発送することが効率的、効

果的と考えられるものについては本部から発送することとし、地域の特性に

応じて個別に発送することが効率的、効果的と考えられるものについては、

年金事務所から発送することとして実施しました。 

・強制徴収については、対象者を拡大して実施し、これまでと同様に最終催告

状を確実に送付した上で滞納処分を進めました。さらに一定以上の所得があ

りながら財産調査を実施しても滞納保険料に充足する財産が発見できず、納

付について誠実な意思を有すると認められない者については、厚生労働大臣

から財務大臣への滞納処分等の権限の委任（国税委任）を実施しました。 

・国民年金保険料収納対策重点支援事務所を指定し、ブロック本部及び本部が、

重点的に支援・指導を行いました。 

・市場化テスト事業（※５）と連携した取組が有効であることから、市場化テ

スト事業の受託事業者（以下「市場化テスト受託事業者」という。）との協力・

連携を強化しました。 

 

○口座振替については、文書等による積極的な利用促進、コンビニエンスストア

やインターネットバンキングを利用した納付については、納付書に同封するチ

ラシ等による周知・広報を実施しました。 

その結果、口座振替実施率は前年度をやや下回ったものの、コンビニエンスス

トア等による納付件数の合計数は前年度を上回りました。 

 

【別表１：国民年金保険料の納付率等の状況】 

【別表２：収納対策のスキーム（概念図）】 

 

 

①平成 27年度においては、不正ア

クセスによる情報流出事案への

対応として未納者に対する納付

勧奨を 10月下旬まで中止してい

ました。事業再開後は見直しを行

った行動計画を着実に実施する

ため、年金事務所において週次に

よる進捗管理を徹底しました。 

その結果、平成 27 年度分保険料

の現年度納付率については、前

年度納付率を 0.3 ポイント上回

りました。 

平成26年度分保険料の平成27年

度末における納付率については、

平成 26 年度末から 5.5 ポイント

上回り目標を達成しました。 

平成 25 年度分保険料の最終納付

率については、平成 25年度の現

年度納付率から 9.2 ポイント上

回り、中期計画期間中に目指すこ

ととしていた最終納付率の目標

70％について前倒しで達成しま

した。 

なお、口座振替やコンビニエンス

ストア等の利用について周知・広

報した結果、口座振替実施率は前

年度をやや下回ったものの、コン

ビニエンスストア等による納付

件数の合計数は前年度を上回り、

納付方法の多様化が進み、より収

納しやすい環境が整いつつあり

ます。 

 

②年金事務所において、週次による

進捗管理を行うとともに、本部及

びブロック本部においては、収納

対策会議などを通じた進捗状況

の把握、年金事務所への指導・支

援を平成 27 年度計画のとおり実

施しています。 

 

③本部とブロック本部の連携によ

り、国民年金保険料収納対策重点

支援年金事務所に係る取組の進

捗管理及び指導強化を平成 27 年

度計画のとおり実施しています。

 

○国民年金の納付率の向上に

向けて、平成 27 年度行動計

画を策定し、収納対策を効

果的・効率的に推進したか。

 

○目標達成に向けた進捗管理

の徹底、収納対策強化年金

事務所の納付率の向上、市

場化テスト受託事業者との

連携・強化、強制徴収の実

施等のため、実効的な取組

を行ったか。 

 

【数値目標】 

ア 平成 27 年度分保険料の

現年度納付率：前年度実績

から 1.0 ポイント以上の伸

び幅を確保。 

イ 平成 26 年度分保険料の

平成 27 年度末における納

付率：平成 26 年度末から

4.0 ポイント程度の伸び幅

を確保。 

ウ 平成 25 年度分保険料の

最終納付率：平成 25年度の

現年度納付率から 7.0 ポイ

ント程度の伸び幅を確保。 

エ 口座振替実施率：前年度

と同等以上の水準を確保。 

オ コンビニエンスストア、

インターネットバンキング

及びクレジットカードによ

る納付件数の合計数：前年

度と同等以上の水準を確

保。 

 

 

 

○目標達成に向けた進捗管理

の徹底、収納対策強化年金

事務所の指定、市場化テス

ト受託事業者との連携・強

化、免除等申請の勧奨、最

終催告状の送付件数の増加

や強制徴収の着実な実施等

に取り組んだ結果、平成 27

年度分保険料の現年度納付

率は、目標の＋1.0 ポイン

トには達しなかったもの

の、対前年度比で＋0.3 ポ

イントと４年連続で上昇し

ている。 

 

○平成 26年度分保険料の平

成 27 年度末における納付

率は、平成 26年度末から＋

5.5 ポイントと目標を上回

っている。 

 

○平成 25年度分保険料の最

終納付率は、平成 25年度の

現年度納付率から＋9.2 ポ

イントと目標を上回り、中

期目標期間中に最終納付率

を前倒しで 70％とする目

標を達成しており、７年ぶ

りに 70％台を回復してい

る。 

 

○口座振替実施率は、前年度

と同程度の割合であり、コ

ンビニエンスストア、イン

ターネットバンキング及び

クレジットカードによる納

付件数の合計数は、前年度

を上回っている。今後も、

戦略的な周知・広報を実施

するために被保険者の属性

別の納付方法を分析するこ

とを検討するとともに、納

めやすい環境づくりの整備

（年度途中の任意の月から

の翌年度末までの前納等）

を図られたい。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

理する。 

ウ 新たに稼働する統計及び効果測定

のシステムにより、納付状況や督励効

果等について、これまでより早期に詳

細な情報を把握できることから、これ

を活用し本部及びブロック本部は、年

金事務所の進捗状況、課題等を把握・

分析のうえ、対応策の早期立案に努

め、実行する。 

 

③収納対策強化年金事務所の指定 

納付率及び強制徴収の実施状況を踏

まえ、保険料収納対策の強化が必要な年

金事務所を指定し、本部及びブロック本

部の指導・支援の下、納付率の向上に取

り組む。 

 

④市場化テスト受託事業者との連携・強

化 

市場化テスト受託事業者と本部、ブロ

ック本部及び年金事務所が連携を強化

し、納付督励業務及び免除等勧奨業務そ

れぞれについて達成目標の実現に向け

た取組を実施する。 

また、市場化テスト受託事業者の取組

が不十分な場合には、督励件数増や接触

件数及び約束件数増のため夜間及び

土・日・祝日の督励強化などの必要な要

請・指導を行うとともに、現状の分析を

十分に行い、市場化テスト受託事業の実

績向上に効果的な督励方法や進捗管理

等の検討を行う。 

 

⑤免除等申請の勧奨 

所得が低い等の事情により、本来は保

険料免除や学生納付特例の対象となり

得る者であるにもかかわらず、申請手続

きを行っていないために未納状態とな

っている者について、免除等申請勧奨を

行った結果として免除等に結び付いた

割合を把握するとともに、免除勧奨対象

者等について少なくともその半数を免

除・納付に結び付けるべく、未納者の属

性等に応じた収納対策を推進する。 

 

⑥強制徴収の着実な実施 

一定の所得があり、保険料免除や学生

納付特例の対象とはならない者が、保険

料を長期間滞納している場合には、全員

 

≪用語解説≫ 

（※５）市場化テストは、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」

（平成18年法律第51号）に基づき実施しており、従来、官が行ってきた事業

に民間事業者の参入機会を広げ、民間事業者の創意工夫やノウハウの活用に

より、低コストでより良いサービスの提供を目指す仕組みです。 

機構では、この仕組みを利用して国民年金保険料の収納業務のうち、強制徴

収を除く納付督励業務等を包括的に民間委託しています。 

 

○行動計画に基づき、本部及び年金事務所の計画により未納者属性に応じた特別

催告状を送付するとともに市場化テスト受託事業者と連携した電話、戸別訪問

による納付督励や免除等申請勧奨を実施しました。 

 

・特別催告状の取組状況 

計画件数 905 万件 

実施件数 828 万件 

実施率 91％ 

対前年度比 △16.3％（前年度実績 989 万件） 

 

○上記の取組を行った結果、納付率は次のとおりとなりました。 

 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

平成 25 年度分保険料 60.9％ 67.2％ 70.1％ 

平成 26 年度分保険料    63.1％ 68.6％ 

平成 27 年度分保険料   
 

63.4％ 

 

○現年度納付月数については、平成 28 年３月末の第一号被保険者数が前年度よ

り 4.3％減少しているのに対し、納付月数は 3.7％の減少に留まっています。

また、過年度分納付月数の状況は、年度当初の未納月数が前年度と比べ 13.7％

減少したのに対し、納付月数は 17.2％減少しました。 

 

・現年度納付月数の状況     

 

 

 

 

 

 

・過年度分納付月数の状況 

 

 

○年金事務所においては、取組ごとの効果測定に基づき策定した計画を確実に実

施するために、週次による進捗管理を徹底し、取組の遅れや効果不足により必

要な納付月数等に満たない場合は速やかに取組件数等の見直しを行いました。 

 

  被保険者数 
対前年 

増減率 
納付月数 

対前年 

増減率 

平成 26 年度 1,742 万人 － 8,607 万月 － 

平成 27 年度 1,668 万人 △4.3％ 8,291 万月 △3.7％ 

 

年度当初の 

未納月数 

対前年 

増減率 
納付月数 

対前年 

増減率 

平成 26 年度（24,25 年度分） 11,219 万月 － 1,230 万月  － 

平成 27 年度（25,26 年度分） 9,685 万月 △13.7％ 1,019 万月 △17.2％ 

 

④本部及びブロック本部は、市場化

テスト事業の進捗管理や市場化

テスト受託事業者への助言・提

案・指導を行いました。また、年

金事務所は、市場化テスト受託事

業者と月例での打ち合わせ会議

等を実施し、助言・提案を行い、

平成 27 年度計画のとおり実施し

ています。 

 

⑤所得情報を活用した納付督励及

び免除等申請勧奨を平成 27 年度

計画のとおり実施しています。 

 

⑥不正アクセスによる情報流出事

案への対応として納付督励を中

断したことにより、平成 28 年 3

月までに実施した督促状及び差

押実施件数は平成 26 年度を下回

ったものの、国税庁への委任を積

極的に行う等の取組を行い、概ね

平成 27 年度計画に沿って実施し

ています。 

 

⑦国民年金保険料の口座振替につ

いては、保険料の納付の利便性を

向上することにより納付率の向

上に資するものとして、これまで

積極的に推進してきたところで

すが、この他、納付率の向上に資

する対策として、 

・コンビニエンスストア（コンビニ）

での納付（平成 15 年度開始、以

下同じ） 

・銀行ＡＴＭ、インターネット納付

（平成 16年度） 

・クレジットカード納付（平成 19

年度） 

・口座振替割引制度（平成 17 年度）

・口座振替による 2年前納（平成

26 年度） 

など納めやすい納付環境の整備

を行ってきました。 

これらの対策の周知策として、毎

年度、現金納付の方へ個別に口座

振替勧奨（年 2回）を行うととも

に、「コンビニ窓口納付」「ＡＴ

Ｍ・インターネット納付」「クレ
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

を強制徴収対象者と位置付けた上で、所

得や納付の状況など被保険者の置かれ

た実情を踏まえつつ、強制徴収に移行す

る。 

強制徴収の実施に当たっては、最終催

告状の確実な送付を行い、それでも自主

的に納付しない者について、滞納処分を

実施する。 

特に、平成２７年度においては、租税

等控除後所得４００万円以上かつ未納

月数７月以上の滞納者に督促を実施す

る。 

また、徴収が困難な事案については、

本部、ブロック本部及び年金事務所の連

携を密にして、組織全体で早期に滞納の

解消を図り、保険料収入の確保に努め

る。 

さらに、国税庁との打ち合わせを定例

化するなど、国税庁に委任する仕組みを

積極的に活用する。 

 

⑦口座振替等の利用促進 

保険料の納め忘れを防止するため、口

座振替制度及びクレジットカードによ

る保険料納付を周知し、その利用促進を

図る。また、保険料を納めやすい環境作

りの一環として、コンビニエンスストア

やインターネットバンキングによる保

険料納付の周知を図る。 

 

⑧市区町村、各種団体との連携・協力 

所得情報の取得や年金制度の周知等

について、市区町村やハローワーク等各

種団体と連携・協力して取組を進める。 

 

⑨年金機能強化法等に基づく各制度の

利用促進 

「公的年金制度の財政基盤及び最低

保障機能の強化等のための国民年金法

等の一部を改正する法律（以下、「年金

機能強化法」という。）」等に基づく国民

年金保険料の免除に係る遡及期間の見

直し及び２年前納制度について、市区町

村等と協力・連携し、制度の利用促進を

図る。 

 

⑩後納制度の利用促進 

「国民年金及び企業年金等による高

齢期における所得の確保を支援するた

○本部においては、国民年金部内に「業績検討会」を設置するとともに、隔月で

理事長、副理事長、担当理事及びブロック本部長が参加する国民年金収納対策

会議を開催し収納対策全般における課題の共有と対策の協議を行い、実行しま

した。  

また、ブロック本部においては、ブロック本部収納対策会議を開催し、ブロッ

ク全体の行動計画の進捗状況を把握の上、取組に遅れのある年金事務所に対し

必要な指導・支援を行いました。 

 

○本部において、対象層ごとの特別催告状等の効果、所得や未納月数、年齢など

の区分による未納者分布、さらに全国の年金事務所の納付率等の順位などが確

認できる国民年金統計情報ポータル（以下「ポータル」という。）を構築しま

した。年金事務所はポータルを利用し未納者の所得や年齢分布等の分析を行い

効果的な収納対策を実施しました。また、本部及びブロック本部においても、

ポータルを活用し年金事務所ごとの納付状況や督励効果などの分析を行い年

金事務所への指導・支援を行いました。 

 

○国民年金保険料納付率及び目標納付率の達成状況を踏まえ、312 か所の年金事

務所のうち 31 か所を国民年金保険料収納対策重点支援年金事務所として指定

しました。 

国民年金保険料収納対策重点支援年金事務所について、本部及びブロック本部

は督励スケジュールや納付状況の確認を行った上で、打ち合わせを実施し、取

組の進捗管理及び指導を強化しました。 

 

○納付督励においては、機構と市場化テスト受託事業者で役割分担し、市場化テ

スト受託事業者は、納付期限までに納付されない全ての者を対象に年金事務所

と連携しつつ、民間のノウハウを生かし効率的・効果的な納付の勧奨等の取組

を実施しました。機構は、度重なる納付督励を行っても納付いただけない者に

対し、特別催告状の送付や強制徴収の取組を行いました。 

 

○本部においては、個人情報保護の観点から市場化テスト受託事業者（６事業者）

全てに対して個人情報に係るセキュリティ対策等の状況について、以下の事項

を確認するとともに、立入検査を実施しました。 

 

 【確認事項】 

・機構から市場化テスト受託事業者に提供する滞納者情報データの授受や管 

理方法 

・市場化テスト受託事業者のシステムに滞納者情報データを格納した後のサ 

ーバ室への入退室管理やサーバへのアクセスログの有無等 

・訪問員が使用する携帯端末の機能及びデータへのアクセス方法 

・訪問員等の採用時における守秘義務についての誓約書の提出や個人情報 

に対する意識向上のための研修等の実施状況 

 

【別表３：市場化テスト事業における受託事業者のセキュリティ対策】 

 

ジット納付」については、納付書

に勧奨チラシを同封し、納付書裏

面に納付方法の案内を掲載する

などの対策を実施し、さらに平成

26 年度に、全国のコンビニエン

スストア約 5万店舗に、コンビニ

エンスストアでの納付を勧奨す

るポスターの掲示を行いました。

これらの対策により平成 27 年度

においてはコンビニエンススト

アやＡＴＭ・インターネットでの

納付が増加することとなりまし

たが、引き続き被保険者の属性等

を考慮した納付方法の改善、その

広報を戦略的に進めていきます。

 

⑧平成27年度計画のとおり、所得情

報の提供などの、市区町村等との

連携・協力の取組、ハローワーク

での免除等制度の周知や申請書

の受理、大学等での学生納付特例

制度の周知、商業施設等での各種

相談会や納付相談会等を実施し

ました。 

 

⑨平成 27年度計画のとおり、「かけ

はし」による市区町村への情報提

供や市区町村広報誌への制度内

容の掲載依頼及びインターネッ

トのバナー広告等による制度の

周知・広報を実施しました。 

 

⑩後納制度の利用促進については、

平成 27 年度計画のとおり、市区

町村と連携・協力して広報を実施

するとともに、個別の納付勧奨及

び申し込み勧奨を実施しました。

 

 

○年金事務所は、地域の属性や滞納者の属性に応じた効率的・効果的な納付督励

が行われるよう毎月市場化テスト受託事業者と個別の打合せを実施しました。 

また、市場化テスト受託事業者と都道府県単位で毎月開催する打合せ会議にブ

ロック本部も出席し、助言・提案・指導を実施するなど協力・連携を図りまし

た。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

めの国民年金法等の一部を改正する法

律（以下、「年金確保支援法」という。）」

等に基づく後納制度について、市区町村

や各種団体と連携・協力して広報を実施

するとともに、制度の利用促進を図る対

策を講じる。 

 

○不正アクセスによる情報流出事案の対応として、なりすましによる保険料詐欺

等の被害を防止する観点から見合わせていた納付督励事業については、 

・個人情報が流出したお客様の基礎年金番号の変更が概ね平成 27年９月末ま

でに終了したこと 

・年金の支払いは６月及び８月定期支払日において別人に支払われたとの 

報告はなかったこと 

・不正アクセスによる情報流出事案に便乗した不審電話の件数も平成 27年９

月には減少傾向にあったこと 

以上のことから、平成 27 年 10 月から再開の準備を行い、同年 11 月に以下の対

策を行った上で当該事業を再開しました。 

・なりすまし防止のため、市場化テスト受託事業者の戸別訪問員が未納者を訪

問する際、身分証明書を提示することの徹底や、戸別訪問員の身分や連絡先

を明示するために新たに名刺を配付する等の取組を行いました。 

・督励再開後に機構から送付する特別催告状等の文書に、納付勧奨を行ってい

る市場化テスト受託事業者名を記載したチラシを同封しました。 

 

○免除等の対象となり得る者で免除等の申請手続きを行っていないために未納

となっている者に対し、特別催告状に免除制度のチラシを同封するなど、納付

督励と同時に免除制度について案内し、納付の意思がありながら経済的に納付

が困難な者には、免除等の申請勧奨を実施しました。 

また、保険料の免除、若年者納付猶予及び学生納付特例制度の利用者に対して、

免除等の承認を受けた期間が２年目、９年目となる時期に保険料の追納勧奨を

実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○保険料の負担能力がありながら、度重なる納付督励によっても年金制度や保険

料の納付に対する理解が得られない未納者に対しては、強制徴収による厳格な

対応を行いました。強制徴収の実施に当たっては、最終催告状の送付から差押

えなどの滞納処分の流れに沿った一連の手続により早期に完結するよう取組

を進めました。 

 

○強制徴収の取組については、平成27年度から対象者層を拡大したことにより、

最終催告状の送付件数は増加しました。最終催告状を送付してもなお自主的に

納付しない者については、着実に滞納処分を行いました。 

なお、不正アクセスによる情報流出事案への対応として納付督励を中断したこ

とにより、最終催告状の送付が平成27年11月以降となったことから、平成28年

３月までに実施した督促状及び差押実施件数は平成26年度を下回りました。 

 

○督促状送付対象者のうち、控除後所得1,000万円以上かつ滞納月数13月以上の

国税委任要件に該当する2,713件に対し、年金事務所において平成28年３月末

までに完納するよう最優先に取組を進めたことにより、納付や差押えに至った

件数は1,895件、財産調査中などの取組中の件数は796件となりました。また、

財産調査を実施したが滞納保険料に充足する財産が発見できず、納付について

誠実な意思を有すると認められない者について、厚生労働大臣から財務大臣へ

の滞納処分等の権限の委任（国税委任）を22件実施しました。 

 平成 26 年度 平成 27 年度 対前年度比 

最終催告状送付 6.6 万件 8.5 万件 +1.9 万件 

督促状送付 4.7 万件 4.4 万件 △0.3 万件 

差押実施 1.5 万件 0.7 万件 △0.8 万件 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○口座振替及びクレジットカードによる納付を推進するため、資格取得時におけ

る口座振替等勧奨、口座振替申出書と返信用封筒を同封したダイレクトメール

等による勧奨、未適用者に対する特定業務契約職員による戸別訪問での勧奨、

市場化テスト受託事業者による勧奨等により積極的な取組を実施しました。平

成 27 年度の口座振替利用率は 35.1％（平成 26年度は 35.7％）、クレジット

カードによる納付の利用率は 1.9％（平成 26 年度は 1.8％）となりました。 

 

○保険料を納付しやすい環境づくりとしてコンビニエンスストアでの納付、イン

ターネットや携帯電話などによる電子納付、クレジットカードによる納付方法

について、納付書の裏面及び納付書に同封するチラシに説明を記載することに

より周知を図り、その利用促進に努めました。 

 コンビニエンスストア等での納付件数の合計数は 1,982 万件となり、前年度の

1,835 万件を上回りました。（別表１参照） 

 

（参考：平成 27 年度現年度保険料に係る納付方法別の納付月数（割合）の推計） 

 

 （各年度４月末時点 単位：万月） 
 金融機関窓口以外 

金融機関

窓口 
計 

計 口座振替 

クレジッ

トカード

納付 

コンビニ 

インターネ

ットバンキ

ング等 

26 年度割合 

(納付月数) 

77.3% 

(6,656) 

52.1% 

(4,488) 

2.9% 

(250) 

19.8% 

(1,700) 

2.5% 

(218) 

22.7% 

(1,952) 

100% 

（8,607） 

27 年度割合 

(納付月数) 

82.5% 

(6,846） 

51.4% 

(4,258） 

2.9% 

(244） 

21.2% 

(1,760) 

7.0% 

(584) 

17.5% 

(1,446) 

100% 

（8,291） 

対前年比 
+5.2 

ポイント 

△0.7 

ポイント 

0 

ポイント 

+1.4 

ポイント 

+4.5 

ポイント 

△5.2 

ポイント 
- 

※各項目で端数処理を行っているため合計数と一致しません。 

 

  

○未納者の属性に応じた収納対策を実施するために必要となる市区町村からの

所得情報の提供については、市区町村へ協力要請を行いました。この結果、全

国 1,741 市区町村のうち 1,735 市区町村から提供を受けました。 

 

○市区町村担当者事務説明会・研修会の開催や全国都市国民年金協議会の総会及

び研修会に参加し、国民年金事業に関して意見交換を行うなど、市区町村や各

種団体との連携・協力に取り組みました。 

また、雇用保険受給者初回説明会や初回認定日における相談窓口の設置を含

め、免除制度等の周知及び免除等申請書受理について、ハローワーク（職業安

定所）で実施できる体制の整備について協力を依頼しました。 

 

○平成 27年度「ねんきん月間」の取組として、大学生等に対する学生納付特例

制度の周知及び市区町村役場及び商業施設等での各種相談会や納付相談会等

により年金相談等を集中的に行い、公的年金制度に対する正しい理解の促進を

図りました。 

 

   

 ○年金機能強化法等に基づく国民年金保険料に係る免除の申請期間が２年間遡

及する制度や２年前納制度について、平成 26 年度に引き続き機構から市区町

村の国民年金担当者向けの情報誌「かけはし」（隔月発行）での情報提供・協
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

力依頼を行い、市区町村の窓口で制度の案内が円滑に実施できるよう対応しま

した。また、市区町村の広報誌への掲載を依頼しました。さらに、インターネ

ットのバナー広告を利用し周知を図りました。 

 

○10 年後納制度については、平成 24 年 10 月から平成 27年９月までの３年間の

時限措置として実施され、平成 27年度においては、９月に 10 年後納制度を申

し込んでいる者で、まだ後納保険料を納付していない者（約９万人）に対して

納付勧奨を実施しました。 

 

○５年後納制度については、平成 27 年 10 月から平成 30年９月までの３年間の

時限措置として施行され、平成 27年度においては、約 180 万人に対して申し

込みの勧奨を実施しました。また、市区町村に対して、市区町村広報誌への後

納制度に係る周知等文章の掲載依頼及び周知用ポスターの窓口掲示依頼を実

施するとともに、インターネットのバナー広告を活用した周知を図りました。 

 

ⅰ 平成 27 年度における 10 年後納制度の実施状況（括弧内は平成 24 年８月から

平成 27 年９月までの累計） 

・相談件数 11 万件（139 万件） 

・後納申込書受付数 13 万件（141 万件） 

・利用者総数 16 万人（118 万人） 

・後納保険料納付月数 265 万月（1,614 万月）（１人当たり平均 16.1 月（13.6

月）） 

・後納保険料の納付済み額 400 億円（2,397 億円）（１人当たり 243,181 円（平

均 202,294 円）） 

・老齢基礎年金が裁定された者で、裁定前に後納制度を利用した者 13,357 人

（68,352 人） 

このうち、後納制度を利用したことにより受給資格期間を満たした者 6,001

人（29,849 人） 

 

ⅱ ５年後納制度の実施状況（平成 27年 10 月から平成 28 年３月まで） 

・相談件数 ７万件 

・後納申込書受付数 10 万件 

・利用者総数 ９万人 

・後納保険料納付月数 50 万月（１人当たり平均 5.3 月） 

・後納保険料の納付済み額 77 億円（１人当たり平均 81,895 円） 

・老齢基礎年金が裁定された者で、裁定前に後納制度を利用した者 12,496 人 

このうち、後納制度を利用したことにより受給資格期間を満たした者 5,411

人 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

２．厚生年金保険・健康保険等の

適用・徴収対策 
    

（１）厚生年金保険・健康保険等の

適用促進対策 
   評価：Ａ 

 

厚生年金保険事業の健全で安定した

制度の運営に資するため、ホームページ

やパンフレット等による制度周知を行

う。これにより、適用となるべき事業所

や既適用事業所からの自主的な届け出

を促すとともに、以下の取組により、厚

生年金保険・健康保険等の適用を促進す

る。特に、国税源泉徴収義務者情報があ

ることを確認した適用調査対象事業所

については、平成２７年度以降の３か年

において優先的に職員による加入指導

等に取り組むことを目標とする。 

 

①行動計画の策定 

適用促進に当たっては、数値目標や具

体的なスケジュールを定めた平成２７

年度行動計画を機構全体及び年金事務

所ごとに策定し、行動計画に基づき効果

的・効率的に推進する。 

 

②目標達成に向けた進捗管理の徹底等 

目標達成に向け、取組の効果測定結果

に基づく計画を策定し、確実に実施する

ための進捗管理を徹底する。 

具体的なＰＤＣＡサイクルについて

は、計画に基づき、以下のとおり行う。 

ア 本部において、年度目標を設定し、

その目標を確実に達成するために年

金事務所及びブロック本部で目標を

設定するとともに、行動計画を策定す

る。 

イ 年金事務所は、行動計画に基づき実

行するとともに、毎月開催する適用対

策会議において、加入指導数、適用事

業所数、事業所調査結果等を適切に進

捗管理する。 

ウ 本部及びブロック本部は、月次で年

金事務所の進捗状況（加入指導数、適

用事業所数、事業所調査結果等）、課

題等を把握・分析する。さらに目標未

達年金事務所に対しては、強化指定年

金事務所の指定を行い、本部及びブロ

ック本部共同により支援を行うとと

もに、月次、週次による管理をし、早

 

○適用促進に当たっては、適用調査対象事業所の正確な実態把握に努め、機構全

体及び年金事務所ごとの行動計画を策定し、前年度目標の２倍を超えることを

目標として設定し、適用調査対象事業所への加入指導を行いました。 

 

○平成 27年度においては、前年度より約４万件多い、15万 7,184 事業所を新た

に適用し、年度末時点における適用事業所数は、197 万 4,655 事業所（対前年

比＋10.7 万件）となりました。 

なお、新たに適用した事業所のうち、職員等の加入指導により適用に結び付い

た事業所数は、９万 2,550 事業所となり、前年度実績の２倍を超える実績をあ

げました。 

 

 平成 25 年度末 平成 26 年度末 平成 27 年度末 

適用事業所数 1,800,619 件 1,867,185 件 1,974,655 件 

新規適用事業所数 91,457 件 113,430 件 157,184 件 

 

①職員の加入指

導により適用と

なった事業所数 19,099 件 39,704 件 92,550 件 

 
②外部委託の勧

奨により適用と

なった事業所数 1,445 件 0 件 1,248 件 

※新規適用事業所数のうち、①、②以外は、加入指導等を行わず自主的に適用の届

出があった事業所 

 

○平成26年度末時点における適用調査対象事業所と平成27年度に新たに把握し

た適用調査対象事業所の合計 98万 1,720 事業所に対し、取組み効果を踏まえ

た延べ 113 万 1,194 回の加入指導を実施し、平成 27 年度末時点の適用調査対

象事業所は 64万 7,786 事業所となりました。 

 

適用調査対象事業所数 

平成 26 年度末時点 245,335 件 
平成 27 年度末時点 

647,786 件 
平成 27 年度に新たに把握 736,385 件 

合計 981,720 件 

 

 

〇国税源泉徴収義務者情報については、稼働している可能性の高い事業所の情報

であることから、これらへの対応を優先し取組を行いました。 

平成 27 年度においては、年金事務所又は本部からアンケートを送付し、適用

調査対象事業所の実態把握を行い、事業実態が確認できた事業所への加入指導

に取り組みました。 

また、地方整備局等からの通報に基づく適用促進についても取り組みました。 

（※）国税源泉徴収義務者情報のあった事業所は、適用促進を行うべき事業所が

中心ですが、一部には、適用済であった事業所、加入すべき被保険者が存在

しない事業所、他制度加入済み事業所等もあります。 

 

 

①平成 27年度行動計画において、

平成 26 年度の実績を大幅に上回

ることを目標に設定し、加入指導

回数の大幅な増加とともに効果

的な取組を実施した結果、前年度

を大きく上回る 92,550 事業所を

加入指導により適用しており、平

成 27 年度計画を大幅に上回って

います。 

 

②目標達成に向け、平成 26 年度の

取組の効果測定結果に基づく計

画を策定し、確実に実施するため

の進捗管理と PDCA サイクルを徹

底しました。 

 

③平成 27年度においては、稼働し

ている可能性の高い事業所の情

報である国税源泉徴収義務者情

報を優先的に活用し、昨年度実績

の2倍を超える約113万回の加入

指導を行いました。さらに、適用

対象となる事業所に対して、勧奨

の段階に応じた有効な手段を講

じ、各対策の効果を高めた取組を

工夫して実施しました。 

なお、平成 28 年度以降において

は、法人番号を活用した国税源泉

徴収義務者情報と突合せを行い、

適用調査対象事業所のより正確

な把握に努めるとともに、法人番

号を活用して一括適用・本社管理

制度の推進を図ることとしてい

ます。 

 

④事業所調査については、目標とし

た43.2万事業所を上回る49.2万

事業所に対して実施し、約 26.7

万件の是正を行い、目標は概ね達

成しました。 

なお、平成 28 年度においては、

未適用従業員が多いと想定され

る業種の事業所、前回の調査で指

摘のあった事業所、新規適用事業

  

○厚生年金保険・健康保険等

の適用を促進するため、目

標達成に向けた進捗管理の

徹底、適用調査対象事業所

の適用の促進、事業主から

の適正な届出の促進を行っ

たか。 

特に、国税源泉徴収義務者

情報があることを確認した

適用調査対象事業所につい

て、優先的に職員による加

入指導等に取り組んだか。 

 

○平成 27年度行動計画を策

定し、取組の効果的・効率

的な推進に努めたか。 

 

＜行動計画における目標＞ 

・加入指導による新規適用事

業所数：70,000 事業所 

・事業所調査件数：432,910

事業所 

 

 

 

○平成 27年度行動計画にお

いて、前年度実績を大幅に

上回ることを目標として設

定し、加入指導回数の大幅

な増加とともに、国税源泉

徴収義務者情報の活用など

効果的な取組が行われた結

果、平成 25 年度以降３年連

続で増加し、目標（70,000

事業所）を大幅に上回る

92,550 事業所（目標の

132％、前年度 39,704 事業

所）を職員の加入指導によ

り適用している。 

 

○適用事業所に対する調査に

ついては、前年度を上回る

約 49.2 万事業所の調査を

実施（前年度は約 47.4 万事

業所）し、適正な届出を促

進している。 

 

○厚生年金特例法への対応に

ついては、特例納付保険料

の納付勧奨の確実な実施等

が図られている。 

  

  



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

期に対応を定め、実行する。 

 

③適用調査対象事業所の適用の促進 

ア 適用調査対象事業所の的確な把握 

国税源泉徴収義務者情報、法人登記

情報、雇用保険情報を活用したシステ

ムによる突合せ、ハローワーク、地方

運輸局、地方整備局等が保有する社会

保険加入状況等の情報の収集・活用に

より、適用調査対象事業所の効率的か

つ的確な把握に努める。また、適用調

査対象事業所を的確に把握するため

に、事業所記号番号と会社法人等番号

との紐付けを行う。 

イ 適用調査対象事業所の加入勧奨 

新規法人登記簿情報等の活用によ

り把握した適用調査対象事業所の加

入勧奨について、外部委託を活用する

ことにより効率的に実施する。 

ウ 適用調査対象事業所の加入指導及

び認定による加入手続の実施 

・国税源泉徴収義務者情報により把握し

た適用調査対象事業所に対して、文書

勧奨を実施し、効率的に適用につなげ

る。また、文書勧奨実施後は、優先順

位を付けて、職員による加入指導等の

取組を実施する。 

・加入指導を複数回実施しても加入の見

込みがない事業所については、必要に

応じて、立入検査を行い認定による加

入手続きを実施する。なお、加入指導

に従わない悪質な事業所については、

本部及びブロック本部の指導・支援の

下、告発も視野に対応する。 

エ 本部及びブロック本部は、厚生労働

省との連携のもと、関係機関への協力

要請を計画的に実施する。 

 

④事業主からの適正な届出の促進 

ア 資格取得届等の届出漏れが多い傾

向にある労働者派遣業及び短時間就

労者・外国人就労者を多く使用する事

業所に対し、関係機関と連携を図り、

重点的な指導を行う。 

イ 全喪届受付時に、第三者の確認のな

い書類を添付している事業所につい

ては、一定期間経過後に事業実態を把

握し、違法な脱退を防止する。 

ウ 事業主から一定期間以上遡及して

 

〇年金事務所による適用調査対象事業所への加入指導に当たっては、文書又は電

話・来所要請・訪問と段階に応じた有効な手法を選択して取り組んできました。 

全ての取組において、平成 26 年度と比べ対策効果が高かったことにより、適

用件数を大きく伸ばすことができました。 

なお、効果的な加入指導を実施するため、加入指導から立入検査に係る手順を

定めました。 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 

１ 文書または電話による 

指導回数Ⓐ 

295,497 回 

938,661 回 

２ Ⓐにより適用となった 

事業所数 

10,847 事業所 

54,777 事業所 

 文書または電話の実施効果

（１÷２） 

27.2 回／事業所 

17.1 回／事業所 

３ 来所要請の通知回数Ⓑ 96,993 回 121,620 回 

４ Ⓑにより適用となった 

事業所数 

9,167 事業所 

21,675 事業所 

 来所要請の実施効果 

（３÷４） 

10.6 回／事業所 

5.6 回／事業所 

５ 訪問による実施回数Ⓒ 98,129 回 70,913 回 

６ Ⓒにより適用となった 

事業所数 

19,218 事業所 

16,098 事業所 

訪問の実施効果 

（５÷６） 

5.1 回／事業所 

4.4 回／事業所 

７ 指導回数合計 490,619 回 1,131,194 回 

 

〇これらの加入指導を複数回実施しても加入に応じない事業所に対しては、立入

検査を実施しました。 

・立入検査を実施した件数･･･273 件（平成 26年度 259 件） 

 

〇一方、法人登記簿情報及び雇用保険適用事業所情報のうち、国税源泉徴収義務

者情報と一致しなかった事業所については、まずは、外部委託による加入勧奨

を利用しつつ、勧奨によっても加入しなかった事業所については、年金事務所

職員による加入指導に効果的に取り組んでいます。 

 

【別表４：厚生年金保険等の適用促進に係る平成 27 年度行動計画の達成状況】 

【別表５：厚生年金保険適用関係指標の推移（年度別）】 

 

〇被保険者の資格取得届等の届出漏れが多い傾向にある事業所や各関係団体等

から未加入者等の情報提供のあった事業所などを優先に総合調査（※）を実施

し、未加入者の解消に努めました。 

なお、調査事業所数目標を 43.2 万事業所（平成 26 年度 41.5 万事業所）とし

て設定し、より詳細な調査を目的とした総合調査の実施割合の目標は 35.7％

（平成 26年度 34.0％）として取り組みました。  

（※）総合調査とは、被保険者の資格及び報酬等の届出状況、被扶養者の認定

や保険料控除について総合的に確認を行う調査。 

 

 

所、短時間労働者適用拡大の対象

事業所に加え、引き続き、平成

24 年度からの４年間で調査を実

施できなかった事業所への調査

に取り組むこととしています。 

また、短時間労働者適用拡大に該

当する特定適用事業所に対し、平

成 28 年８月より通知を行い、届

出を促します。施行後は、特定適

用事業所の調査を実施し届出漏

れの防止に努めます。 

 

⑤厚生年金特例法への対応につい

ては、平成 27 年度計画のとおり、

特例納付保険料の納付勧奨の確

実な実施及び債権管理の徹底を

図りました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

提出された資格喪失届や降給による

月額変更届について、添付書類等によ

り、届出内容の事実関係の確認を徹底

する。 

エ 事業主に対し、被保険者資格の取

得・喪失又は標準報酬の決定・改定に

係る通知がなされたときは、被保険者

へ確実に通知するよう指導する。 

オ 総合調査及び定時決定時調査等の

事業所調査については、すべての適用

事業所を対象に４年に１回実施する

ことを基本とする。平成２７年度が４

年目に当たるため、前３年間にあって

調査がされていない事業所に対して

漏れなく実施する。総合調査及び定時

決定時調査等の調査結果については、

今後の取組に反映させる。 

カ 番号制度の導入を契機として、一括

適用・本社管理の一層の促進を図るた

め、平成２７年度においては、事業所

記号番号と会社法人等番号の紐付け

を行う。 

 

⑤厚生年金特例法への対応 

ア 厚生年金特例法の事務処理マニュ

アルに従って、特例納付保険料の納付

勧奨等を確実に実施し、進捗管理を徹

底する。 

イ また、厚生年金特例法の納付申出が

あった事案については、事務処理マニ

ュアルに従って特例納付保険料の納

入告知を行い、債権管理を徹底する。 

 

 

〇平成 27年度における調査事業所数は、49 万 2,001 事業所と目標を約６万件上

回ることができました。 

また、総合調査の実施割合については、42.9％と目標を 7.2％上回る実績をあ

げました。 

 平成 26 年度 平成 27 年度 

調査事業所数 474,098 件 492,001 件 

 うち、総合調査実施数 185,856 件 210,959 件 

総合調査割合 39.2％ 42.9％ 

指摘事業所数 39,946 件 41,518 件 

是正件数 273,511 件 267,442 件 

 うち、資格関係で指摘し訂正となっ

た件数（適用漏れを除く） 45,941 件 45,868 件 

 うち、報酬関係で指摘し訂正となっ

た件数 212,857 件 208,404 件 

 うち、適用漏れを指摘し適用となっ

た人数 14,713 件 13,170 件 

 

 【別表６：事業所調査関係内訳（年度別）】 

 

〇平成 24年度からの４年間で全ての事業所の調査を実施することを基本として

取り組みましたが、複数回の訪問による調査を実施しても接触が困難な事業所

など（5.7 万件）が調査未了となっています。 

 

〇従来からの取組について、平成 27 年度は以下のとおり実施しました。 

ⅰ 全喪届に、解散登記の記載のある法人登記簿謄本又は雇用保険適用事業所

廃止届の写しが添付されていない事業所について、事業実態の確認を行い適

正な処理に努めました。 

また、被保険者 0人事業所の実態確認についても、速やかに取り組みました。 

・全喪調査事業所数･････････････････････17,825 件 

・被保険者 0人事業所の実態確認･････････124,650 件 

 

ⅱ 60 日以上遡及した資格喪失届や、５等級以上降級する月額変更届につい

ては、出勤簿・賃金台帳等の写しを添付させることにより事実関係の確認を

行いました。 

・60 日以上遡及した資格喪失届の確認･････････15,312 件 

・５等級以上降級する月額変更届の確認････････12,236 件 

 

ⅲ 事業主からの適正な届出の促進や、被保険者への資格得喪等通知の徹底に

ついては、事業所調査時の指導や、平成 27 年８月、平成 28 年２月及び３月

発行の「日本年金機構からのお知らせ」により全事業所に注意喚起を行いま

した。 

 

○厚生年金保険適用事業所情報と法人登記簿情報の突き合わせにより会社法人

等番号の把握を行い、算定基礎届提出に併せて事業主に会社法人等番号を確認

していただきました。また、会社法人等番号を法人番号に切り替え、平成 27

年度は法人番号未把握事業所への文書での届出勧奨を行っています。 

これらの取組により、事業所情報と法人番号の紐付けについては、平成 27 年

度末までに、法人である厚生年金保険適用事業所 186 万事業所のうち、174 万



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

事業所について紐付けしました。 

 

〇また、これを活用して、一括適用制度及び本社管理の利用促進を進めることと

しており、平成 27 年９月発行の「日本年金機構からのお知らせ」においても、

その周知を行いました。 

 

○厚生年金特例法への対応（※６）に関しては、平成 27 年度に地方年金記録訂

正審議会が年金記録の訂正の答申を行ったもの及び年金事務所において年金

記録の訂正が可能と判断した 4,275 件、4.8 億円の特例納付保険料について

2,538 件、2.6 億円の納付がありました。 

 

≪用語解説≫ 

（※６）「厚生年金特例法の対応」・・・厚生年金特例法により、申し立て期間に

ついて厚生年金保険料の給与天引きがあったことが認定されたときは、年

金記録が訂正され、年金額に反映されます。事業主は過去の保険料を納付

する義務を負うことになりますが、納付しない場合は事業主名等が公表さ

れます。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

（２）厚生年金保険・健康保険等の

徴収対策 
   評価：Ａ 

 

①行動計画の策定 

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴

収対策については、機構全体及び年金事

務所ごとに平成２７年度行動計画を策

定し、以下の取組を効果的・効率的に推

進する。 

行動計画の策定に当たっては機構全

体として、口座振替実施率及び厚生年金

保険等の収納率が前年度と同等以上の

水準を確保することを目標とする。 

また、上記目標の達成に取り組むほ

か、収納未済額の圧縮、滞納事業所の減

少に着目して行動計画の取組を推進す

る。 

 

②目標達成に向けた進捗管理の徹底 

目標達成に向け、取組の効果測定結果

に基づく計画を策定し、確実に実施する

ための進捗管理を徹底する。 

具体的なＰＤＣＡサイクルについて

は、計画に基づき、以下のとおり行う。 

ア 本部において、年度目標を設定し、

その目標を確実に達成するために年

金事務所及びブロック本部で目標を

設定するとともに、行動計画を策定す

る。 

イ 年金事務所は、行動計画に基づき実

行するとともに、毎月開催する徴収対

策会議において、収納率及び口座振替

実施率等を適切に進捗管理する。 

ウ 本部及びブロック本部は、月次で年

金事務所の進捗状況（収納率及び口座

振替実施率等）、課題等を把握・分析

し、対応策の早期立案に努め、実行す

る。 

③口座振替の利用促進 

口座振替を利用していない適用事業

所については、口座振替による保険料納

付の利用促進を図るとともに、適用事業

所の新規適用時においては、原則として

口座振替を利用するよう事業主に勧奨

する。 

 

④滞納事業所に対する納付指導及び滞

納処分 

ア 滞納事業所に対しては、速やかに保

 

○平成 27 年度行動計画を策定し、行動計画の数値目標の達成に向けて、本部に

おいては、年金事務所の行動計画の報告を確認、分析し、年度目標の達成が困

難と判断される取組項目をブロック本部に伝え、課題の共有を図りました。 

 

○ブロック本部では本部からの指導を受け、目標達成が困難と判断される事務所

を強化指定とし、年度目標達成のための改善指導、年金事務所で行う徴収強化

対策会議に参画して実務指導を行いました。 

 

○年金事務所では毎回、年金事務所長も徴収強化対策会議に参画し、行動計画の

数値を分析し、不足する取組を所内で共有し、目標達成のための対策を立て、

その対策の効果測定も行いました。 

 

○また、年度目標の達成に向けてブロック本部において、年金事務所の職員を対

象に実務研修を行い、本部もブロック本部の要請に応え、講師を派遣するなど

の連携を図り、滞納処分のスキル向上を目的とした取組を行いました。 

 

○新規適用届を受付した際に事業所に対して口座振替勧奨を行うとともに、適用

事業所であるが口座振替未実施である事業所に対しては、口座振替勧奨のチラ

シを送付するなどの取組を行いました。 

平成 27 年度口座振替実施率は厚生年金保険が 83.2％、全国健康保険協会管掌

健康保険は 83.5％と、それぞれ前年度の実績を上回りました。 

 

○平成 27年度の厚生年金保険料（過年度を含む。以下同じ）については、28 兆

1,830 億円を徴収決定し、27 兆 8,362 億円を収納し、厚生年金保険の保険料収

納率（過年度分含む）は、98.8％と平成 26 年度の 98.6％を上回りました。 

未加入事業所の適用拡大、厚生年金保険料率の上昇等により、保険料徴収決定

額は、年々増加してきましたが、早期の納付督励、滞納処分の実施等を行って

きた結果、保険料収納額も確実に増加させて保険料収納の確保を図りました。 

 

厚生年金保険 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

徴収決定済額 25 兆 4,629 億円 26 兆 6,941 億円 28 兆 1,830 億円 

収納済額 25 兆 472 億円 26 兆 3,196 億円 27 兆 8,362 億円 

収納率 98.4％ 98.6％ 98.8％ 

            

○また、平成 27年度の全国健康保険協会管掌健康保険料（過年度を含む。以下

同じ。）については、８兆 9,104 億円を徴収決定し、８兆 7,121 億円を収納し、

全国健康保険協会管掌健康保険の保険料収納率（過年度分含む。）についても、

97.8％と平成 26年度の 97.5％を上回りました。 

未加入事業所の適用拡大、健康保険料率の上昇等により、保険料徴収決定額は、

年々増加してきましたが、厚生年金保険と同様に、早期の納付督励、滞納処分

の実施等を行ってきた結果、保険料収納額も確実に増加させて保険料収納の確

保を図りました。 

 

 

 

 

①行動計画の策定と進捗管理によ

り厚生年金保険等の保険料の徴

収対策を推進しました。 

収納率については、進捗管理の徹

底等により厚生年金保険では対

前年度 0.2％など、３制度ともに

平成 26 年度実績を上回ってお

り、平成 27 年度計画を達成して

います。 

また、滞納事業所数も、適用事業

所数が増加するなか、平成 26 年

度に比べ減少しています。 

 

②本部、ブロック本部、年金事務所

が課題を共有し、その課題の分析

を行い、分析結果を踏まえた行動

を行いました。 

 

③口座振替実施率については、厚生

年金保険、全国健康保険協会管掌

健康保険ともに、平成 26 年度を

上回りました。 

 

④納付指導、滞納処分の実績につい

ては、収納未済額は平成 26 年度

と比べて減少しています。 

 

⑤滞納処分（差押え）実績は平成

26 年度からは減少しているも

の、滞納処分の執行だけでなく、

滞納事業所の納付資力に応じ、聞

き取りを十分に行った上での納

付計画による確実な納付を積み

上げる取組を行った結果、行動計

画の目的に沿った取組を行いま

した。なお、国税委任を 12 件（平

成 26 年度７件）実施しており、

平成 27 年度計画を達成していま

す。 

 

⑥厚生年金基金特例解散に伴う徴

収金の徴収業務については、平成

27 年度計画に基づき、年金事務

所で納付状況の確認、未納徴収金

等への早期着手を行いました。 

また、本部でも未納徴収金等の状

 

○厚生年金保険料等の更なる

収納の確保に向けて、目標

達成に向けた進捗管理の徹

底、口座振替の利用促進、

滞納事業所に対する納付指

導及び滞納処分等に取り組

んだか。 

 

○平成 27年度行動計画を策

定し、取組の効果的・効率

的な推進に努めたか。 

 

【数値目標】 

・厚生年金保険料等の収納

率：前年度と同等以上の水

準を確保。 

・口座振替実施率：前年度と

同等以上の水準を確保。 

 

 

○早期の納付督励、滞納処分

の実施等を行ってきた結

果、加入指導による適用事

業所が大幅に増えている

中、厚生年金の保険料収納

率は 98.8％（前年度

98.6%）、健康保険の保険料

収納率は 97.8％（前年度

97.5%）と、前年度を上回る

水準となり、年度計画を達

成している。 

 

○徴収業務強化の方針の下、

本部、ブロック本部、年金

事務所が連携し、早期の納

付督励、滞納処分の実施等

を行ってきた結果、加入指

導による適用事業所が大幅

に増えている中、滞納事業

所数は、135,860 か所（前

年度 138,162 か所）に減少

している。 

 

○厚生年金保険料の口座振替

実施率は、83.2％（前年度

83.1%）と、前年度を上回っ

ており、年度計画を達成し

ている。 



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 

14 
 

平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

険料の納付督励を行い、確実な徴収と

滞納の長期化の防止を図る。 

なお、新規滞納事業所に対しては、初

期手順に従い、納付督励、納付協議及

び滞納処分を確実に実施する。 

イ 滞納事業所から納付が困難である

旨の申出があった場合には納付協議

に応じ、事業所の経営状況や将来の見

通しなどを丁寧に聴き取った上で、納

付方法等についてきめ細かな指導を

行う。 

ウ また、繰り返し納付指導したにもか

かわらず、納付指導に応じない事業所

に対しては、関係法令に基づき滞納処

分を迅速かつ確実に実施する。 

 

⑤徴収が困難である事業所に対する徴

収対策の徹底 

徴収が困難である事業所に対しては、

本部、ブロック本部及び年金事務所が連

携して早期の滞納解消に向けた取組を

実施する。また、必要に応じ、国税庁と

連携協力し、国税庁に委任する仕組みを

積極的に活用する。 

 

⑥厚生年金基金特例解散に伴う徴収業

務への対応 

厚生年金基金特例解散に伴う事業所

に対する徴収金等の徴収業務について

は、長期に債権管理を要することから、

事務処理マニュアルに従って、適正な債

権管理を徹底する。 

 

協会管掌健康保険 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

徴収決定済額 ８兆 2,950 億円 ８兆 6,312 億円 ８兆 9,104 億円 

収納済額 ８兆 606 億円 ８兆 4,183 億円 ８兆 7,121 億円 

収納率 97.2％ 97.5％ 97.8％ 

 

○時効中断措置を確実に行い、24,300 件の預金等の差押えを行うなど債権管理の

徹底を図りつつ、滞納処分を確実に行った結果、平成 27 年度末の厚生年金保

険料の収納未済額は約 3,130 億円となり、前年度より約 292 億円未済額を減少

させました。同様に全国健康保険協会管掌健康保険料の収納未済額も約 1,793

億円と前年度より約 158 億円未済額を減少させました。 

 

収納未済額 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

厚生年金保険 3,788 億円 3,422 億円 3,130 億円 

健康保険 2,145 億円 1,951 億円 1,793 億円 

  

○徴収業務強化の方針のもと、本部がブロック本部に対して年金事務所への指

導・支援を強化するよう指示したことにより、年金事務所は滞納事業所に対し

て早期の納付指導を行っています。確実な初期対応を行い、滞納事業所への納

付指導を確実に行ったことから、新たな滞納事業所を増やすことなく、平成 27

年度の滞納事業所数は 135,860 件と、前年度より 2,302 件減少させました。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

滞納事業所数 141,284 事業所 138,162 事業所 135,860 事業所 

 

○また、滞納処分のみならず、事業所の事業状況等を十分に聴き取り、計画的納

付による納付指導を行った結果、平成 27年度の差押事業所数は 24,300 件と前

年度の 25、094 件を下回りましたが、未済額は減少しています。 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

差押事業所数 24,626 事業所 25,094 事業所 24,300 事業所 

 

○国税庁への滞納処分の権限委任については、委任要件の見直しに伴い国税委任

事務マニュアルを改正し、国税局との連携強化を図るなどして委任促進に努め

た結果、平成 27年度には 12 件を委任し、平成 26 年度よりも５件増加しまし

た。（機構発足以降これまでに 25件を委任） 

 

 【別表７：厚生年金保険料等の収納対策に関する関係指標の推移（年度別）】 

 

○厚生年金基金特例解散に伴う徴収金の徴収業務については、徴収業務処理マニ

ュアルに基づき、未納事業所へ催告状の発送を行うなどの債権管理を行った結

果、納付予定額 4,714 百万円に対し、4,698 百万円の納付が図られ、収納率

99.7％となりました。 

 

況を把握し、催告状の発送を指示

するなどの業務マニュアルに即

した債権管理の適正化を行った

結果、99.7％の収納率となりまし

た。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

３．年金給付   
 

 
評価：Ｂ 

 

年金給付については、迅速な支給の決

定を行うとともに、受給者の申請忘れ防

止対策の実施や申請漏れ者に対する勧

奨の実施などの対策を講じる。 

また、障害年金における諸課題につい

て改善を図るための取組を実施する。 

①迅速な決定 

「サービススタンダード」の達成状況

を適切に把握し、各サービススタンダー

ドの達成率９０％以上を維持するよう

取り組む。 

 

②年金受給にできる限り結び付けてい

くための取組 

・受給者の申請忘れ、申請漏れを防止す

るため、年金支給年齢（６０歳（女性

のみ）、６１歳（男性のみ）又は６５

歳）に到達する直前に、あらかじめ年

金加入履歴等が記載されている年金

請求書(ターンアラウンド方式)を本

人宛に送付する等の取組を行う。ま

た、６９歳到達時に受給資格期間を満

たしながら年金請求を行っていない

方に対して、年金請求を促すためのお

知らせを送付する。 

・過去に発生した申請漏れや支給誤り等

の事案に関し、可能なものについて対

象者を抽出し、適正な受給に結び付け

ていく。 

 

③障害年金の諸課題に対する改善への

取組 

障害等級の認定（地域差を含む。）や

請求手続等における障害年金に関す

る諸課題について、お客様の声や職員

からの意見などをもとに、実施体制や

実務処理のあり方について調査・整理

を行い、改善を図るための取組を進め

る。 

 

○年金請求書を受け付けてから年金が裁定され、年金証書が請求者に届くまでの

標準的な所要日数をサービススタンダードとして設定して、迅速な決定、年金

の支給に取り組んでいます。 

 

〈設定したサービススタンダードの内容〉 

・老齢基礎・老齢厚生年金、遺族基礎・遺族厚生年金 ： ２か月以内 

・障害基礎年金 ： ３か月以内 

・障害厚生年金 ： ３か月半以内 

 

○平成 27年度のサービススタンダードの達成率は、全ての年金種別について

90％を維持しています。 

 

【別表８：サービススタンダードの達成状況】 

 

○老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給資格を満たしている者には、年金加入記

録等をあらかじめ記載した年金請求書（ターンアラウンド方式）を､60 歳(女

性)､61 歳※(男性)及び 65 歳到達の３か月前に送付しています。 

 ※昭和 30 年４月２日から昭和 32 年４月１日に生まれた男性は 62 歳 

 

○老齢基礎年金の受給資格を満たした者（60 歳到達時には厚生年金保険の期間

が 12 月未満の者）には、「老齢年金のお知らせ」を､受給資格が確認できない

者には、「年金加入期間の確認について（ご案内）」を、60 歳到達の３か月前

に送付しています。 

 

○老齢年金の受給資格を満たしていながら年金請求を行っていない者には、「年

金請求を促すためのお知らせ」を、69 歳到達月に送付しています。 

 

 （平成 27 年度実績） 

 ・年金請求書(ターンアラウンド方式)         1,376,600 件 

 ・老齢年金のお知らせ（はがき）                       155,542 件 

 ・年金加入期間の確認について（ご案内）（はがき）      117,984 件 

 ・年金請求を促すためのお知らせ（はがき）              25,271 件 

 

○平成 27年５月 25 日現在で、障害認定基準が改正された平成 14年４月以降に

認定された障害厚生年金３級の受給権者のうち、人工透析に至る可能性がある

傷病（腎疾患、糖尿病等）の者について、裁定請求書等に添付されていた診断

書における人工透析の実施状況及び人工透析を行っている者の等級を確認し、

26 名に障害認定の誤りがあることが判明しました。これらの者には、平成 27

年 12 月以降、正しい年金額のお支払いに向けた対応をしました。 

 

○障害年金に関する事務について、障害年金の申請に対する都道府県事務センタ

ーの決定についての地域差､障害年金の申請に係る窓口対応の不十分さ等につ

いてご指摘をいただいていることから、次の取組を行いました。 

 ・障害年金の初診日を明らかにすることができない場合の取扱いについて、

年金局からの通知に基づき平成27年10月１日以降に決定するものから適用

しました。平成 28 年度には、新しい取扱の運用状況を調査します。 

 

①平成 27 年度におけるサービスス

タンダードの達成率は､全ての年

金種別において 90％を維持して

います。 

 

②年金請求の節目となる機会をと

らえてお客様に年金請求書(ター

ンアラウンド方式)や「老齢年金

のお知らせ」等を平成 27 年度計

画のとおり実施しています。 

 

③平成 27年度計画に基づき、障害

年金の認定や請求書等の窓口で

の説明について改善を図るため、

「障害年金初期対応の手引き」や

「障害年金請求キット」を作成

し､職員への周知を図る等の取組

を進めました。 

 

○サービススタンダードの達

成率 90％以上を維持する

よう取組を推進したか。 

 

○年金受給にできる限り結び

付けていくための取組や、

障害年金の諸課題に対する

改善への取組を行ったか。 

 

【数値目標】 

・毎年度のサービススタンダ

ードの達成率：90％以上を

維持。 

 

 

○迅速な決定に取り組んだ結

果、サービススタンダード

の達成率は、すべての年金

種別について、目標である

90％を達成している。 

 

○受給資格を満たした方への

お知らせや請求書の送付な

ど、申請忘れ、申請漏れに

対する取組が着実に行われ

ている。 

 

○障害年金初期対応の手引き

や障害年金請求キットの作

成等により､地域差の解消、

窓口対応の改善のための取

組が行われている。 

 

 



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 ・事務センター及び年金事務所で障害年金に従事する職員への教育、指導並

びに判断困難事例への対応のため、障害年金専門職を平成 27 年 10 月に埼玉

事務センター及び東京事務センターに、平成 28年４月に北海道事務センタ

ーに設置しました。 

 ・全国９ブロックにおいて障害認定医会議を開催し、「国民年金・厚生年金保

険精神の障害に係る等級判定ガイドライン(案)」の説明を行うとともに意見

交換を行いました。 

 ・外部委員を入れた「覆面調査検討タスクフォース」を設置し、覆面調査の

内容を検討するとともに、実施結果を踏まえ、年金事務所での障害年金の申

請に係る相談の際に活用する「初期対応の手引き（案）」及び「障害年金請

求キット（案）」を平成 27 年 12 月７日に本部において策定しました。これ

に基づき、全国９ブロックにおいて障害年金事務研修を開催し、「初期対応

の手引き（案）」、「障害年金請求キット（案）」の説明及び意見交換を行いま

した。その結果を踏まえ、現場の実態を最大限反映させた、相談対応に関す

るルール(請求書を「障害年金ガイド」と同様に全ての初回相談者にお渡し

すること、年金の決定までの道筋を職員とお客様が共有するための文書を交

付すること等)を平成 28年３月 28日より実施し、「初期対応の手引き」、「障

害年金請求キット」の運用を開始しました。 

 

 



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

４．年金記録の正確な管理と年金記録

問題の再発防止のための対応 

年金記録の正確な管理と年金記録

の確認等のため、以下の取組を行う。 

    

（１）年金記録の確認等の対応   
 

 
評価：Ｂ 

 

①お客様からの年金記録に関する申出

への対応 

ねんきん定期便及び「ねんきんネッ

ト」での加入状況の確認や年金請求時等

を契機としたお客様からの年金記録に

関する申出等に対して、必要な調査など

の対応を適切に行う。 

また、引き続き未統合記録の解明等の

ため、ねんきん定期便や年金請求書（タ

ーンアラウンド方式）等を活用して、年

金記録の「もれや誤り」が気になる方へ

の確認の呼びかけを行う。 

 

②未統合記録の解明に向けた対応 

ア 厚生労働大臣により示された追加

的施策の実施 

・紙台帳とコンピュータ記録の突合せ等

により判明した記録のお知らせに未

回答である受給者の方に対して、さら

に文書勧奨、電話勧奨、訪問勧奨によ

る個別アプローチを実施する。 

・「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」に

未回答の方に対して、「年金事務所に

て記録確認をお願いする」等の旨を記

載したねんきん定期便を送付する。 

・過去に年金事務所に記録の相談に来ら

れたが、その時には発見できなかった

方の年金記録の再調査（サンプル調

査）を行う。 

イ 国民の皆様にご自身の年金記録を

確認していただくための取組 

平成２７年１２月を目途に以下の

取組を進める。 

・年金請求時等における記録の確認方法

について、統一的な手順を確認すると

ともに、実務上の問題点等について検

討し必要な改訂を行う。さらに調査確

認等については原則、年金事務所で行

うなど体制についても検討する。 

・戦災または風水害による紙台帳の消失

や損傷の状況について改めて調査を

行って資料整理を行う。 

 

○年金記録については、ねんきん定期便の送付やねんきんネットの普及、年金請

求時の記録確認等を通じて、年金記録の確認や未統合記録の基礎年金番号への

統合を進めました。 

未解明記録は、平成 27年３月の 2,032 万件から、平成 28年３月の 1,986 万件

に減少しました。 

 【別表９：未統合記録 （5,095 万件）の解明状況】 

 

○平成 26年度に引き続き、お客様からの年金記録に関する申出等に対して、記

録確認手順に基づき記録の確認を行いました。 

 

○また、「もれや誤り」が気になる者についても、平成 26年度に引き続き、転職

が多い者や、姓（名字）が変わったことがある者への注意喚起を「ねんきん定

期便」や年金請求書（ターンアラウンド方式）に記載するとともに、ご家族の

記録や亡くなられた者の記録も確認していただく呼びかけを年金請求書（ター

ンアラウンド方式）に記載しました。 

 

○「ねんきん定期便」については、全ての被保険者を対象に、35歳、45歳及び

59 歳（節目年齢）の者には封書形式で全期間の年金記録に関する情報提供を、

それ以外の年齢の者にははがき形式で直近１年間の年金記録に関する情報提

供を行い、年金記録の確認の呼びかけを行いました。 

（平成 27年４月から平成 28 年３月末までに、約 6,419 万人に送付） 

 

○その結果、平成 27 年度は「ねんきん定期便」契機の年金記録の確認に関する

申出が約３万件ありました。 

 

 【年金記録の確認に関する申出の受付件数】 

年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

受付件数 約 25 万件 約９万件 約５万件 約３万件 約３万件 

 

○紙台帳とコンピュータ記録の突合せ等により判明した記録のお知らせに未回

答である受給者への個別アプローチについては、10.6 万人に文書勧奨を実施す

るとともに 3.3 万人に電話による勧奨を実施しました。 

さらに、これらの勧奨にも未回答の者 5.0 万人について訪問勧奨を実施しまし

た。その結果、5.3 万人から回答が得られ、1.8 万人の記録が訂正されました。 

 

○「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」に未回答の者等に対して、「年金事務所に

て記録確認をお願いする」等の旨を記載した「ねんきん定期便」を 132 万件送

付し、平成 28 年３月時点で 4.5 万件の記録が統合されました。 

 

○過去に年金事務所に記録の相談に来られた者の年金記録で、その時には発見で

きなかった年金記録の再調査（サンプル調査）は継続中です。 

 

①年金記録の確認等については、平

成 27 年度計画に基づき、ねんき

ん定期便、年金請求時の記録確認

や呼びかけ等を適切に実施した

ところであり、引き続き、未統合

記録の解明に取り組みます。 

 

②平成 27年度計画のとおり、従来

からの取組に加え、追加的施策の

実施により、年金記録の回復を進

めました。 

 

③年金記録の確認事務の標準化に

ついては、業務改善計画に基づく

事務センター広域集約に向けた

業務量の調査を踏まえ、事務セン

ター及び年金事務所での作業を

明確にした上で、平成 28 年度中

に事務処理の標準化を進めます。

平成 27 年度計画に基づき、年金

記録の訂正に伴う再裁定や時効

特例給付を処理するための体制

確保により、処理の迅速化を図

りました。 

  

 

 

 

○未統合記録の解明等のた

め、ねんきん定期便等を活

用して、年金記録のもれや

誤りが気になる方への呼び

かけを適切に実施したか。 

また、紙台帳とコンピュー

タ記録の突合せ等により判

明した記録のお知らせに未

回答である受給者への個別

アプローチなどの追加的施

策や、国民の皆様にご自身

の年金記録を確認いただく

ための取組等を適切に実施

したか。 

 

○年金記録の確認事務の標準

化を進めるとともに、年金

記録の訂正に伴う再裁定や

時効特例給付を処理するた

めの体制を確保したか。 

 

 

○未統合記録の解明等のた

め、引き続きねんきん定期

便や年金請求書を活用して

年金記録のもれや誤りが気

になる方に確認の呼びかけ

の実施に努めたほか、平成

27 年度においては、新たな

取組として紙台帳とコンピ

ュータ記録の突合せ等によ

り判明した記録のお知らせ

に未回答である受給者への

個別アプローチや、ねんき

ん特別便に未回答の者等に

対するねんきん定期便を活

用した呼びかけを実施して

いる。 

こうした取組により、未解

明記録が 1,986 万件（前年

度 2,032 万件）に減少して

いる。 

 

○紙台帳等とコンピュータ記

録の突合せ作業に伴う再裁

定については、事務処理体

制の整備により、未処理件

数は１万件以下（前年度末

時点では 15 万件）まで減少

し、平均処理期間も年度当

初の 5.9 か月から平成 28

年３月現在で 2.5 か月まで

短縮している。 

 

○年金記録問題については、

未解明記録が 1,986 万件残

っており、引き続き積極的

な取組を推進されたい。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

・戦中・戦後における厚生年金加入記録

の確認について、都道府県等に照会す

るなど改めて調査するとともにその

確認方法等について周知を図る。ま

た、これらの資料の所在等について公

開するとともに相談者が自ら確認で

きる方途も公開できるよう検討する。 

・記録確認事務に係る参考資料等につい

て、掲載の方法の見直しを行うととも

に、さらに年金事務所等で保有するデ

ータの有無等について再度確認を行

う。 

・その他、記録確認事務にかかる研修を

行うなど、年金事務所等において長期

間年金記録の確認業務に携わる職員

の知識（ノウハウ）等について他の職

員も共有できる方策を検討するなど

必要な取組を進める。 

ウ オンライン記録に結びつかない紙

台帳（約１．２億件）の分析や紙台帳

検索システムの活用方法の検討 

・オンライン記録に結びつかなかった約

１．２億件についてサンプル調査によ

り収録内容の分析を行い、記録調査に

おける検索方法等について検討を行

う。 

・紙台帳検索システムに関する年金事務

所等からの改善要望について、システ

ム改修の費用や効果を検証したうえ

で必要なシステム改修の検討を行う。 

 

③年金記録の確認等に関する事務処理

体制等の整備 

お客様からの個別の年金記録の確認

依頼に対して、どの年金事務所において

も記録の調査等の事務処理が同じ水準

で行われるよう、記録の確認手順の見直

しを行い、平成２７年１２月を目途に記

録確認事務の標準化等を行う。 

また、年金記録の訂正に伴う再裁定や

時効特例給付を処理するための体制を

引き続き確保する。 

 

 

○年金請求時等における記録の確認方法について、記録確認方法の手順書の本部

改訂案を拠点へ意見照会しました。これに寄せられた意見のうち、記録の確認

の全体的な手順については、見直し案の取りまとめ作業を行いました。  

 

○戦災又は風水害による紙台帳の消失や損傷の状況については、事務センターや

年金事務所に対し、改めて実態把握の調査を行うことで新たな事例を確認し、

必要な要領の改訂を行い、平成 28年１月に年金事務所等へ情報提供を行いま

した。 

 

○戦中・戦後における厚生年金加入記録のうち、駐留軍関連施設での勤務に関す

る資料について、各地の防衛事務所や都道府県等より情報を収集し、平成 28

年３月に年金事務所等へ情報提供を行いました。 

 

○記録確認事務に係る参考資料等について、年金事務所に対し、改めて資料保有

の調査を行うとともに、機構 LAN に掲載されている資料の整理を行い、平成

28 年３月に年金事務所等へ情報提供を行いました。 

 

○オンライン記録に結びつかない紙台帳（約 1.2 億件）についてサンプル調査を

継続中です。 

 

○年金事務所等から改善要望のあった、以下のシステム改修を実施し、業務の効

率化を図りました。 

・画像データを拡大表示した画像の印刷機能を追加 

・画像検索結果一覧画面のソート機能の変更 

また、厚生労働大臣により示された追加的施策（個別アプローチ）への対応と

して、「記録判明通知未回答・未送達事跡の一括更新処理」を拠点において即

時更新を可能とする処理のオンライン化を実施しました。 

 

○年金請求時等における記録の確認方法について、記録確認方法の手順書の本部

改訂案を拠点に意見照会した上で寄せられた意見の取りまとめ作業を行いま

した。このうち取りまとめた意見に加え、事務センターの広域集約化に伴う事

務センターと年金事務所との役割分担のあり方の明確化を整理中です。 

 

○紙台帳等とコンピュータ記録の突合せ作業に伴う再裁定については、前年度ま

では本部内各部署からの職員支援を得て未処理解消に努めてきました。 

しかしながら、よりスキルの必要な旧法等の困難事案については十分に対応で

きなかったため、平成 27 年度は主にその対応に重点を置き、職員を新法担当

から旧法担当へシフトするとともに、職員スキルの向上（ＯＪＴ）にも取り組

みました。 

この結果、平成 28 年１月には旧法の滞留分も解消され、未処理件数は１万件

以下まで減少し、平均処理期間も年度当初の 5.9 か月から平成 28年３月現在

で 2.5 か月まで短縮しました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

 

※（ ）内は平均処理期間 

 

 

未処理件数 平成27年３月 ６月 ９月 12月 平成28年３月 

再裁定 
15.0 万件 7.2 万件 3.4 万件 1.8 万件 0.7 万件 

(5.9 か月) (5.7 か月) (5.0 か月) (3.8 か月) (2.5 か月) 

時効特例 

給付 

1.8 万件  1.7 万件  1.6 万件  0.9 万件  0.6 万件 

(2.4 か月) (2.5 か月) (2.4 か月) (2.6 か月) (2.8 か月) 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

（２）再発防止及び年金記録の正確な

管理の実施 
   評価：Ｂ 

 

記録問題の再発防止等のため、以下の

取組を行う。 

①情報提供とお客様による確認 

・引き続き全ての加入者に対してねんき

ん定期便を送付し、年金記録の確認を

促進するとともに、「ねんきんネット」

のユーザＩＤを即時に取得できる「ア

クセスキー」を記載し、「ねんきんネ

ット」の利用を促進する。 

 

②基礎年金番号の適正な付番等 

基礎年金番号の重複付番の発生の防

止と既に発生している重複付番の整理

を進める。 

ア 重複付番の新規発生の防止 

・新たに基礎年金番号の付番を行う場合

には、住民票上の住所を記載してもら

い、ご本人の住民票コード（※）を確

認の上、確実に収録していくなどの取

組により、重複付番の発生を防止す

る。 

※社会保障・税番号制度の創設に伴い、

住民票コードを基にした個人番号の

付番が実施される。この個人番号は国

民一人に一番号ずつが割り振られる

ため、新規取得時に個人番号による本

人特定を徹底することで、既に取得済

の個人番号が付された基礎年金番号

がないか確認することができる。 

・資格取得届に基礎年金番号が未記載の

もので、氏名、性別及び生年月日の３

項目が一致する基礎年金番号が既に

ある場合は、住民票コードの収録を行

ったうえで、他と区分する基礎年金番

号（仮基礎年金番号）を付番し、既に

取得済の基礎年金番号の有無につい

て照会票を複数回送付するなどによ

り、重複付番の発生を防止する。 

 

イ 既に発生している重複付番の解消 

・氏名、性別、生年月日及び住所等の４

項目が一致するものを定期的に抽出

し重複付番の解消を図る。 

・氏名、性別及び生年月日の３項目が一

致するものはお客様に照会票を送付

することで、お客様の基礎年金番号か

 

○「ねんきん定期便」については、全ての被保険者を対象に、35歳、45歳及び

59 歳（節目年齢）の者には封書形式で全期間の年金記録に関する情報提供を、

それ以外の年齢の者には、はがき形式で直近１年間の年金記録に関する情報提

供を行い、年金記録の確認の呼びかけを行いました。 

（平成 27年４月から平成 28 年３月末までに、約 6,419 万人に送付） 

 

○「ねんきん定期便」対象の全ての被保険者約 6,419 万人にアクセスキーを記載

した「ねんきん定期便」を送付し、「ねんきんネット」のユーザＩＤ取得促進

を図りました。 

 

○平成 26年 10 月以降、厚生年金保険の資格取得届に基礎年金番号の記載のない

者については、事業主に必ず住民票住所を記入していただき、機構が住基ネッ

トに照合することで、本人の住民票コードを特定及び基礎年金番号へ収録を行

っています。これにより、国民一人に一番号ずつ割り振られている住民票コー

ドと基礎年金番号を一対一で対応させることとなり、重複付番の新規発生防止

を図っています。 

 

○氏名、性別及び生年月日が一致する基礎年金番号が既にある場合は、新規に付

番すると重複付番が発生する可能性があるため、平成 25 年４月から他と区分

する基礎年金番号（仮基礎年金番号）により別管理しました。 

また、基礎年金番号の有無調査において、照会票を複数回送付するなどにより

仮基礎年金番号の解消を進めてきました。 

【仮基礎年金番号払出し及び解消状況】 

平成 27 年度 仮基礎年金番号払出件数 72,537 件、解消件数 60,968 件 

  平成 26 年度 仮基礎年金番号払出件数 79,033 件、解消件数 63,830 件 

 

○基礎年金番号の４項目（氏名、性別、生年月日及び住所（住所履歴含む））又

は３項目（氏名、性別及び生年月日）に配偶者基礎年金番号を加えた４項目が

一致する情報を年３回（２月、６月及び 10 月）抽出し、職権により重複付番

の解消を行いました。 

 【４項目が一致し、重複付番を解消した件数】 

平成 27 年度 解消件数  2,518 件 

  平成 26 年度 解消件数 11,670 件  

 

○基礎年金番号の３項目（氏名、性別及び生年月日）が一致する情報はそれだけ

では同一人のものとは特定できないことから、該当する情報を年３回（２月、

６月及び 10 月）抽出し、お客様へ照会票「年金履歴の確認のお願い」を送付

し、回答された職歴等を基に、重複付番の解消を行いました。また、平成 27

年度においては、過去に未回答である者に対して、照会票を再送付し更なるア

プローチを実施しました。 

【３項目が一致し、重複付番を解消した件数】 

  平成 27 年度 解消件数  5,772 件 

  平成 26 年度 解消件数 10,527 件 

 

○基礎年金番号に未統合の共済過去記録については、平成26年３月31日より「ね

んきんネット」に掲載して、記録の有無の検索を可能にすることで確認を呼び

 

①平成 27年度計画に基づき、「ねん

きん定期便」を約 6,419 万人に送

付し、年金記録の確認を促進しま

した。 

「ねんきん定期便」に「アクセス

キー」を記載し、「ねんきんネッ

ト」のユーザＩＤ取得者は平成

27 年度末で累計約 418 万人とな

りました。 

 

②基礎年金番号の重複付番の解消

を図るため、平成 27 年度計画に

基づき以下の取組を進めました。

ア 厚生年金保険の資格取得届の

提出を契機として基礎年金番号

を付番する際には、併せて住民票

コードを収録することとしてお

り、住民票コード収録処理時には

重複付番のシステムチェックが

行われます。資格取得の際に、既

に住民票コード収録済の基礎年

金番号が他にあれば、新しい基礎

年金番号が払い出されない仕組

みとしており、これにより、重複

付番の新規発生の防止を図りま

した。 

・既に払い出されている別の基礎年

金番号に住民票コードが収録さ

れていない場合は、基礎年金番号

の有無調査を行うことにより重

複付番を解消しました。仮基礎年

金番号の払出し件数は、事務処理

方法の見直しにより、対前年と比

べ、減少しました。 

イ 平成 27 年度計画に基づき、既

に発生している重複付番の解消

を進めました。 

ウ 平成 27 年度計画に基づき、共

済過去記録の基礎年金番号への

統合を進めました。 

 

③平成 27年度計画のとおり、基金

加入員の記録に係る情報を定期

的に基金に提供しました。 

 

○基礎年金番号の重複付番の

発生の防止、重複付番の解

消のための取組を行った

か。 

 

○ねんきん定期便やねんきん

ネットによる年金記録の確

認の促進、基礎年金番号の

重複付番の解消等、年金記

録問題の再発防止や年金記

録の正確な管理に向けた取

組を実施したか。 

 

 

 

 

 

 

○住民票コードを利用した重

複付番の判定や職権での重

複付番の解消など、計画に

定められた各種取組によ

り、既に発生している重複

付番の発生防止と解消を図

っている。引き続き基礎年

金番号の適正な付番のため

の取組を進められたい。 

 

○ねんきん定期便を全被保険

者に送付し、年金記録の確

認を促進するとともに、ね

んきんネットのアクセスキ

ーを記載してＩＤ取得を促

進した結果、年度末のＩＤ

取得者は累計約 418 万件

（前年度末約 360 万件）と

着実に増加している。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

どうか確認を行い、重複付番の解消を

図る。 

 

ウ その他の取組 

平成９年の基礎年金番号導入前に退

職して組合員でなくなった方の共済記

録の基礎年金番号への統合を進める。 

 

③厚生年金基金への情報提供 

厚生年金基金（以下、「基金」という。）

の記録と国の記録の不一致を防止する

ため、国の保有する基金加入員の記録に

係る情報を、定期的に基金に提供する。 

 

④その他 

①～③の他、年金記録問題の再発防止

等のため、以下の取組を進める。 

・「法制度の改正に関するフォローと今

後の改正への対応」（Ⅰ－１－（２）

－⑩、Ⅰ－９－（１）参照） 

・「文書保存の合理化」（Ⅲ－１－（５）

参照） 

・「受付進捗管理システム・お客様対応

業務システムなどの効果的活用」 

（Ⅰ－５－②、Ⅰ－７－③参照） 

・「受給待機者への対応」（Ⅲ－１－（６）

参照） 

・「年金機構のシステム面の再構築」（Ⅱ

－５－（１）参照） 

 

かけました。また、基礎年金番号に共済過去記録と同一の共済加入記録が収録

されている記録や共済組合等から情報提供された記録などについて確認作業

を行い、その結果 2.3 万件の共済過去記録を基礎年金番号に統合等を行いまし

た。 

【共済過去記録を基礎年金番号に統合した件数】 

 平成 27年度 23,003 件 

 平成 26年度 21,959 件 

 

〇事業主から機構に提供された届出書等の処理により、平成 26年 12 月から平成

27年 11月までに変更された標準報酬月額等の被保険者記録の変動情報につい

て、６ヶ月毎の２回に分け、平成 27年７月に 52基金に、平成 28 年１月に 28

基金に情報提供しました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

５．事務処理の正確性の確保   
 

 
評価：Ｂ 

 

事務処理誤りの発生は、年金権の侵害

につながるおそれがあるため、事務処理

の正確性の確保は重要であり、事務処理

誤りの未然防止及び再発防止の観点か

ら、以下の取組を行う。 

①業務処理マニュアルに基づく正確な

事務処理の徹底 

事務処理に関する業務処理マニュア

ルの内容の充実・精緻化に取り組むとと

もに、職員への周知徹底により事務処理

の標準化に取り組む。 

 

②事務処理誤り防止の取組 

ア 事務処理遅延、書類の紛失、誤送

付・誤送信・誤交付については、その

根絶を期すため、届書等の受付から未

完結届書等の確認、決裁までの一連の

処理が確実に実施されているか点検

を行うとともに取組が不十分な場合

は指導を行い、取組の徹底を図る。 

・事務処理遅延・誤送付等防止チェック

シートにより、事務処理遅延・誤送付

等防止の取組が形骸化しないよう確

認を徹底する。 

・受付進捗管理システムへの登録者の専

任化、届書の担当者間の引継の明確

化、不備届書の返戻ルール化、届書等

の処理状態を明確にする６色ボック

スの設置などにより、受付から処理が

完結するまでの事務処理フローの標

準化を徹底する。 

・受付進捗管理システムにより、届書の

処理期限の遵守、未完結となっている

届書の点検を確実に実施する。また、

一定期間経過した未処理届書につい

ては、ブロック本部及び本部への報告

により未処理届書を把握して指導を

徹底する。 

・送付物の封入・封緘時には、封入者・

封緘者がダブルチェックを行い押印

するとともに、封緘者は封緘作業用チ

ェックリストにより、送付物の確認を

徹底する。 

イ 事務処理誤り総合再発防止策に基

づき、システム改善や現場における勉

強会等のほか、過去に発生した事務処

 

○不正アクセスによる情報流出事案においても、お客様への説明誤りが発生した

ため、事務処理の正確性を期すための対策を進めました。 

 

○全国各拠点における業務処理の標準化を図るため、随時、業務処理マニュアル

の改正を行いました。 

 ＜改正内容＞ 

・平成 27年度にマニュアルに反映させた指示依頼件数 51 件 

・平成 27年度にマニュアルに反映させた疑義照会件数 19 件 

 

○業務処理マニュアルの徹底と、事務処理誤りの再発防止を図ることを目的とし

て、ブロック本部のマニュアルインストラクター（40 名）（※）を対象とした

研修を行いました。 

 （※）拠点における業務処理の標準化、適正化及び業務の品質向上を推進す

る者（相談・給付及び適用・徴収担当部署に所属する各グループ長） 

 

○業務の標準化を進めるため、業務改善計画に基づき、マニュアル一元化に着手

するとともに、ルール徹底を担う「地域部」や「地域部の事業推進役（地域マ

ネージャー）」を平成 28年４月当初に設置しました。 

 

○平成 26年９月に「事務処理誤り等に関する緊急再発防止策」を策定し、拠点

に指示を行うとともに、理事長から全職員に向けて緊急メッセージを発出し、

事務処理誤りの削減と、事務処理遅延、書類の紛失、誤送付・誤送信・誤交付

の根絶を図るため、組織一丸となって以下の取組の徹底を図りました。 

 

[平成 26年度から継続して取り組んだ主なもの] 

・受付進捗管理システム運用の見直しを行い、システムへの登録者を固定化し、

受付から処理が完結するまでの事務処理フローを策定し、届書の受付状態や

処理状態を確実にシステムへ登録させることとしました。 

・お客様から提出された届書等を適切に管理するため、届書等の処理状態ごと

に、明確に区分した６色ボックスによる書類管理の徹底を図りました。 

・業務処理に携わった職員の責任の所在を明確にするため、原則、届書 1枚ご

とに担当者、チェック者及び決裁者が押印することの徹底を図りました。 

・受付進捗管理システムにより、毎月一定期間経過した未完結届書を把握しブ

ロック本部または拠点長に対し指導を実施、また、届書の進捗状態を点検し

早期処理の徹底を図りました。 

・事務処理遅延等の発生防止策の取組状況について、毎月、拠点長自らチェッ

クを行い、事務処理遅延・誤送付等防止チェックシートにより報告を求める

とともに、取組が不十分である場合は改善報告書を提出させ、取組の改善が

図られない拠点については、ブロック本部と連携し改善指導を実施しまし

た。 

・事務処理誤り等への組織横断的対応として、過去に発生した事務処理誤りの

発生件数の多いものについて、その発生原因を分析し、具体的な発生防止策

を検討し、平成 26 年度（平成 26 年 12 月～平成 27 年 3月）9事項、平成 27

年度（平成 27年 4 月～9月）6事項（合計 15事項（※））について、具体的

対策を本部から各拠点あてに指示しました。 

 なお、平成 27年度において、指示に基づく「チェックシート」などが適切

 

①不正アクセスによる情報流出事

案において、お客様への説明誤り

が発生したことも踏まえ、組織と

しての事務処理の正確性を期す

ための対策を業務改善計画に基

づき取り組んでいきます。 

 

②事務処理誤り等の再発防止策の

取組の徹底を、拠点・ブロック本

部及び本部が組織一体となって

取り組んでおり、現時点で平成

27 年度中に発生した件数が対前

年同時期と比較して減少してい

ます。そのうち、「事務処理遅延」

「書類の紛失」の発生件数は大幅

に減少し、「誤送付・誤送信・誤

交付」についても対前年度比で減

少しています。  

引き続き、６色ＢＯＸによる書類

管理、受付進捗管理システムや未

完結リストを活用した書類の状

況確認、書類の廃棄方法の徹底等

の取組を進めます。 

さらに、人事評価制度において

も、「事務処理誤り等の再発防止」

を評価指標とし、職員への周知・

徹底を図ります。 

また、立入指導の結果を踏まえ、

平成 28 年度に次の対応策を検討

しています。 

○既存の取組の徹底 

・「チェックシート」の改善 

○新たな取組の検討 

・好取組事例の全国展開 

・事務処理遅延・書類紛失・誤送

付等を複数回発生させた拠点

における再発防止策の取組状

況の管理 

 

 

○平成 26年度に策定した事

務処理誤り等に関する緊急

再発防止策を継続して実施

し、事務処理誤りのうち、

特に事務処理遅延、書類の

紛失及び誤送付・誤送信・

誤交付の発生件数は、近年

と比較して減少している

か。 

 

○国民の皆様に多大な影響を

与える事務処理誤りが発生

していないか。 

 

 

○事務処理誤り等の発生防止

のために、平成 26 年度に策

定した事務処理誤り等に関

する緊急再発防止策を継続

して重点的に取り組むとと

もに、年金事務所等に立入

指導を行い、取組のフォロ

ーアップを行った結果、事

務処理誤りの発生件数が減

少している。 

 

○事務処理の正確性の確保の

ためには、現場に浸透する

実用的な事務処理マニュア

ルの整備が不可欠であるこ

とから、早急に事務処理マ

ニュアルの内容の充実及び

精緻化を図られたい。 

 

○大量発送する書類等に係る

印刷誤り等が発生している

ことから、特に大きなプロ

ジェクトに係る事務処理誤

りの発生防止のため、引き

続き積極的な取組を推進さ

れたい。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

理誤りの発生件数の多いものを類型

化し、組織横断的な事務処理誤りの再

発防止に取り組む。 

ウ 受付進捗管理システムの運用状況

及び管理職員による未処理届書の定

期的な確認状況については、機構本部

による内部監査等により確認を行う。 

 

に活用されているか、担当職員全員が指示に基づき取り組んでいるかなどに

ついて拠点長から報告を求め、立入指導時等においても取組状況を確認しま

した。 

（※）組織横断的対応 15 項目 

（国民年金関係） 

・国民年金保険料口座振替納付（変更）・辞退申出書の誤り 

・国民年金保険料後納申込書の誤り 

・国民年金付加保険料納付（辞退）申出書の誤り 

・国民年金任意加入申出書の誤り 

（厚生年金関係） 

・資格取得届の誤り 

・算定基礎届の誤り 

・二以上事業所勤務被保険者の誤り 

・保険料の調査決定事務の誤り 

・特例納付保険料の誤り 

（年金給付関係） 

・年金選択の誤り 

・老齢年金の繰上げ・繰下げ請求の誤り 

・老齢年金の国民年金や厚生年金期間の誤り 

・老齢年金の共済組合期間の誤り 

・遺族年金の受給要件等の誤り 

・年金の支払額や支払時期の誤り 

 

・「事務処理誤り・事務処理遅延等の根絶」に向け、平成 26 年度下期の人事評

価の評価指標に、重点項目として「事務処理誤り等の再発防止」を追加しま

した。引き続き、平成 27 年度も同様の評価指標とし、職員への周知・徹底

を図り再発防止に努めました。 

 

[平成 27年度に新たに取り組んだ主なもの] 

・事務処理誤りを根絶させるため、平成 26 年度下期に本部監査部が実施した

監査における指摘事項及び、事務処理誤りの再発防止に向けた対策への取組

状況について、ブロック本部による管内全拠点への巡回指導を実施しまし

た。 

・平成 27年度において、事務処理誤り発生拠点のうち改善指導が必要とされ

た拠点へ本部による立入指導を実施しました。 

 

●事務処理誤り発生拠点への立入指導結果 

  
 

・受付進捗管理システムにおいて、本部と拠点間の年金給付関係届書の進捗管

理を一元的に行うことにより、書類管理の徹底を図りました。 

・平成 27年度末に向けて「誤送付・誤交付」の再発防止策の再徹底を行うと

ともに、年金事務所窓口における「誤交付防止対策」として、拠点の好取組

事例を全国展開し、直ちに実施するよう本部から各拠点あてに指示を行いま

指導実施済拠点 改善指示対象拠点（再掲）

年金事務所 78 43

事務センター 32 20

計 110 63
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

した。 

 

・書類紛失のリスクを削減するため、以下の再発防止策を策定し、本部から各

拠点あてに指示を行うとともにチェックシートの項目にも追加し取組の確

認・徹底を図りました。 

ⅰ 個人の判断に基づくシュレッダーの禁止 

ⅱ 書類の引継時における引継簿等の作成 

ⅲ 回付決裁後における書類の引き抜きの原則廃止等 

 

上記による取組の徹底を図った結果、「事務処理遅延・書類の紛失」について

は、根絶には至らないものの発生件数は大幅に減少しています。 

また、「誤送付・誤送信・誤交付」については、対前年度と比較して発生件数

は減少しましたが、さらに再発防止の取組の徹底に努めることとしています。 

 

【事務処理遅延、書類紛失及び誤送付・誤送信・誤交付の発生状況】 

  
 

○平成 28年３月末時点における「事務処理誤りの発生状況」は下記のとおりで

す。 

 

【事務処理誤りの発生状況】 

  
 

 

●事務処理遅延・書類の紛失

　　　　　　　発生月

発生年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

平成26年度 43 31 24 31 27 24 11 6 9 5 6 16 233

平成27年度 12 4 5 6 5 4 3 3 5 3 1 0 51

※今後、事象が明確になることで件数が変動する場合があります。

※機構職員以外（市区町村・委託業者等）が発生させた事務処理誤りを除く。

●誤送付・誤送信・誤交付

　　　　　　　発生月

発生年度
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

平成26年度 25 13 15 21 18 10 6 7 9 6 4 7 141

平成27年度 6 10 19 11 11 11 6 12 5 8 8 6 113

※今後、事象が明確になることで件数が変動する場合があります。

※機構職員以外（市区町村・委託業者等）が発生させた事務処理誤りを除く。

事務処理誤り件数
（平成27年3月末時点判明）　 

発生年度
（判明年月）

平成24年度
(平成24年4月～平成27年3月)

平成25年度
(平成25年4月～平成27年3月)

平成26年度
(平成26年4月～平成27年3月)

平成27年度

件数 2,332 2,135 1,429 -

（平成28年3月末現在判明）

発生年度
（判明年月）

平成24年度
 (平成24年4月～平成28年3月)

平成25年度
(平成25年4月～平成28年3月)

平成26年度
 (平成26年4月～平成28年3月)

平成27年度
(平成27年4月～平成28年3月)

件数 2,380 2,164 1,614 1,238

※公表件数＋解明中案件（事件・事故を除く）　　　　　
※今後件数が変動することがあります。

（※１）
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

※１ 制度別事務処理誤り件数 

  
 

 

○平成 28年３月までに全年金事務所 312 拠点の一般監査を無予告で実施し、受

付進捗管理システムや６色ＢＯＸを活用した届書等の管理状況を確認すると

ともに、管理職員へインタビューを行い未処理届書の管理方法等を確認しまし

た。また、拠点の「事務処理遅延・誤送付等防止チェックシート」による点検

内容をチェックしました。 

 

国民年金適用関係 国民年金保険料関係 厚生年金適用関係 厚生年金徴収関係 年金給付関係 船員保険関係 その他 合計

75 241 213 76 610 1 22 1,238
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

６．年金相談、情報提供等 
 

 
   

（１）年金相談   
 

 
評価：Ｂ 

 

平成２７年度は、特例水準の解消、制

度改正の実施等に伴い、年金事務所の相

談件数、コールセンターのコール件数が

増大するものと考えられるが、以下のよ

うな取組を進め、年金事務所の待ち時間

の増大やコールセンターの応答率の低

下を極力防止する。 

・年金相談マニュアルの充実を図り、相

談担当者の応対レベルの統一に努め

るとともに、円滑かつ効率的な相談体

制を構築する。 

・相談担当者の業務スキルの向上を図る

ため、相談研修並びに現場でのＯＪＴ

を推進する。 

 

①年金事務所での相談 

ア 年金事務所窓口での待ち時間につ

いて、通常期で３０分、混雑期におい

ても１時間を超えないよう以下の対

策を引き続き講じる。 

（ア）相談窓口体制の強化のため、大・

中規模年金事務所を中心に、難易度の

高い相談窓口ブース（障害年金、離婚

分割、雇用保険との調整、併給調整等）

は基本的にスキルを持った正規職員

等で対応する体制（常設相談窓口ブー

スの４割程度）を維持する。 

（イ）年金事務所において、お客様の見

えやすいところに待ち時間の目安を

表示し、混雑情報の提供を行うととも

に、窓口の一般的混雑予測をホームペ

ージ等で提供する。さらに、待ち時間

等情報表示サービスを導入している

年金事務所の混雑状況については、パ

ソコンや携帯電話を通じてリアルタ

イムに情報提供する。 

（ウ）「来訪相談窓口管理運営マニュア

ル」に基づく窓口仕分け（老齢、障害、

遺族、諸変更等）を行い、相談の効率

化を図る。 

（エ）年金事務所の状況に応じ、予約制

の活用を行う。 

（オ）年金事務所の業務改善、効率化対

策の先進事例について引き続き全国

 

○年金相談マニュアルの充実を図るため、死亡者の個人情報の取扱いなどについ

て、関係部署と調整を行い取扱いを明確にするなど、改善に取り組みました。 

 

○相談担当者の業務スキルの向上を図るため、本部、ブロック本部及び年金事務

所において年金相談に特化した研修を実施し、サービス向上に努めました。 

 ・本部における、年金相談研修講師養成研修、障害年金事務研修など 

 ・ブロック本部における、年金相談初心者研修など 

 ・年金事務所における、ＯＪＴを含む職場内研修 

 

【別表 10：年金相談にかかる研修（平成 27 年度）】 

 

○年金事務所窓口における待ち時間短縮などのために、引き続き以下の取組を行

い平均待ち時間１時間以上の事務所は発生せず、30 分以上１時間未満の事務所

数は、平成 23 年度の１か月平均 27 か所、平成 24 年度 12 か所、平成 25 年度

以降３～５か所だったものが、平成 27 年度は２か所となりました。 

 

・窓口の混雑状況及び窓口の混雑予測を年金事務所に掲示するとともに、ホー

ムページにも掲載しています。 

また、年金事務所の待ち時間をホームページ及び携帯サイトによりリアルタ

イムで確認できる仕組み「相談窓口の待ち時間等表示サービス」を平成 25

年度から都市部の混雑事務所を中心に順次導入を開始し、平成 27年度末ま

でに全国 154 の混雑年金事務所に導入を完了しています。 

・相談内容に応じた窓口仕分けを引き続き実施し、相談の効率化を図っていま

す。 

・混雑の分散化を図るために、予約制による年金相談を 312 事務所中 251 事務

所(平成 28 年１月現在)に拡大しました。（平成 27 年３月末時点で 240 事務

所） 

※予約制の実施に当たっては、各年金事務所の実情に応じた方法で行って

いる状況。 

・待ち時間の短縮を図るのに効果のあった取組や、年金事務所独自で作成した

研修教材を情報共有しました。 

・待ち時間の長い年金事務所の個別状況を確認し、臨時的措置として社会保険

労務士の委託窓口の増席対策を講じました。 

 

【別表 11：年金事務所一般年金相談窓口月別状況】 

 

○正規職員等の計画的な配置に取り組み、平成 27 年４月には 53.4％に達しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

①年金事務所での相談について、平

成 27 年度計画に基づき各種取組

を実施した結果、年金事務所窓口

での待ち時間は、平均待ち時間が

１時間以上となった事務所は発

生せず(平成 26年度１か所)、30

分以上１時間未満の事務所数は

１か月平均２か所(平成 26 年度

５か所)となり、前年度と比べ改

善を図ることができました。 

また、難易度の高い相談ブース

は、基本的に相談スキルを持った

正規職員等で対応する体制(常設

相談ブースの４割程度)の計画配

置に取り組み、常設相談ブースへ

の正規職員等の配置割合は平成

27 年４月１日現在で 53.4％とな

っています。 

 引き続き、安定した相談体制を確

立させるため、難易度の高い相談

にも対応できる専門職員を配置

するなど、職員配置の基準等を検

討します。 

年金事務所において混雑情報の

提供を行い、あわせてホームペー

ジによる「相談窓口の待ち時間等

表示サービス」を導入し、平成 27

年度までに、154 年金事務所で導

入を行っています。 

その他、平成 27年度計画に基づ

く各種の取組により、サービス向

上を図りました。 

 

②平成 27年度計画に基づき、全国

78 年金相談センター（常設型出

張相談所を含む）の運営を全国社

会保険労務士会連合会に委託す

るとともに、都道府県社会保険労

務士会と連携し、市区町村へ年金

相談センターの利用促進実施の

ための案内チラシの配布等を行

いました。 

 

③コールセンターでの相談につい

 

○難易度の高い相談窓口ブー

スは、基本的にスキルを持

った正規職員等で対応する

体制を維持するとともに、

年金相談の待ち時間につい

て、通常期で 30 分、混雑期

においても１時間を超えな

いように努めるなど、年金

事務所の待ち時間の増大や

コールセンターの応答率の

低下を極力防止するための

取組を行ったか。 

 

【数値目標】 

・年金相談窓口での待ち時

間：通常期で 30 分、混雑期

においても１時間を超えな

いよう努める。 

・ねんきんダイヤル応答率：

引き続き 70％以上を維持

することを目指す。 

・難易度の高い相談窓口ブー

ス：正規職員等で対応する

体制（常設相談窓口ブース

の４割程度）を維持。 

 

＜業務改善計画＞ 

○業務の効率化・合理化の観

点から、全国の年金事務所

の相談窓口を原則予約制と

するための取組や、遠隔地

の市町村役場等に試行的に

「テレビ電話」を設置する

ための検討を開始したか。 

 

 

○年金事務所窓口における待

ち時間については、「相談窓

口の待ち時間等表示サービ

ス」の拡大や、予約制の拡

大などの取組により、平均

待ち時間が 1時間以上の年

金事務所は発生しておら

ず、30分以上 1時間未満の

年金事務所は月平均２か所

（昨年度５か所）であり、

ほとんどの年金事務所が

30 分以内となっている。 

 

○年金相談窓口の体制につい

て、相談スキルを維持する

ため、常設相談窓口ブース

の４割程度を正規職員等と

する取組については、正規

職員等の割合が５割を超

え、体制が維持されている。

 

○コールセンターの応答率に

ついては、不正アクセスに

よる情報流出事案への対応

もあったことから、77.9%

と前年度（83.7%）より低下

したが、12 月以降は前年度

とほぼ同水準の応答率とな

っている。 

応答率の向上策として、電

話の混雑時期におけるナビ

ダイヤルのガイダンス見直

し、コールセンター管轄エ

リア内の各種通知書の分散

送付など、年度計画に基づ

く取組が着実に実施されて

いる。 

 

＜業務改善計画＞ 

○年金相談の充実・お客様チ

ャネルの拡充のため、相談

窓口の予約制の全国実施

や、テレビ電話相談の試行

的実施に向けた検討を開始
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

展開を図る。 

（カ）特に待ち時間の長い年金事務所に

ついて、ブースの増や相談要員の確保

等の個別対策を講じる。 

 

イ 年金事務所等における待ち時間の

短縮や平日昼間に相談できない方へ

の相談時間を確保するため、年金相談

について以下の取組を引き続き実施

する。 

（ア）昼休み時間帯における年金相談の

実施 

（イ）毎週月曜日における年金相談の受

付時間の延長 

（ウ）毎月第２土曜日における年金相談

の実施 

 

ウ 年金事務所の配置や地域ニーズを

踏まえながら、市区町村の庁舎内や商

工会議所等において、社会保険労務士

会等と連携・協力した出張相談を実施

する。 

また、常設の出張相談所を設置・活用

し、混雑が著しい都市部や遠隔地にお

ける相談の充実を図る。 

 

エ 年金事務所への、制度の仕組み等の

一般的な電話相談について、「自動音

声応答システム（ＩＶＲ）」によるコ

ールセンターへの転送を行うことに

より、年金事務所への電話がつながり

にくい状況の改善を図る。 

 

②年金相談センターでの相談 

年金相談センター（常設型出張相談所

を含む。）の運営を全国社会保険労務士

会連合会に委託する等、社会保険労務士

等の協力を得て、効果的な業務実施を図

る。また、市区町村等関係団体の協力の

下、年金相談センターの周知広報などの

利用促進に取り組む。 

 

③コールセンターでの相談 

ア 「ねんきんダイヤル」の応答率の向

上を図るため、混雑予測、混雑時にお

ける混雑していない日への架電案内

ガイダンス、各種通知書の改善、発送

の分散化、ホームページへのＱ＆Ａの

掲載等により入電数の減少を図る。 

 

 [一般相談窓口ブースの正規職員等配置状況] 

  

一般年金相談ブース 

ブー
ス数 

            正規職員等＋社労士 

准職
員 

特定
業務 
契約
職員 

         正規職員等 
社労
士 

  

正規
職員 

エル
ダー 
職員 

特定
業務 
職員 

    

平成 24
年度 

1,728 
注１ 注１ - 362 235 597 180 951 

      
(20.9
%) 

(13.6
%) 

(34.5
%) 

(10.4
%) 

(55.0
%) 

平成 25
年度 

1,772 
470 38 - 508 346 854 139 779 
(26.5
%) 

(2.1%)   (28.7
%) 

(19.5
%) 

(48.2
%) 

(7.8%) (44.0
%) 

平成 26
年度 

1,785 
587 61 - 648 439 1,087 97 601 
(32.9
%) 

(3.4%)   (36.3
%) 

(24.6
%) 

(60.9
%) 

(5.4%) (33.7
%) 

平成 27
年度 

1,797 
557 82 321 960 462 1,422 96 279 
(31.0
%) 

(4.6%) (17.9
%) 

(53.4
%) 

(25.7
%) 

(79.1
%) 

(5.3%) (15.5
%) 

（注１）平成 24 年４月の正規職員等の内訳は取りまとめていない。 

（注２）一般年金相談ブース各欄の( )は、「全ブース数」に占める割合。 

 

○年金事務所における待ち時間の短縮や平日の昼間に相談できない者への年金

相談対応として以下の取組を引き続き実施しました。 

・昼休み時間帯における年金相談を全ての年金事務所で実施 

・毎週月曜日の年金相談受付時間の延長を全ての年金事務所で実施 

・毎月第２土曜日の年金相談を全ての年金事務所で実施 

 

○年金事務所の配置状況や地域のニーズを考慮し、年金事務所が近隣にない地区

に職員や委託社会保険労務士を派遣し、出張相談を実施しました。 

 

[出張相談実施状況] 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

実施回数 8,332 回 7,059 回 6,976 回 6,991 回 6,746 回 

相談者数 147,761 人 123,765 人 103,080 人 100,127 人 85,216 人 

 

(注)表の平成 23年度実績には、被災地域における被災者出張相談(出張相談回数

816 回、相談者数 18,620 人)の実績を含んでいます。 

また、常設型出張相談所については、混雑が著しい都市部や出張相談ニーズ

が高い都道府県に設置していますが、平成 27 年度は出張相談ニーズが高い

３か所(福井県、和歌山県、宮崎県）に設置しました。 

 

○年金事務所の一般相談電話を架かりやすくするため、全ての年金事務所に自動

音声システム（IVR）によるコールセンターへの転送電話を導入し、コールセ

ンターを有効活用しています。(平成 27年度における転送電話の応答数

1,051,695 件) 

また、電話が繋がりにくいとの声が多いことへの改善策として、以下の取組に

着手しました。 

・応答時のガイダンス見直し 

・回線増設に向けた受電状況調査 

・IVR 選択番号の事前周知 

ては、お客様からの相談対応の充

実を図るため、全国３か所のコー

ルセンターで混雑時におけるナ

ビダイヤルのガイダンスの見直

しや、コールセンター管轄エリア

内における通知書の分散送付を

実施するなど種々の取組を実施

し、平成 27 年度計画のとおり、

コールセンターの応答率の向上

に努めました。 

 

イ お客様満足度調査を平成 28 年

１月に実施しました。その結果、

昨年度に比較して、お客様の満足

度は若干下がっていますが、全体

としては、概ね満足いただいてい

るところです。この結果に甘んず

ることなく、今後も引き続き満足

度調査を実施し、応答品質の向上

を図っていきます。 

 

＜業務改善計画＞ 

a)平成28年10月から全国的に全て

の年金事務所で年金相談の予約

を受け付けることができるよう

検討を進めていきます。 

 

b)テレビ電話相談については、平成

29 年度の試行的実施に向けた検

討を開始しました。 

 

している。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

イ お客様満足度調査を実施し、応答品

質の向上を図る。 

 

＜業務改善計画＞ 

業務改革①～業務の効率化・合理化

～ 

○年金相談の充実・お客様チャネル

の拡充 

a)年金相談の予約制の拡充 

・お客様の相談待ち時間をなくし、

より丁寧な相談対応を行うため、

全国の年金事務所の相談窓口を

原則として予約制とし、全国の予

約状況を案内する年金相談予約

センター（仮称）を設置 

 

b)新規チャネルの開設 

・お客様が年金相談をしやすい環境

を整備するため、遠隔地の市町村

役場等に試行的に「テレビ電話」

を設置 

 

 

・お客様宛て送付文書の分散発送 

 

○全国 78か所の年金相談センター(常設型出張相談所を含む。以下同じ)におけ

る年金相談業務を、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)へ

委託して実施しました。委託業務の実施に当たり、年金相談センターと年金事

務所及びブロック本部、連合会と本部で定例会を開催し、情報交換を行うなど

の協力連携を推進し、以下の取組を行いました。 

・年金相談センター職員向け研修教材の提供 

・連合会主催の研修への講師派遣 

・都道府県社会保険労務士会と連携し、市区町村等へ案内チラシを配布し年金

相談センターの利用促進を実施 

 

○お客様からの相談対応の充実を図るため、全国３か所のコールセンターにおい

て以下の取組を行いました。 

・電話が繋がらなかったお客様のかけ直し（入電数の増）を抑制するため、混

雑時期におけるナビダイヤルのガイダンスの見直し（閑散時期をお知らせし

再度の架電をご案内）（平成 24 年１月から実施） 

・入電数の平準化を図るため、コールセンター管轄エリア内における通知書の

分散送付 

・入電数を減少させるため、ねんきんネットの機能強化やホームページの Q&A

の見直しなど、情報提供の充実 

・扶養親族等申告書、源泉徴収票などテーマごとの Q&A を作成し、オペレータ

ーのスキルを形成 

・電話相談が増加すると見込まれる期間におけるオペレーターの増席対応 

・年金事務所の電話相談を繋がりやすくするため、自動音声システム（IVR）

によるコールセンターへの転送を拡大（平成 25年から段階的に拡大し、平

成 27 年４月に全ての年金事務所に設置） 

 

○平成 27年度の応答率は、不正アクセスによる情報流出事案の対応もあり、前

年度よりは低下しましたが、12 月以降は前年度とほぼ同水準の応答率となって

います。 

 

［ねんきんダイヤルの応答率の推移］ 

  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

応答率 60.1％ 78.7％ 84.9％ 83.7％ 77.9％ 

 

【別表 12：ねんきんダイヤル月別応答状況（一般）】 

 

○コールセンターにおける応答品質向上のため、平成 28 年１月にお客様満足度

調査を実施し、結果をそれぞれのオペレーターにフィードバックするとともに

改善指示を行いました。 

 お客様満足度調査の結果は、「満足」「ほぼ満足」「普通」「やや不満」「不満」

の５段階で回答いただいており、「満足」「ほぼ満足」の合計が 83.3％（前年度

84.5％）、一方「やや不満」及び「不満」の合計が 2.1％（前年度 2.0％）とな

っており、概ね満足をいただいている状況です。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

  [お客様満足度調査結果] 

 
満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 

平成 27 年度 54.6％ 28.7％ 14.6％ 1.3％ 0.8％ 

平成 26 年度 57.1％ 27.4％ 13.6％ 1.2％ 0.8％ 

 

調査方法：アンケートに対して了解いただいたお客様にはがきを送付し、郵送に

て回収   

調査対象件数：15,388 件 

回答件数  ： 9,134 件（回答率：59.4％） 

 

○より丁寧な相談対応を効率的に実施するため、一部の年金事務所で導入してい

る年金相談の予約制について、平成 28 年 10 月より、全ての年金事務所で予約

制を実施する検討に着手しました。 

 

○離島などの遠隔地に居住する者に対するテレビ電話相談について、平成 29 年

度の試行的実施に向け、お客様のニーズの調査と具体的な設置手法の検討を開

始しました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

（２）分かりやすい情報提供の推進   
 

 
評価：Ｂ 

 

公的年金事業に関するお客様の理解

と信頼を確保するため、分かりやすく効

果的な情報提供を行う。 

 

①ホームページの活用 

お客様が分かりやすく利用しやすい

ホームページとするため、次のような改

善・充実に取り組む。 

・年金Ｑ＆Ａコーナーに設けたアンケー

ト回答やホームページアクセス件数

の分析等により、お客様の意見やニー

ズを把握し、お客様が目的の情報に容

易にアクセスでき、かつ、理解しやす

いものとなるよう、常に画面構成や内

容を工夫する。 

・特に年金Ｑ＆Ａについては、引き続き、

改善・充実に努める。 

 

②「ねんきんネット」サービスの提供 

・被用者年金制度の一元化等の年金制度

改正に対応した正確な年金記録を情

報提供できるよう、それぞれの制度改

正の施行のスケジュールに合わせて

「ねんきんネット」の機能改善を図

る。 

・年金事務所でアクセスキーを交付する

際に、ユーザＩＤ取得申込みの画面へ

リンクする二次元バーコードを印刷

したリーフレットを合わせてお渡し

することにより、スマートフォンによ

るＩＤ取得の増加につなげる。 

・年金事務所に来訪したお客様が待ち時

間を利用してＩＤを取得できるよう、

年金事務所にＩＤ取得用パソコンを

設置する。 

・年金事務所ごとのアクセスキー発行件

数と、それに紐づいたＩＤ取得件数の

統計情報を平成２７年度上期に分析

し、ＩＤ取得につながる効果的な事例

を調査・紹介するなど、ＩＤ取得件数

の増加の取組を行う。 

 

③ねんきん定期便による情報提供 

ねんきん定期便について、年金加入期

間、標準報酬月額・標準賞与額、保険料

納付状況、年金見込額等、確認していた

 

○お客様が分かりやすく利用しやすいホームページとするため、次のような改

善・充実に取り組みました。 

 ・ホームページの利用に不慣れな方々も含め、誰もがホームページの情報を支

障なくご利用いただけるよう、画面コントラストや文字の拡縮、音声読み上

げ機能の拡充などの見直しを行いました。（平成 27 年９月実施） 

 ・時節に応じたテーマをトップページ「今月のご案内」に掲載するなど、お客

様に分かりやすいご案内ができるよう工夫しました。 

 ・不正アクセスによる情報流出事案については、公表後、トップページにお詫

び文書や二次被害の注意喚起、相談窓口等を記載し、不正アクセスによる情

報流出事案や業務改善計画の状況等を適時適切に情報提供しました。 

 

○平成 27年６月６日に、ホームページに脆弱性が発見されたため、同月 22 日ま

での間、修復及び安全性の確認作業のためホームページを一時停止しました。 

このため同月８日に暫定版のホームページを設置し、不正アクセスによる情報

流出事案にかかる案内事項を最優先に情報提供を行い、お客様への影響の極小

化に努めました。発見された脆弱性の改善を行い、掲載しているコンテンツに

ついて、ホームページ作成業者以外の業者からも専門的見地から安全性の確認

を受けて同月 22日に稼働を再開しました。 

また、「日本年金機構へのご意見・ご要望」等の入力フォームについては、ホ

ームページ再開後もメンテナンス作業のためお客様にご利用いただけません

でしたが、安全性が確認できたことから 12 月 24 日から再開しました。 

 

○平成 27年度におけるホームページ総アクセス件数は１億 3,096 万アクセスと

なりました。平成 24 年度及び平成 25 年度よりも増加したものの、ホームペー

ジを一時停止した影響もあり、26年度の総アクセス件数を下回りました。（対

24 年度：＋30.3％、対 25 年度：＋0.96％、対 26 年度：△12.2％） 

 

○年金Ｑ＆Ａのインデックスページ（目次）をジャンル別に整理しました。また、

アクセス数の分析を行い、アクセス頻度の高いＱ＆Ａを見やすい場所に配置す

るなど、お客様が目的のＱ＆Ａに容易にアクセスできるような改善等を行いま

した。（平成 27年９月実施） 

 

○「ねんきんネット」について、次の機能改善を行いました。 

・被用者年金制度の一元化への対応として「ねんきん定期便」の情報を活用す

ることにより、「ねんきんネット」の「年金記録照会」画面等に共済記録の

加入月を表示 

 

○年金事務所での年金相談時等に、お客様に「ねんきんネット」をご案内するパ

ンフレットをお渡しすることにより、ユーザＩＤ取得の増加を図りました。 

 

○国民一人一人に、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に

思いを巡らしていただく日とする「年金の日」に関して、下記の取組を実施し

て、「ねんきんネット」の周知を行いました。 

 ・年金事務所等における「ねんきんネット」の利用促進を促すための「年金

の日」周知用ポスターの掲示やリーフレットの配布 

  

 

①ホームページの活用については、

平成 27 年度計画に基づき、誰も

がホームページ等で提供される

情報や機能を支障なく利用でき

るよう仕様の見直しを行い、お客

様に見やすく利用しやすい画面

構成とするとともに、アクセス数

の分析を行い、アクセス頻度の高

い年金Ｑ＆Ａを見やすい場所に

配置するなどの改善を実施して

います。 

 

②「ねんきんネット」サービスの提

供については、平成 27年度計画

に基づき、機能改善や周知を図っ

た結果、「ねんきんネット」の累

計ユーザＩＤ取得件数は平成 27

年度末で約 418 万人となりまし

た。 

 

③ねんきん定期便による情報提供

については、平成 27 年度計画の

とおり約 6,419 万人に「ねんきん

定期便」を送付し、年金記録の確

認を促進しました。 

 

④年金関係の各種情報提供につい

ては、平成 27 年度計画に基づき、

「ねんきん定期便」の紙面の活用

による住民票コードの届出に関

する呼びかけや、「年金額改定通

知（振込通知）書」の紙面の活用

による「ねんきんネット」の利用

促進などの情報提供を行ってい

ます。 

 

 

○公的年金事業に関するお客

様の理解と信頼を確保する

ため、ホームページの活用、

ねんきんネットサービスの

提供やねんきん定期便によ

る情報提供など、より分か

りやすく効果的な情報提供

を行ったか。 

 

 

○分かりやすく利用しやすい

ホームページとするため、

画面コントラストや文字の

拡縮、音声読み上げ機能の

拡充などの見直しを実施し

ている。 

 

○ねんきんネットについて

は、被用者年金一元化の対

応として、年金記録照会画

面等へ共済記録の加入月の

表示を行う機能改善のほ

か、年金相談時のパンフレ

ット提供、紹介用動画のリ

ニューアルなど、利用拡大

の取組が行われている。 

 

○ねんきん定期便について

は、ねんきんネットの活用

を促進して利用者の拡大を

図ることにより、ねんきん

ネットでの年金記録の確認

をしていただくことで、紙

での郵送を削減するなど、

合理化に努められたい。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

だきたいポイントを分かりやすく表示

し、はがきでお送りする。なお、節目年

齢（３５歳、４５歳、５９歳）の方には、

封書形式で全加入期間の標準報酬月

額・標準賞与額、保険料納付状況等を通

知する。 

 

④年金関係の各種情報提供 

年金額改定通知（振込通知）書やねん

きん定期便等の個人向け文書送付の機

会を活用し、お客様に応じた、また、時

節を捉えた必要な年金関係の各種情報

を提供できるよう、限られた紙面の中で

検討を行う。 

○最新の「ねんきんネット」の機能に合わせて「ねんきんネット」紹介用の動画

をリニューアルし、YouTube にアップしました。（再生回数約 29,000 回、平成

28 年３月末時点） 

 

○平成 27年度の新規ユーザＩＤ取得件数は約 58 万件となり、平成 27年度末時

点の累計ユーザＩＤ取得件数は約 418 万件（平成 26 年度末時点は約 360 万件）

となりました。 

また、平成 27 年度の「ねんきんネット」へのログイン数は約 740 万件（平成

27 年度末時点の累計ログイン数は約 2,496 万件）となりました。 

 

※平成 27年度に新たに計画したインターネットを利用した事業は、不正アクセ

スによる情報流出事案により、機構ＬＡＮからインターネットへのアクセスを

遮断したため、実施を見送りました。 

 

○「ねんきん定期便」については、全ての被保険者を対象に、35歳、45歳及び

59 歳（節目年齢）の者には封書形式で全期間の年金記録に関する情報提供を、

それ以外の年齢の者にははがき形式で直近１年間の年金記録に関する情報提

供を行い、年金記録の確認の呼びかけを行いました。 

（平成 27年４月から平成 28 年３月末までに、約 6,419 万人に送付） 

 

○その結果、平成 27 年度は「ねんきん定期便」契機の年金記録の確認に関する

申出が約３万件ありました。 

 

 【年金記録の確認に関する申出の受付件数】 

年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

受付件数 約 25 万件 約９万件 約５万件 約３万件 約３万件 

 

○「ねんきん定期便」対象の全ての被保険者約 6,419 万人にアクセスキーを記載

した「ねんきん定期便」を送付し、「ねんきんネット」のユーザＩＤ取得促進

を図りました。 

 

   

○「ねんきん定期便」の紙面を活用して、下記の情報提供を行いました。 

・社会保障・税番号制度の導入に向けて、基礎年金番号と住民票コードが紐付

いていない 59 歳の者を対象にした住民票コードの届出に関する呼びかけ 

・仮基礎年金番号がある者を対象にした年金記録の確認の呼びかけ 

・59 歳の者を対象にした 60 歳からの老齢年金の繰上げ請求に関する案内 

 

○「年金額改定通知(振込通知)書」の紙面を活用して、下記の情報提供を行いま

した。 

・年金受給者が所在不明となって１か月以上経過した場合には、世帯員から届

出が必要になったこと 

・「ねんきんネット」の利用促進 

・「年金情報流出」を口実とした犯罪への注意喚起（不正アクセスによる情報

流出事案の発覚以降） 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

（３）公的年金制度に対する理解の

促進 
   評価：Ａ 

 

年金制度に対する理解をより深め、制

度加入や保険料納付に結びつけるため、

様々な機会を捉え、地域、企業、教育の

場等において、制度の周知、情報提供活

動を展開する「地域年金展開事業」を推

進する。また、広報については、政府広

報の積極的な活用を図るとともに、公的

年金制度に対する理解を促進する地域

に根ざした活動を充実する。 

①地域活動の展開 

地域、企業、教育の場等において、地

域に根ざした活動（年金セミナーや公的

年金制度説明会等の開催）を推進し、公

的年金制度の内容やメリット、各種手続

きについて、正しく分かりやすい情報提

供を行う。 

 

②年金委員の活用 

年金委員の活動をより活発なものと

するため、研修会の開催などを通じて年

金委員のスキルアップを図り、各年金委

員が適用事業所の事業主、被保険者及び

地域住民に対して公的年金制度に関す

る情報提供を行えるようにする。 

 

③関係団体との連携 

社会保険労務士会、年金受給者協会、

教育関連団体、市区町村等と連携を密に

し、年金啓発、周知に関して意見交換を

行うとともに、地域年金展開事業を促進

するため、「地域年金事業運営調整会議」

を全都道府県において適宜開催する。 

 

④「ねんきん月間」及び「年金の日」の

実施 

「ねんきん月間」及び「年金の日」につ

いては、平成２６年度の実施結果を踏

まえ実施方法を検討し、年金制度の周

知・啓発の活動を促進する。 

 

○全国の年金事務所において、自治体や地域の教育機関（大学、高校、専門学校

等）に出向き、目的や対象に応じた公的年金制度の周知活動（年金セミナーや

年金制度説明会、出張相談会等）を行いました。平成 27 年度の主な実績は、

次のとおりです。 

ⅰ 年金セミナーの回数：3,311 回（平成 26 年度：2,479 回） 

  受講者数は、平成 26 年度比 133％の約 26万人 

ⅱ 制度説明会等：3,382 回（平成 26 年度：3,115 回） 

 

○年金委員に対して、ブロック本部や年金事務所単位で、年金委員研修会を1,130

回実施しました。また、各ブロックから選出された年金委員（地域型・職域型

各２名）に参集していただき、本部主催による全国年金委員研修会を実施しま

した。（平成 27年９月） 

 

○年金委員の活動内容を示した「年金委員（地域型）活動の手引き」について、

法改正等を盛り込んだ改訂版を発行しました。（平成 27 年４月） 

 

○年金委員活動に積極的で、特に顕著な功績が認められた年金委員に対して、厚

生労働大臣表彰（平成 25 年度より創設）、日本年金機構理事長表彰、ブロック

本部長表彰を選定し、ねんきん月間中に各地で開催される年金委員研修会を通

じて、全国で表彰式を実施しました。（平成 27年 11 月から 12月） 

 

○地域年金展開事業を推進するために、自治体や各都道府県の関係団体（社会保

険労務士会、教育委員会、受給者協会等）で構成する地域年金事業運営調整会

議を、平成 27年度は全都道府県で開催し、合計で 78 回実施しました。運営調

整会議では、委員からは地域年金展開事業の推進に関するご意見・ご指導をい

ただき、機構からは年金セミナー実施に向け協力をお願いするなど、連携を密

にすることができました。 

 

○「ねんきん月間」及び「年金の日」に合わせ、全国の年金事務所において、自

治体や地域の教育機関（大学、高校、専門学校等）に出向き、対象者に応じた

公的年金制度の周知活動（年金セミナーや年金制度説明会、出張相談会等）を

行いました。平成 27 年度の主な実績は、次のとおりです。 

・大学や高校等の教育機関：1,193 回（平成 26年度：952 回） 

 

○年金エッセイについては、前年対比 123％の 1,424 人からの応募があり、11 月

30 日の「年金の日」が平日であったことから、その前日の 29 日（日）に厚生

労働大臣賞（平成 26 年度より創設）と従来からの日本年金機構理事長賞、優

秀賞の優秀作品について表彰しました。また、平成 26 年度から、厚生労働省、

文部科学省、全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会の４組織か

ら年金エッセイ事業実施に対するご理解を得ることができ、平成 27 年度にお

いても後援名義をいただくことができました。 

 

①地域活動の展開については、平成

27 年度計画に基づき、高校や大

学等の教育機関向け年金セミナ

ーを実施し、制度の周知やメリッ

トなどの情報提供を行いました。

受講者数は、平成26年度比133％

の約 26 万人となっています。 

 

②年金委員の活用については、平成

27 年度計画のとおり、年金委員

に対する本部による研修会の実

施や、法改正等を盛り込んだ「活

動の手引き」を改訂するなど、年

金委員のスキルアップに努めま

した。 

また、活発に活動している年金委

員に対し厚生労働大臣表彰等を

実施しています。 

 

③地域年金事業運営調整会議につ

いては、平成 27年度計画のとお

り、全都道府県において開催し、

合計で 78回（平成 26年度 79 回）

実施しています。委員からは、今

後の地域年金展開事業を促進す

るためのご意見・ご指導をいただ

き、機構からは年金セミナー実施

に向けた協力依頼をするなど、連

携を密にすることができました。

 

④平成 27年度計画のとおり、「ねん

きん月間」及び「年金の日」に合

わせて年金セミナーや年金制度

説明会、出張相談会等を実施して

おり、平成 27 年度は、前年度を

25％上回る 1,193 回実施してい

ます。 

厚生労働大臣賞等の表彰を行っ

ている年金エッセイについては、

平成 26 年度比 123％の 1,424 人

からの応募がありました。 

  

 

○年金制度に対する理解をよ

り深め、制度加入や保険料

納付に結びつけるため、特

に、これからの年金制度を

支える若者への周知に重点

をおきつつ、地域、企業、

教育の場等において、地域

年金展開事業を推進すると

ともに、年金委員や政府広

報の積極的な活用を図った

か。 

 

 

 

 

○公的年金制度に対する理解

を促進するため、年金委員

への研修会を開催し、また、

法改正等を盛り込んだ年金

委員（地域型）活動の手引

きを改定するなど、年金委

員のスキルアップを図って

いる。 

 

○地域の自治体や各都道府県

の関係団体で構成する地域

年金事業運営調整会議を開

催し、地域年金展開事業の

推進に関する意見・指導を

いただきつつ、同会議の構

成団体等に年金セミナー実

施に向けた協力を得て、年

金セミナー等の実施回数、

受講者数を増加（前年度比

133%）させたことは評価で

きる。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

７．お客様サービスの向上   
 

 
評価：Ｂ 

     

①お客様へのお約束 

お客様に対するサービスを向上させ

るための具体的な目標として策定した

「お客様へのお約束１０か条」の実現に

努める。また、その達成状況等について

は、年次報告書（アニュアルレポート）

において、分かりやすく情報提供する。 

 

② ＣＳ（お客様満足）推進の取組 

「サービス推進の手引き」の高齢のお

客様や障害のあるお客様に対する対応

ページの充実を図るとともにＣＳ研修

体系に基づく研修を充実強化し、全職員

に対してＣＳの意識を醸成させる。 

 

③お客様の声の収集 

・各年金事務所に「ご意見箱」を設置し、

お客様の声の収集に努める。 

・ホームページ上に「日本年金機構への

ご意見、ご要望」のコーナーを設け、

お客様の声の収集に努める。 

・ブロックごとに、複数か所の年金事務

所において「年金事務所お客様サービ

スモニター会議」を実施し、年金事務

所をご利用いただいているお客様か

ら直接ご意見等をお聴きし、お客様の

声の収集に努める。 

・現場で受け付けたお客様の声（苦情を

含む）について、現場からブロック本

部及び本部に報告する仕組みを徹底

し、本部で情報を集約する。本部で集

約したお客様の声のうち、制度改正に

関するものは厚生労働省に情報提供

するとともに、サービス改善・業務改

善に関するものは、必要に応じ改善に

つなげる。 

「お客様対応業務システム」を活用

し、お客様の声等の管理・分析を継続

して実施する。また、現場での利便性

を高めるため、平成２８年度以降の二

次開発に向けてさらに検討を行う。 

・年金事務所等に関する「お客様の声に

基づく対応事例」については、引き続

き定期的（四半期毎）にホームページ

に掲載する。また、お客様の声に基づ

き改善を行った事例をホームページ

○各年金事務所のサービスリーダーが、事務所内のサービス実施状況を四半期に

一度チェックして改善に努めました。各ブロック本部においては、平成 27 年

度より年金事務所に対し年間２回の無予告によるサービス状況のチェックを

実施しました。また、年次報告書（アニュアルレポート）に「お客様へのお約

束 10 か条」の達成状況等を掲載しました。 

 

○障害を理由とする差別の解消に関する理解を深めるために、「サービス推進の

手引き」の別冊「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応」を作成し

ました。 

 

○ＣＳ（お客様満足）推進を目的とし、研修対象者に応じた研修プログラムを企

画し、以下のとおり実施しました。 

 

ⅰ.ＣＳ本部研修 

ブロック本部ＣＳ担当者及び年金事務所のサービスリーダーに対し、ＣＳへの

取組、他社事例（障害や老いを疑似体験できる研修など）、認知症サポーター

養成講座（1,502 名の認知症サポーターを養成）、障害のあるお客様に対する対

応方法等の研修を本部主催で実施しました。（平成 27 年５月） 

ⅱ.ＣＳ指導者研修 

外部の講師を活用し、ＣＳ推進者であるＣＳ指導者の育成を目的とした研修を

実施しました。（平成 28年１月） 

ⅲ.ＣＳブロック本部研修 

各ブロック本部管内のサービスリーダーや年金相談担当者を対象に、ＣＳ概念

や障害をお持ちのお客様対応方法等の研修を２か所のブロック本部で実施し

ました。（平成 27 年８月） 

 

○各年金事務所に「ご意見箱」を設置し、お客様の声の収集に努めました。 

 

○ホームページ上に「日本年金機構へのご意見、ご要望」のコーナーを設け、お

客様の声の収集に努めました。 

 

○年金事務所お客様サービスモニター会議の開催 

年金事務所をご利用いただいているお客様から、サービス改善に関するご意

見・ご要望を直接お聞きし、現場主導のサービス改善を図るため全国 18 か所

の年金事務所で実施しました。 

モニターからいただいたご意見については、参加モニターに回答するととも

に、機構全体で共有すべきご意見は、機構 LAN で各拠点に周知し、サービス改

善への参考としました。（平成 27 年 11 月から 12 月） 

 

○本部で集約したお客様の声の中から、制度改正に関するものは厚生労働省に週

１回情報提供し、サービス・業務改善に関するものは改善に取り組みました。 

 

＜機構全体のご意見・ご要望からのサービス・業務改善を実施した具体例＞ 

平成 27 年度改善状況：改善実施 28 件（平成 26年度改善実施 18件） 

（具体例） 

・「社会保険料の口座振替申出書」をホームページに掲載しました。（平成 27

①お客様に対するサービスの向上

を図るため、平成 27 年度計画に

基づき、お客様へのお約束の実施

状況を確認するためのサービス

リーダーによる事務所内チェッ

クを実施し改善に努めるととも

に、各ブロック本部による無予告

のサービス状況のチェックを実

施しています。 

「お客様へのお約束１０か条」の

実現に努め、その達成状況等につ

いて、年次報告書（アニュアルレ

ポート）に掲載しており、平成

27 年度計画を概ね達成していま

す。 

 

②ＣＳ（お客様満足）推進の取組に

ついては、平成 27 年度計画に基

づき、障害を理由とする差別の解

消に関する理解を深めるため、

「サービス推進の手引き」の別冊

「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応」を作成しま

した。 

また、ＣＳ（お客様満足）推進を

目的として本部やブロック本部

において研修を企画し、ＣＳ研修

体系化に基づき、障害や老いを疑

似体験できる研修など職員の意

識を醸成させる取組を実施しま

した。また認知症サポーター養成

講座により 1,502 名の認知症サ

ポーターを養成しました。 

 

③平成 27年度計画に基づき、お客

様のご意見等を収集して業務改

善への反映を図るため、ご意見等

をいただき 28 件についてサービ

ス・業務改善を実施しました。ま

た、直接お客様からご意見をお聞

きする「年金事務所お客様モニタ

ー会議」を全国 18 の年金事務所

で実施し、いただいたご意見を業

務改善の参考としています。 

お客様の声のうち、制度改正に関

するものは厚生労働省に情報提

○ＣＳ（お客様満足）推進の

ため、下記の取組を積極的

に実施したか。 

・研修を充実強化し、職員の

ＣＳの意識の醸成 

・お客様向け文書の改善 

・お客様の声の収集に努め、

その結果をサービス改善・

業務改善につなげたか 

 

 

○お客様に対するサービスの

向上について、「お客様への

お約束 10か条」の実施状況

を確認するため、年金事務

所のサービスリーダーによ

るサービス実施状況の確

認・改善に努め、また、年

２回の無予告のサービス状

況確認を実施した。 

 

○ＣＳ推進の取組としては、

本部研修、指導者研修及び

ブロック本部研修を企画・

実施し、研修を充実強化す

るとともに職員のＣＳ向上

の意識を醸成させている。 

 

○お客様の声の収集にあたっ

ては、各年金事務所に「ご

意見箱」を設置、ホームペ

ージ上に日本年金機構への

ご意見、ご要望コーナーを

設けている。また、年金事

務所お客様サービスモニタ

ー会議の開催により、お客

様の声の収集に取り組むな

ど、サービス改善に取り組

んでいる。 

 

○お客様満足度アンケートを

年度内２回実施し、概ね満

足であるとの結果を得てい

る。引き続きお客様サービ

スの向上に努められたい。 

 

○お客様向け文書モニター会

議や、お客様向け文書審査

チームを定期的に開催する

など、より分かりやすい文

書となるよう作成・改善に

努めている。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

で公表する。 

 

④各種調査の実施 

・お客様へのサービスに対する評価や満

足度を把握するため、「お客様満足度

アンケート調査」等を実施し、その結

果をサービス向上の取組に活用する。 

・なお、覆面調査については、従来の接

遇を中心とした調査内容の他に、職員

の説明スキル等の調査を行い、お客様

サービス向上に活用する。 

 

⑤分かりやすいお客様向け文書の作成 

・一般の方及び文書デザイナーが参画す

る「お客様向け文書モニター会議」を

毎月開催するなど、より分かりやすい

文書となるよう、お客様向け文書の作

成・改善に努める。 

・また、より詳細な情報をお届けするた

め、ホームページの活用を検討する。 

 

⑥開かれた組織運営 

機構の事業内容や業務の実施方法等

について、保険料拠出者やお客様の意見

を反映させ、その改善を図るため、理事

長の諮問機関として運営評議会を開催

するとともに、運営評議会の意見を積極

的に業務運営に反映する。 

年７月） 

・「年金の請求手続きのご案内」の雇用保険関係書類欄に現在雇用保険加入中

の選択肢を記載しました。（平成 28 年３月） 

 

○お客様対応業務システムの利便性を高めるため、検索機能の改善等システム改

修を実施しました。 

 

○年金事務所等に関する「お客様の声に基づく対応事例」は引き続きホームペー

ジに掲載し、情報提供しました。 

 

○全国の年金事務所及び街角の年金相談センターを対象に「お客様満足度アンケ

ート」をこれまでの年１回から平成 27 年７月及び同年 12月から平成 28年１

月にかけての年２回に増やして実施しました。「来訪された際の全体の満足度」

のアンケート結果は、「満足」「ほぼ満足」「普通」「やや不満」「不満」の５段

階で回答いただいており、「満足」「ほぼ満足」の合計が 86.6％（前年度 75.4％）、

一方「やや不満」「不満」の合計が 2.5％（前年度 5.7％）となっており、概ね

満足をいただいている状況です。 

 

[お客様満足度アンケート結果] 

 
満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 

平成 27 年度 56.8％ 29.8％ 10.9％ 1.7％ 0.8％ 

平成 26 年度 36.6％ 38.8％ 18.9％ 3.9％ 1.8％ 

 

調査方法：窓口に来訪されたお客様にアンケートはがきを配布し、郵送にて回収 

調査対象件数：199,823 件 

回答件数  ： 58,264 件（回答率：29.2％） 

 

また、覆面調査については、「障害年金」の請求に関する相談を題材に、職員

の説明スキル等に関する調査を実施しました。 

 

○お客様向け文書モニター会議の開催 

平成 27 年度は 11 回開催し、17種類のお客様向け文書を審査し、より分かりや

すい文書に改善しました。 

 

○お客様向け文書審査チームの開催 

平成 27 年度は 43 回開催し、124 件のお客様向け文書について審査し、より分

かりやすい文書に改善しました。 

 

○分かりやすい文書づくりのための機構職員研修 

お客様向け文書を作成する担当者向けのスキルアップを目的とした研修を、文

書デザイナーを講師に招き、ワークショップ形式で実施しました。（平成 28 年

３月） 

 

○事業主、被保険者及び年金受給者などのご意見を機構の業務に反映させること

を目的として、理事長の諮問機関である運営評議会を４回開催しました。運営

評議会においては、平成 28 年２月 22 日に機構の課題についての提言が取りま

とめられ、これを受け、機構として取り組むべき課題への対応を進めました。 

 

【別表 13：業務改善計画の確実な実行について（提言）】 

供し、平成 27 年度では平成 26 年

度を上回るサービス改善に関す

るもの 28件の業務改善を実施し

ました。また、お客様対応業務シ

ステムの利便性を高めるため検

索機能の改善を行うなどのシス

テム改修を実施し、お客様へのサ

ービス改善に取り組みました。 

 

④各種調査の実施については、平成

27 年度計画に基づき、平成 27 年

７月及び同年12月から平成28年

１月にお客様満足度アンケート

を実施しました。概ね満足いただ

いているところですが、この結果

に甘んずることなく引き続き調

査を実施し、サービス向上の取組

に活用していきます。 

覆面調査については、「障害年金」

の請求に関する相談を題材に、職

員の説明スキル等に関する調査

を実施し、その結果を踏まえさら

なるお客様サービスの向上に努

めていきます。 

 

⑤平成 27年度計画に基づき、外部

のモニターによるお客様向け文

書モニター会議を開催するとと

もに、本部職員による「お客様向

け文書審査チーム」を開催して、

お客様向け文書の改善を図りま

した。 

また、文書デザイナーによる機構

職員研修を実施し、文書作成担当

者のスキルアップも図りました。

 

⑥保険料拠出者やお客様の意見を

反映し、開かれた組織運営とする

ため、運営評議会を開催していま

す。平成 28年２月 22 日に機構の

課題について運営評議会の提言

が取りまとめられ、これを受け、

機構として取り組むべき課題へ

の対応を進めました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

８．ＩＣＴ化の推進   
 

 
評価：Ｂ 

     

お客様の利便性の向上と事務の効率

化を図るため、ＩＣＴ（情報通信技術）

を活用した以下の取組を推進する。 

（１）電子（媒体）申請の推進 

政府が新たに策定した「世界最先端Ｉ

Ｔ国家創造宣言工程表（高度情報通信ネ

ットワーク社会推進戦略本部決定）」に

基づき、電子申請の広報・普及啓発を積

極的に実施し、利用率の向上とともに事

務処理の効率化を図るため、事業主を対

象にＣＳＶファイル方式による届出の

促進を図る。 

また、国民年金適用関係届書の電子媒

体化に協力していただける市区町村の

拡大を引き続き実施し、社会保障・税番

号制度の導入を踏まえ、対象届書の拡大

及び処理結果一覧表の電子媒体化の検

討を行う。 

 

（２）ねんきんネットを活用したお客様

の利便の向上・業務の効率化の取組 

・事務処理のＩＣＴ化（情報通信技術）

を進めるため、ホームページや「ねん

きんネット」を活用して、事業主や被

保険者等が届書を作成するための支

援システムの充実に向けた取組を進

める。 

・パソコンをお持ちでない方向けに、市

区町村でも「ねんきんネット」による

年金記録の交付業務を行っており、

「ねんきんネット」導入市区町村数の

拡大を推進する。 

 

＜業務改善計画＞ 

業務改革①～業務の効率化・合理

化～ 

○年金相談の充実・お客様チャネル

の拡充 

c)既存チャネルの充実 

・ねんきんネットに、再交付申請等

の手続き機能や事業所用の情報

閲覧機能を追加 

 

 

 

（３）社会保障・税番号制度の活用 

社会保障・税番号制度の導入に伴

○電子申請の利用推進に関し、以下のとおり取組を実施しました。 

・電子申請未実施事業所に訪問等により利用勧奨を行いました。特に、大規模

事業所を中心として、重点的に利用勧奨を行いました。 

・電子申請の利用勧奨用リーフレットを作成し、算定基礎届事務説明会や事業

所調査の機会に事業所に配布し利用勧奨を行いました。 

・国民年金関係報告書等の電子媒体化については、電子媒体化等の協力要請を

平成 27 年６月以降実施しました。 

 (利用勧奨結果) 

  勧奨を実施した事業所数（訪問・電話等）・・・63,184 事業所 

   被保険者 1,000 以上の大規模事業所 2,739 事業所に勧奨を行いました。 

 

○電子申請件数の増加が予想されるため電子申請に係る業務改善を行いました。 

 ・事務処理結果（電子通知書）を通知する場合の通知可能件数の拡大を行い

ました。（平成 27 年４月） 

 

○電子（媒体）申請の利用促進を行った結果、21手続きに係る電子申請利用率（電

子媒体を含む）は、平成 26 年度の利用率から+1.1％増加し 60.8％となりまし

た。電子申請利用率では、＋1.9％増加し 8.7％となりました。また、被保険者

1,000 人以上の大規模事業所に勧奨を行い、34事業所が電子申請の利用を開始

しました。 

 

○国民年金関係届書等の電子媒体化を予定していた 699 市区町村について、平成

27 年度は、25 市町村が開始し 412 市区町村となりました。 

 

○平成 29年度に向けて、国民年金関係届書の電子媒体化を拡大すること（６届

書から 15届書）や処理結果一覧表の電子媒体化を行うことを検討しています。 

 

○「ねんきんネット」を活用した作成支援機能に進捗管理用二次元コードを利用

できるよう機能追加し、改善を行いました。(６届書) 

 ・年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) 

 ・年金受給権者住所・支払機関変更届 

 ・年金証書・改定通知書・振込通知書再交付申請書 

 ・源泉徴収票交付(再交付)申請書 

 ・年金加入期間確認請求書 

  ・国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金未支給【年金・保険給付】

請求書・年金受給権者死亡届(報告者) 

 

○平成 27年度の新規ユーザＩＤ取得件数は約 58 万件となり、平成 27年度末時

点の累計ユーザＩＤ取得件数は約 418 万件（平成 26 年度末時点は約 360 万件）

となりました。 

また、平成 27 年度の「ねんきんネット」へのログイン数は約 740 万件（平成

27 年度末時点の累計ログイン数は約 2,496 万件）となりました。 

 

○特別区や政令指定都市等、人口の多い市を中心に 18 市区を訪問の上「ねんき

んネット」の機能やメリットを説明して導入を要請しました。 

平成 27 年度中に 34 市区町村が「ねんきんネット」を導入し、平成 27 年度末

（１）電子（媒体）申請については、

平成 27 年度計画に基づき利用勧

奨を実施し、着実に利用率が増加

しました（1.1％増加）。平成 28

年度以降も積極的な電子申請の

利用促進を実施します。 

 国民年金適用関係届書の電子媒

体化については、対象届書の拡大

等の検討を進め、引き続き協力し

ていただける市区町村の拡大に

取り組みます。 

 

（２）ねんきんネットを活用したお

客様の利便の向上・業務の効率化

の取組として、平成 27年度計画

に基づき、ねんきんネットを活用

した届書作成支援機能に機能追

加する取組を行い、平成 27 年度

の新規ユーザＩＤ取得件数が平

成26年度から16％増加し、約418

万件となりました。 

特別区を始め、市区町村を訪問し

て 18 市区において「ねんきんネ

ット」の導入要請を行いました。

「平成 27年度末の「ねんきんネ

ット」の導入は平成 26年度から

34 市区町村が増加し、累計 1,074

市区町村となりました。 

 

＜業務改善計画＞ 

○お客様チャネルの拡充として、平

成 30 年度から「ねんきんネット」

に「年金振込通知書」や「公的年

金等の源泉徴収票」などの再交

付・再発行申請の手続きが行える

機能や、事業所向けの情報提供サ

ービス機能を追加するための検

討を平成 27 年度から開始してい

ます。 

 

○電子申請の広報・普及啓発

や電子媒体化に協力してい

ただける市区町村の拡大に

取り組み、電子申請の利用

が進んだか。 

 

○ねんきんネットを活用した

お客様の利便の向上・業務

の効率化の取組を進めた

か。 

 

 

○事業主等への広報・普及啓

発を行うなど電子申請の利

用を促進する取組を推進し

たことにより、電子申請利

用率は前年度より向上して

いる。しかしながら、依然

として利用率が低調である

ため、引き続き管内適用事

業所への個別訪問による利

用勧奨など、より一層の取

組が必要である。 

 

○国民年金適用関係届書の電

子媒体化については、協力

市区町村の拡大を図ってい

る。 

 

○ねんきんネットを活用した

お客様の利便の向上・業務

の効率化の取組について

は、ねんきんネットを活用

した届書作成支援機能に機

能追加・改善を実施すると

ともに、市区町村へねんき

んネットの導入要請を行っ

た結果、新たに 34 市区町村

がねんきんネットを導入し

ている。 

 

 

   

   



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 

36 
 

平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

い、情報提供ネットワークを活用した

所得情報、住民票情報などの取得によ

る添付書類の省略や、情報提供等記録

開示システムを通じたお客様への年

金に関する情報の提供に向けて検討

を進める。 

 

の導入市区町村の累計は 1,074 市区町村となりました。 

 

○お客様へのサービス拡充として、年金事務所の機能集約の検討にあわせ、その

効果を活用した分室の設置等、お客様チャネルの拡充の検討に着手しました。 

 

○平成 30年度より、ねんきんネットに、「年金振込通知書」や「公的年金等の源

泉徴収票」などの再交付・再発行申請の手続きが行える機能や、事業所が自ら

事業所情報を閲覧できる事業所向けの情報提供サービス機能を追加する検討

に着手しました。 

 

（次の「９．年金制度改正等への対応（２）社会保障・税番号制度への対応」に

記載） 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

９．年金制度改正等への対応   
 

 
評価：Ｃ 

     

（１）年金制度改正への対応 

平成２７年度以降に施行が予定され

ている年金機能強化法の事項、「被用者

年金制度の一元化等を図るための厚生

年金保険法等の一部を改正する法律（被

用者年金一元化法）」等について、以下

の対応を行う。 

①機構のオペレーションの確立 

年金制度改正に対応するため、関係機

関等と所要の調整を行い、効率的かつ正

確な事務処理方法・システムを構築す

る。 

〔被用者年金一元化〕 

・平成２７年１０月施行に向けて共済組

合等と所要の調整を行い、新しい事務

処理を検討するとともに、システム開

発を行う。 

〔年金機能強化法（短時間労働者適用拡

大）〕 

・平成２８年１０月施行に向けて新しい

事務処理を検討するとともに、システ

ム開発を進める。 

 

②制度改正の周知 

厚生労働省と連携し、制度改正の趣

旨、内容、手続き等についてお客様への

広報を実施する。 

〔被用者年金一元化法〕 

・年金事務所、市町村等の窓口に制度改

正のお知らせ（チラシ）を配備する。

（平成２７年９月～） 

・ホームページに制度改正の概要を掲載

する。（平成２７年１０月～） 

 

③必要な人員の確保 

年金機能強化法及び健全化法の施行

に伴う業務の増加に対応するため、年金

事務所、事務センター及び本部における

事務処理等を円滑かつ着実に実施する

ための体制を整備する。 

 

（２）社会保障・税番号制度への対応 

①個人番号への対応 

社会保障・税番号制度に関し、年金記

録問題再発防止の観点から活用すると

ともに、平成２８年１月から実施する個

〔平成 27年 10 月施行の制度改正への対応〕 

○被用者年金一元化法 

・民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険

料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという被用者年金一元化法の趣旨

に則り、お客様の手続きがスムーズに行えるよう、事前準備を着実に進めま

した。 

・厚生年金と共済年金の統一に伴い、統一後の厚生年金に関する届書等はワン

ストップサービスとして年金事務所、共済組合等のどの窓口でも受付ができ

るよう、共済組合等と協議を行い、事務処理を検討するとともに、機構と共

済組合等間でお互いの年金情報を確認できる仕組みとして共済情報連携シ

ステムの開発を行いました。 

・施行前に、事務処理要領（マニュアル）等を作成し、年金事務所等の担当者

に対して事務説明会を開催しました。 

・平成 27年 10 月から平成 28 年３月までの実施状況は、次のとおりです。 

 

制度改正事項（主なもの） 

件数 

（平成 27年 10月～ 

平成 28 年３月） 

参考 

共済組合等の加入期間が

ある者からの来訪相談件

数 

116,274 件 
来訪相談件数全体の

４％ 

機構から共済組合等に回

付したワンストップ対象

届書の件数 

98,692 件 
年金給付関係の届書

の総受付件数の３％ 

共済組合等から機構に回

付したワンストップ対象

届書の件数 

30,246 件 
年金給付関係の届書

の総受付件数の１％ 

厚生年金と共済組合等の

加入期間を有する者に対

し、機構から年金受給者に

年金請求書（ターンアラウ

ンド）を送付した件数 

送付件数 

52,012 件 

機構から年金受給者

に年金請求書（ター

ンアラウンド）を送

付した総件数の 12％ 

 

〔制度改正の周知〕 

次のとおり周知を実施しました。 

 （一般周知） 

  ・年金事務所、市町村等の窓口に制度改正のお知らせ（チラシ）を配備 

・市区町村の担当者に向けた情報誌に原稿を提供 

  ・機構ホームページに制度改正の概要を掲載 

（個別周知） 

  ・年金振込通知書に、制度改正に伴い平成 28 年２月支払期に端数加算する

旨の周知文を掲載 

  ・国会議員及び地方議会議員に対し在職支給停止に係る制度周知文書を配付 

  ・追加費用削減対象者（旧三公社）に対し「年金額が変更される」旨のお知

らせを送付 

 

（１）年金制度改正への対応 

①被用者年金一元化法及び年金機

能強化法（短時間労働者適用拡

大）に係る機構のオペレーション

の確立については、平成 27 年度

計画に基づき、システム開発や事

務処理要領の作成など、所要の準

備を図りました。 

 

②平成 27年度計画に基づき制度改

正の周知を図りました。 

被用者年金一元化法については、

年金事務所、市町村等の窓口にチ

ラシを配備し、市区町村担当者向

けの情報誌への原稿の提供など

を実施しました。 

年金機能強化法（短時間労働者適

用拡大）については、事業主向け

納入告知書へのチラシの同封等

を実施しました。 

 

③平成 27年度計画のとおり、事務

処理を円滑かつ着実に実施する

体制を整備し、必要な人員を確保

しています。 

 

（２）社会保障・税番号制度への対

応 

①不正アクセスによる情報流出事

案により「個人情報の保護に関す

る法律及び行政手続における特

定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部を

改正する法律（平成 27年法律第

65 号。以下「改正番号法」とい

う。）」が平成 27年９月に公布さ

れ、機構における個人番号の利用

開始時期は延期となっています。

そのため、業務改善計画等に基づ

き情報セキュリティ対策等を実

施し、個人番号に対応できるよう

行っていきます。 

 

②法人番号への対応としては、平成

27 年度計画に基づき、事業所情

報と法人番号の紐付けを、法人で

 

○平成 27年 10 月に施行され

た被用者年金一元化法につ

いて、円滑かつ着実に実施

したか。 

 

○平成 28年度以降に予定さ

れている年金機能強化法

（短時間労働者適用拡大）

等の施行に向けて、必要な

対応を行ったか。 

 

○社会保障・税番号制度につ

いて、個人番号の利用開始

に向けて、必要な対応を行

ったか。また、法人等番号

について、事業所情報と法

人番号の紐付けを行った

か。 

 

 

 

○被用者年金一元化法に係る

対応については、お客様の

手続がスムーズに行えるよ

う共済組合等と協議を行

い、事務処理を検討すると

ともに、共済情報連携シス

テムの開発、年金事務所等

担当者への事務処理要領等

の事前説明会開催や周知

（一般及び個別）を実施し、

これまでのところ比較的円

滑に施行している。 

 

○年金機能強化法に係る対応

については、事業主への制

度改正の説明の実施や、法

人適用事業所の会社法人等

番号の収録作業等、円滑な

施行作業が進んでいる。 

 

○社会保障・税番号制度への

対応について、不正アクセ

スによる情報流出事案の影

響もあり、個人番号へのシ

ステム対応が後ろ倒しとな

っている中で、強くスケジ

ュール管理が求められてい

ることを踏まえ、態勢の強

化を図り、円滑な施行準備

を進められたい。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

人番号に基づく年金相談について、円滑

かつ着実に実施する。また、平成２９年

１月からの個人番号による届書の受付

及び平成２９年７月からの情報提供ネ

ットワークシステムを活用した所得情

報、住民票情報などの取得による添付書

類の省略、情報連携で取得した情報によ

る業務の効率化の実現に向けた事務処

理方法の検討を行う。 

また、制度導入時に住民票コードを基

に個人番号と基礎年金番号を円滑に紐

付けることができるよう、現況届等を活

用した住民票コードの申出勧奨のほか、

平成２７年４月以降、住民票コード未収

録者を対象として住民票住所を申し出

ていただき、ご本人の住民票コードを確

認するための勧奨通知の送付など、住民

票コードの収録率向上のための取組を

実施する。 

 

②法人番号への対応 

法人番号に関しては、厚生年金への適

用促進業務において、適用調査対象事業

所の把握をより効率的かつ正確に実施

できるように活用するとともに、平成２

８年１０月からの短時間労働者への適

用拡大などの業務においても活用する

ことを検討する。 

平成２７年度においては、短時間労働

者への適用拡大に向けて商業登記法に

基づく会社法人等番号を算定基礎届書

等により情報収集を行い、社会保険オン

ラインシステムへ収録し、平成２８年１

月以降、会社法人等番号から法人番号へ

切り替えを実施する。 

 

 

〔平成 28年４月施行の制度改正への対応〕 

○政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法

律（平成 26 年法律第 64号。以下「事業運営改善法」という。） 

 

ⅰ特定事由に係る申出等の制度 

・「特定保険料納付申出等に係る承認基準専門委員会」でのご意見等及び制度

の趣旨を踏まえ、施行後の事務がスムーズに行えるよう事前準備を行いまし

た。 

・平成 28年４月施行に向けてシステム開発を進めました。 

・施行前に事務処理要領（マニュアル）を作成し、改正後の事務処理がスム

ーズに行えるよう、事前準備を着実に進めました。 

ⅱ特定付加保険料制度 

・平成 28年４月施行に向けてシステム開発を進めました。 

・施行前に事務処理要領（マニュアル）を作成し、改正後の事務処理がスム

ーズに行えるよう、事前準備を着実に進めました。 

 

〔制度改正の周知〕 

次のとおり周知を実施しました。 

ⅰ特定事由に係る申出等の制度 

（一般周知） 

・市区町村の担当者に向けた情報誌に原稿を提供 

・機構ホームページに制度改正の概要を掲載 

（個別周知） 

・制度の対象となる者について、平成 28年４月に制度のお知らせを送付 

ⅱ特定付加保険料制度 

（一般周知） 

・市区町村の担当者に向けた情報誌に原稿を提供 

・機構ホームページに制度改正の概要を掲載 

（個別周知） 

・制度の対象となる者について、平成 28年２月に制度のお知らせを送付 

 

〔平成 28年 10 月施行の制度改正への対応〕 

○年金機能強化法（短時間労働者適用拡大） 

〔機構のオペレーションの確立〕 

特定適用事業所（※）を判定するため、事業主に対して制度改正の説明を

するとともに、平成 27年の定時決定以降に法人適用事業所の会社法人等

番号の収録作業を進めました。 

※短時間労働者の適用拡大の対象となる法人単位（会社法人等番号が同

一）で被保険者が常時 500 人を超える事業所 

収録した会社法人等番号から法人番号への切替えを行いました。 

  ・平成 28年 10 月施行に向けてシステム開発を進めました。 

・平成 28年１月から２月に事務処理概要を作成し、事務センター長及び年

金事務所長等に対して事務説明会を開催しました。 

 

〔制度改正の周知〕 

  ・事業主向け納入告知書に、制度改正のおしらせ（チラシ）を同封 

 

 

ある厚生年金保険適用事業所の

約 94％の 174 万事業所について

行っています。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

○年金機能強化法及び健全化法の施行に伴う業務の増加については、「日本年金

機構の当面の業務運営に関する基本計画（平成 20 年７月 29 日閣議決定。以下

「基本計画」という。）」策定時に想定されていなかった新たな業務ですが、業

務が円滑かつ適切に遂行されるよう、必要な人員を確保しました。 

 

   

○個人番号に基づく年金相談については、その実施に向けて、システム開発や事

務処理方法の整理を行いました。 

 

○個人番号による届書の受付及び情報提供ネットワークシステムを活用した事

務処理方法に関して、届書の様式レイアウトや情報連携により取得したデータ

のシステム処理における利用方法などの検討を行いました。 

具体的には、情報提供ネットワークシステムを通じた所得情報、住民票情報な

どの取得による添付書類の省略や届出そのものの省略の実施に向けて、関係省

庁（内閣官房、総務省、厚生労働省）等と調整を行った上で、情報連携対象と

なる手続の選定、取得する情報項目の決定、事務処理フローの策定を行い、調

達に向けた仕様書（業務・システム要件）の整理を行いました。 

 

○また、制度導入時に円滑な紐付けが実施できるよう、住民票コード収録率向 

上のための取組を行いました。具体的には、住民票コード未収録者のうちねん

きん定期便等が未送達等となっている者を除いた 221 万件に対して、ターンア

ラウンド方式による「住民票住所申出書」を平成 27 年４から５月に送付しま

した。いただいた回答を基に住民票コードを特定し、基礎年金番号に住民票コ

ードの収録を 69万件行いました。 

 

○なお、改正番号法が平成 27 年９月に公布され、個人番号の利用開始時期が延

期となったため、今後のスケジュール等について検討を行いました。併せて、

情報セキュリティ対策を点検し、個人番号の利用開始時には、番号制度の運用

について適正に対応できるよう準備を進めました。 

 

○利用者の利便性の確保等の観点から、情報提供等記録開示システム（マイナポ

ータル）を通じたお客様への年金に関する情報提供のあり方等について検討し

ました。具体的には、マイナポータルとねんきんネットの ID 連携によるシン

グルサインオン（※７）の実現に向けて、検討を進めました。 

 

≪用語解説≫ 

（※７）シングルサインオン・・・一度のログインにより複数のサービスを利用

可能とする機能 

 

   

○厚生年金保険適用事業所情報と法人登記簿情報の突き合わせにより会社法人

等番号の把握を行い、算定基礎届提出に併せて事業主に会社法人等番号を確認

していただきました。会社法人等番号を法人番号に切り替え、平成 27 年度は

法人番号未把握事業所への文書での届出勧奨を行っています。 

これらの取組により、事業所情報と法人番号の紐付けについては、平成 27 年

度末までに、法人である厚生年金保険適用事業所 186 万事業所のうち、174 万

事業所について紐付けしました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 
 

 
   

１．効率的な業務運営体制   
 

 
評価：Ｂ 

 

①業務の合理化・効率化・標準化 

ア 常に業務手順の点検等を行い、マニ

ュアル（業務処理要領）の充実・精緻

化、その周知の徹底及び組織的な点検

強化等によって、業務の合理化・効率

化を図るとともに、業務の標準化を進

める。 

 

イ 平成２９年１月から社会保険オン

ラインシステム刷新（フェーズ１）が

順次稼働することに伴い、電子決裁・

経過管理業務に係るマニュアル作成

等の準備を行いつつ、体制整備を進め

る。 

 

ウ 年金事務所及び事務センターで対

応している市区町村からの電話照会

対応業務について、平成２８年１月を

目途に外部委託化を実施する。 

 

②業務改善の推進 

ア お客様や年金事務所等第一線の職

員からの業務改善要望や提案、現場に

おける創意工夫などの収集を行い、こ

れらを踏まえ、システムを含む業務改

善に取り組む。 

 

イ 業務の効率化・改善について、業務

改善工程表及びシステム再構築工程

表に基づく各種取組を適切に進捗管

理し、着実に実施する。 

 

③事務センターにおける業務の標準

化・効率化 

ア 都道府県事務センターにおいて集

約実施している業務処理について、業

務の正確性の向上や効率化の推進を

図るとともに、年金事務所との役割分

担を踏まえつつ、標準化と効率化を進

める。 

 

イ 都道府県事務センターの広域集約

化を計画的に実施していくため、順

次、対象となる拠点の事務処理の標準

 

○職員や現場によって業務処理が異なることがないよう、全国統一的な業務標準

化を図るため、随時、業務処理マニュアルを改正しました。 

＜改正内容＞ 

・平成 27年度にマニュアルに反映させた指示依頼件数 51 件 

・平成 27年度にマニュアルに反映させた疑義照会件数 19 件 

 

○業務処理マニュアルの徹底と事務処理誤りの再発防止を図ることを目的とし

て、ブロック本部のマニュアルインストラクター（40 名）を対象とした研修

を実施しました。 

 

○平成 29年１月から社会保険オンラインシステム刷新（フェーズ１）の稼働に

向け、電子決裁・経過管理業務の業務処理マニュアル（案）を策定し、平成 28

年２月に各拠点職員への説明会を実施し、意見・要望を取りまとめました。 

また、平成 29 年１月までに各拠点に対し、新たにスキャナやディスプレイな

どの機器を導入する予定としており、これに係る調達手続、機器導入に伴う各

拠点のレイアウト変更に向けた準備を行いました。 

 

○年金事務所及び事務センターで対応している市区町村からの電話照会につい

ては、平成 28 年１月に外部委託によるコールセンターを設置し、対応を開始

しました。（応答率 94.2％） 

 

○業務改善の具体的な提案を募集する「職員提案制度」を活用して、職員から投

稿された全ての提案について個別に評価を行い、その結果をフィード・バック

しました。なお、平成 27 年度においては、投稿件数 125 件を評価し、18 件の

提案に基づき、届書様式、業務処理マニュアルなどの見直し等を順次行うこと

としています。 

 

○業務の効率化・改善については、業務改善工程表及びシステム再構築工程表に

基づいて、業務の合理化・効率化を図るため取組を進めました。業務改善工程

表の項目 40 件の中で平成 27 年度中に完了予定 14 件のうち、９件完了しまし

た。残りについてはシステム改修など改善項目の完了に向けて取り組み中で

す。 

（主な完了取組） 

・電子（媒体）申請に係る業務プロセスの見直し 

  事務処理結果（電子通知書）の１日当たりの通知可能件数の拡大を行い 

ました。（最大 9,288 件から最大 84,888 件） 

 ・納付書作成業務の効率化 

  「短期未納者等に対する納付書作成」について、機構本部において事務処理

計画書で登録することにより一括作成を可能としました。 

 

○事務センターにおける業務の標準化と一層の効率化を図るための基本方針と

して、平成 26 年７月にとりまとめた「事務センター業務の標準化（最終版）」

に基づき、以下の取組を実施しました。 

・平成 27年 10 月より事務センターの業務の一部を年金事務所で行う業務処理

 

①業務の合理化・効率化・標準化に

ついては、指示依頼 51件、疑義

照会 19 件をマニュアルに反映さ

せ充実・精緻化を進めており、ま

た、ブロック本部のマニュアルイ

ンストラクターの研修を実施す

るなどの取組を実施しました。さ

らに、業務改善計画の取組により

マニュアルの一元化による内容

の充実・精緻化にも取り組みま

す。 

 

社会保険オンラインシステム刷

新（フェーズ１）の稼働に向けた

電子決裁・経過管理の業務処理マ

ニュアルについての意見・要望を

取りまとめ、その意見・要望を踏

まえて業務処理マニュアルの整

理を行い、平成 28 年 11 月に各拠

点に配布予定であり、平成 27 年

度計画を概ね達成しています。 

各拠点への機器導入や、それに

伴うレイアウト変更について

は、平成 28年秋を目途に順次実

施していきます。 

 

市区町村からの電話照会対応業

務について、平成 27 年度計画の

とおり、平成 28年１月から外部

委託を開始しており、90％以上の

応答率を達成しています。 

 

②お客様や年金事務所職員からの

業務改善要望・提案などを収集

し、業務の見直しを順次実施する

など、平成 27 年度計画に基づき

取り組んでいます。 

 

業務の効率化・改善については、

各種取組について業務改善工程

表をもとに平成 27 年度中に完了

を予定していた５件及び平成 28

年度以降の改善項目についても、

早期に完了するよう取り組みま

 

○業務の合理化・効率化を推

進するため、以下の取組を

進めたか。 

・業務改善工程表及びシステ

ム再構築工程表に基づく各

種取組の着実な実施及び適

切な進捗管理 

・年金事務所及び事務センタ

ーで対応している市区町村

からの電話照会対応業務の

外部委託化 

 

○業務の標準化を推進するた

め、以下の取組を進めたか。

・マニュアルの充実・精緻化

及び職員への周知徹底等 

・事務センターにおける業務

の標準化 

 

 

＜業務改善計画＞ 

○業務の効率化・合理化の観

点から、本部への機能集約、

事務センターへの業務集約

及び年金事務所の機能集約

など、お客様対応に注力で

きる体制を構築する取組を

行ったか。 

また、業務の改廃、事務セ

ンター・年金事務所の事務

の簡素化及びシステム化、

業務量調査などの準備を進

めたか。 

 

 

○業務の合理化・効率化の推

進 

・業務改善の具体的な提案を

募集する職員提案制度を活

用して、提案に基づく業務

の見直しを実施し、また、

業務改善工程表及びシステ

ム再構築工程表に基づき、

業務の合理化・効率化の取

組を進めているが、取組中

の項目についても順次実施

されたい。 

・市区町村からの電話照会対

応業務について、外部に委

託している。 

 

○業務の標準化 

・指示依頼及び疑義照会をマ

ニュアルに反映させ、統一

的な業務標準化を図るとと

もに、マニュアルインスト

ラクターへの研修を実施し

業務処理マニュアルの徹底

や事務処理誤りの再発防止

を図っている。また、社会

保険オンラインシステム刷

新（フェーズ１）の稼働に

向けた業務処理マニュアル

策定のための取組を進めて

いる。 

・事務センターの業務の一部

を年金事務所で行う業務処

理の弾力的な運用を原則廃

止し、事務センターの業務

の標準化を図っている。 

 

 

＜業務改善計画＞ 

○本部への機能集約として、

平成 28 年４月に全国９か

所のブロック本部を本部に

統合し、人事・労務関係業

務の本部への統合を行っ

た。今後も業務改善計画に
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

化及び事務処理体制の整備等を進め

る。 

 

④本部・ブロック本部の連携強化 

本部はブロック本部との情報共有及

びコミュニケーションを活性化させる。

また、ブロック本部は現場の実情を把握

した上で、本部へ問題提起等を行うとと

もに、本部からの指示を現場に徹底・浸

透させるべく、年金事務所、事務センタ

ーに対し適時適切な指導・支援を行う。 

 

⑤年金事務所の適正配置 

年金事務所については、地域等のニー

ズを踏まえつつ、全体予算の状況も考慮

の上、効率的かつ効果的な再配置の実施

を検討する。 

 

＜業務改善計画＞ 

業務改革①～業務の効率化・合理

化～ 

業務効率化・合理化（人員配置の適

正化）と、現場実態を踏まえたル

ール設定・遵守の仕組みの確立に

より、お客様対応に注力できる体

制を構築する。 

○業務の集約化 

a)本部への機能集約 

・全国に設置している９ブロック本

部を本部に集約（本部・現場への

人員の再配分） 

b)事務センターへの業務集約 

・本部の現業業務及び各 40 事務セ

ンターの業務の集約の促進（障害

年金、記録審査の集約に着手） 

c)年金事務所の機能集約 

・都市部に点在する年金事務所の徴

収・適用対策を強化するため、主

要な年金事務所に機能を集約 

 

 

＜業務改善計画＞ 

○業務の改廃・外部委託化・システ

ム化 

a)業務の改廃 

・業務削減会議（仮称）を設置し、

業務の効率化を推進（発送物の統

廃合等） 

・新規業務開始時における既存業務

のスクラップアンドビルドの徹

 

の弾力的な運用を原則廃止しました。 

・届書等の処理業務について、年金事務所から事務センターへの一層の集約化

を図るため、届書等の直接郵送を促進させるよう、事業所、社会保険労務士

及び市区町村に対する直接郵送の協力依頼等の取組を行いました。 

＜事務センターへの直接郵送率全国平均＞（電子申請を含む） 

 健康保険・厚生年金関係届書  61.3％（対前年度比＋12.9％） 

 国民年金関係届書       72.1％（対前年度比＋ 6.3％） 

 

○各都道府県に設置されている事務センターについて、事務処理の標準化及び効

率化を図るため、都道府県域を越えた広域集約化を次のとおり実施し、全国 44

拠点から 39 拠点に集約しました。 

＜平成 27年 10 月＞ 

 ・岡山広域事務センターに島根事務センターを集約 

 ・福岡広域事務センターに長崎事務センターを集約 

 ・大阪事務センターと奈良事務センターを集約し、大阪広域事務センターを設

置 

＜平成 27年 11 月＞ 

 ・宮城事務センターと山形事務センターを集約し、仙台広域事務センターを設

置 

＜平成 28年１月＞ 

 ・石川事務センターと富山事務センターを集約し、金沢広域事務センターを設

置 

 

○業務改善計画を踏まえ、広域集約化を促進し、平成 28 年度中に 29 拠点、平成

29 年度中に 20拠点、平成 30 年度中に 8拠点に集約します。 

【別表 14：事務センターの広域集約化について】 

 

○組織の一体化、意思決定・情報共有ルートの短縮、人員集約及び効率化を目的

として、平成 28年４月に、全国９か所のブロック本部を本部に統合しました。

統合に当たっては、業務運営に支障をきたさないよう、段階的に業務を集約す

ることとし、平成 28 年４月には人事・労務関係業務を集約しました。 

 ※平成 28 年４月異動において、拠点から本部へ異動した者は 190 名 

 

○年金事務所の機能集約の一環として、法人向け業務（厚生年金の適用・徴収業

務）の集約に関する実施計画を策定しました。平成 28 年度中にまずは試行的

に４か所の年金事務所（新宿、大曽根、大手前、広島東）で先行集約を行うこ

ととし、該当拠点に通知しました。 

 

 

＜業務改善計画＞ 

○業務の集約化 

※Ⅲ１（１）で記載 

 

○「業務削減会議」の設置及び運営について必要な事項を定めた「業務削減会議

設置規程」を制定の上、業務削減会議を円滑に開始するための準備を進めまし

た。 

 

○本部現業部門、年金事務所及び事務センターの業務処理における役割につい

て、より効率化・簡素化・システム化を図るための検討に着手しました。 

す。 

 

③事務センターにおける業務の標

準化・効率化については、年金事

務所との役割を整理し、事務セン

ターへの届書等の直接郵送の促

進など計画どおり実施していま

す。 

 

 都道府県事務センターの広域集

約化については、計画的に推進し

ています。 

平成 28 年度以降も業務改善計画

を踏まえて、集約化（平成 30 年

度中に８拠点に集約）を図ってい

きます。 

 

④組織一体化のため、ブロック本部

の人事・労務関係業務を本部に統

合しましたが、特に大きな混乱も

なく統合が完了しました。 

今後、平成 28年 10 月に経理関係

業務、平成 29 年４月に現場管

理・支援関係業務を集約し完全統

合します。 

 

⑤年金事務所の機能集約について

は、モデル実施における効果や問

題点を見定めた上で、実施計画に

沿って着実に進めます。 

 

＜業務改善計画＞ 

○業務の集約化 

a）平成 27年度において、業務の効

率化の推進のため、「業務削減会

議」の設置に係る必要な諸準備を

進めたところであり、平成 28 年

度より「業務削減会議」を運営し、

機構業務全体の効率化を進めて

いきます。 

 

b) 事務センター・年金事務所の事

務の簡素化及びシステム化につ

いて、平成 27 年度において、各

業務処理における役割の検討に

着手しました。平成 28 年度以降、

届書の本部進達事務の簡素化、事

務処理の電子審査・決裁、徴収事

蹟管理のデータ化を進めていく

沿って経理関係業務、さら

に現場管理・支援関係業務

の統合を実施するととも

に、年金事務所の適正配置

については、試行的に実施

する法人向け業務集約の効

果・問題点を見定めて、着

実に進められたい。 

 

○事務センターにおける業務

の集約化については、事務

センターへの届書等の直接

送付の促進などを実施する

とともに、事務センターの

広域集約化を進め、全国 44

拠点から 39 拠点に集約し

ている。引き続き、業務改

善計画を踏まえて集約化を

図られたい。 

 

○平成 28年度からの業務削

減会議の設置に係る必要な

諸準備を進めたところであ

り、同会議における審議も

踏まえつつ、業務全体の効

率化を図られたい。 

 

○事務センター・年金事務所

の事務について、より効率

化、簡素化、システム化を

図るための検討に着手して

いる。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

底 

 

b)事務センター・年金事務所の事務

の簡素化及びシステム化 

・年金給付の請求書等の事務処理工

程の簡素化 

・各種届書の事務処理（受付～決定）

のシステム化（電子審査・決裁）

や、徴収事蹟管理のシステム化 

 

○人員配置の適正化 

a)業務量調査の実施 

・各拠点の職種（正規・非正規・派

遣）に応じた業務内容を明確化

し、職種毎の業務量調査を実施 

b)適正人員の配置 

・効率化・合理化策の人員効果と業

務量調査の結果を踏まえ、各拠点

に正規・非正規職員を適正配置 

・将来にわたって、機構の基本計画

に沿った人員計画が立てられる

よう継続的な適正人員の配置を

検討 

 
 

【検討例】 

①現在、事務センター経由で実施している年金給付の各種変更届の本部進達事

務の簡素化（平成 28年 10 月から） 

②事務センターにおける各種届書の事務処理（受付～決定）を画像化・データ

化し、電子審査・決裁を実施（平成 29 年１月から段階的に実施） 

③年金事務所における厚生年金保険の徴収業務の事蹟管理をデータ化（平成 30

年１月から） 

 

○年金事務所及び事務センターに適正な人員配置を行うため、事務センターの業

務実態の調査方法を決定し着手しました。年金事務所の業務等調査手法につい

ても検討を進めました。 

 

○ブロック本部の統合に伴う本部の人員の効率化についても、検討を行っていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほか、より効果的・合理的な方策

で推進します。 

 

○業務実態調査の調査結果やブロ

ック本部の完全統合を踏まえ、機

構全体の人員配置の適正化を図

ります。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

２．運営経費の抑制等   
 

 
評価：Ｂ 

     

①人員体制及び人件費 

機構の人件費について、社会保障・税

一体改革の一環として実施される年金

制度改正の施行事務、厚生年金基金制度

改正による特例解散に伴う徴収業務及

び年金保険料の徴収体制強化等のため

の特別対策など、基本計画策定時には想

定されていなかった新たな状況への的

確な対応及び年金記録問題対応に必要

な人員に係る経費を確保しつつ、国家公

務員の給与水準の動向や社会一般の情

勢も踏まえ、不断の合理化・効率化を進

める。 

 

②一般管理費及び業務経費 

一般管理費（人件費を除く。）及び業

務経費について、執行状況を分析しコス

トの可視化を進めるとともに、コスト意

識の徹底に努め、一層効率的な予算執行

を進める。 

○機構の人員体制については、基本計画に基づき、システム改善による業務の効

率化等により定員を削減する一方、基本計画策定時には想定されていなかった

新たな取組及び年金記録問題への対応のため、必要な人員や体制を確保し、適

切に対応しました。 

また、平成 26 年及び平成 27 年人事院勧告により、国家公務員の一般職の給与

に関する法律の一部改正が行われたこと等に伴い、基本給の改正等を行いまし

た。 

  

日本年金機構の定員推移 
 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

正規職員・准
職員 

15,973 人 15,910 人 15,796 人 13,890 人 13,112 人 

特定業務契
約職員・アシ
スタント契
約職員 

12,179 人 10,301 人 9,871 人 9,173 人 8,862 人 

合  計 28,152 人 26,211 人 25,667 人 23,063 人 21,974 人 

 

（改正内容） 

 平成26年及び平成27年人事院勧告に基づき改定を行った国家公務員の給与水

準を踏まえた改正 

 

  ＜平成 27 年６月実施＞ 

実施項目 実施内容 

基本給水準の引下げ 
▲平均２％（管理職群の高位号俸を中

心に最大▲４％） 

地域調整手当の見直し 支給地域、支給割合の見直し 

単身赴任手当の見直し 
距離区分の追加、基礎額及び加算額の

引上げ 

若年層の給与水準の是正 一般職群の昇給単価の引上げ 

50 歳台後半層の給与水準の上昇抑制 55 歳を超える職員の昇給抑制 

 

 

 ＜平成 28 年 3月実施＞ 

実施項目 実施内容 

基本給月額の引上げ 平均 0.4％ 

役員報酬の引上げ 1,000 円 

勤勉手当の支給月数の引上げ （職員）0.1 月、（役員）0.05 月 

地域調整手当の見直し 支給割合の見直し 
 

①機構の人員体制について、基本計

画に基づき、システム改善による

業務の効率化等により定員を削

減し、効率化を図りました。 

また、人件費については、人事

院勧告に基づき、国家公務員の

給与水準の動向を踏まえた給与

改定等を適切に実施していま

す。 

 

②中期目標期間における削減目標

については、一般管理費及び業務

経費それぞれ削減目標を達成し、

平成 27 年度計画を達成していま

す。また、削減目標の実現に向け

た取組みは、左記のとおり行いま

した。 

 

 

○人件費について、国家公務

員の給与水準の動向等を踏

まえ、不断の合理化・効率

化を進めたか。 

 

○一般管理費及び業務経費に

ついて、執行状況を分析し

コストの可視化を行い、コ

スト意識の徹底に努め、一

層効率的な予算執行を進め

たか。 

 

【数値目標】 

・一般管理費（人件費、介護

保険料徴収等に係る義務的

な経費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）：平

成 27 年度において、平成

25 年度比で６％程度に相

当する額（消費税増分を除

く。）の削減 

 （中期計画における目標は、

最後の事業年度（平成 30

年度）において、平成 25

年度比で 15％程度の削

減） 

・業務経費（年金記録問題対

策経費、受給者に送付する

源泉徴収票送付等に係る義

務的な経費及び特殊要因に

より増減する経費を除

く。）：平成 27 年度におい

て、平成 25 年度比で２％

程度に相当する額の削減 

（中期計画における目標

は、最後の事業年度にお

いて、平成 25 年度比で

５％程度の削減） 

○人件費については、平成 26

年及び平成 27 年人事院勧

告に準拠し、給与改定等を

適切に実施している。 

 

○人員体制については、基本

計画に基づき、システム改

善による業務の効率化等に

より定員削減を行う一方

で、基本計画策定時には想

定されていなかった制度改

正の施行事務など新たな取

組に必要な人員や体制を確

保している。 

 

○平成 27年度の一般管理費

及び業務経費の執行にあた

っては、複数年契約の実施

や事務処理機器の本部での

一括調達、借上げ施設の借

料の引下げや入札を実施

し、コスト削減の取組を行

っている。 

 

○一般管理費及び業務経費に

ついては、中期目標期間に

おける削減目標のうち、平

成 27 年度の数値目標をそ

れぞれ達成した。 

 

 

＜中期目標期間における削減目標＞  

○削減目標の実現に向けて順調に執行の効率化を進めた結果、一般管理費（人件

費、介護保険料徴収等に係る義務的な経費及び特殊要因により増減する経費を

除く）においては、平成 27 年度において、平成 25 年度比で６％程度に相当

する額（消費税増分を除く）以上の削減を行い、また、業務経費（年金記録問

題対策経費、受給者に送付する源泉徴収票送付等に係る義務的な経費及び特殊

要因により増減する経費を除く）においては、平成 27 年度において、平成 25 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

年度比で２％程度に相当する額以上の削減を行い、それぞれ削減目標を達成し

ました。 

  

平成 25 年度実績 平成 27 年度予算       

・一般管理費      129.8 億円    109.5 億円   

＜30’までに 15％削減＞          (▲15.7％)   

 

           平成 25 年度実績 平成 27 年度予算    

・業務経費       967.5 億円    920.8 億円   

＜30’までに ５％削減＞          (▲4.8％)    

 

※（）は平成 25 年度比の削減割合  

※一般管理費は「人件費、介護保険料徴収等に係る義務的な経費及び特殊要因

により増減する経費」を除く  

※業務経費は「年金記録問題対策経費、受給者に送付する源泉徴収票送付等に

係る義務的な経費及び特殊要因により増減する経費」を除く 

 

＜削減目標の実現に向けた取組＞（効率的な予算執行） 

○効率的な予算執行を進めるため、平成 26 年度と同様、複数年契約の実施、事

務処理機器の本部での一括調達、借上げ施設の借料の引下げや入札によるコス

トの削減といった取組を行いました。 

 

○職員にコスト意識を持たせる取組として、年金事務所毎の光熱水費等の使用

量、使用料金及びコピー機の月別使用枚数、支払額を機構ＬＡＮで共有し閲覧

できるコスト可視化の取組を実施するとともに、研修などの場においても、コ

スト意識の必要性について周知を図りました。 

 

○一般管理費（人件費を除く）の執行額は、複数年契約の実施等による効率的な

予算執行を行ったため、予算額（147.5 億円）を 1.4 億円（0.9％）下回りま

した。 

 

○業務経費の執行額は、複数年契約の実施、事務処理機器の本部での一括調達、

借上げ施設の契約更新時の借料の引下げ等による効率的な予算執行を行った

ため、予算額（1,585.1 億円）を 188.0 億円（11.9％）下回りました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

３．外部委託の推進   
 

 
評価：Ｂ 

     

業務の外部委託を推進するとともに、

外部委託にあたっては、以下により委託

した業務の品質の維持・向上を図る。 

①委託業者の適切な選定 

業務の性格に応じ、総合評価落札方式

や企画競争を活用するとともに、提案依

頼書の作成・提示や標準チェックリスト

に基づく事前審査を行い、委託業者を適

切に選定する。また、内部監査による事

後チェック等を通じて委託契約の適正

化を図る。 

 

②委託業務の管理・監視 

委託業者とサービス品質に関する合

意（ＳＬＡ）を締結するとともに、契約

違反等の不適切な処理の防止の観点も

踏まえ、委託業者からの定期的な報告や

必要に応じた立入検査の実施等により

的確にモニタリングを実施し、委託業者

の業務内容を適正に管理・監視する。 

また、業務の性格に応じ、業務実績・効

果の向上につながるインセンティブが

働くよう、求めるＳＬＡを上回る委託業

者と優先的に次期契約に向けた交渉を

行う「ＳＬＡを活用した契約更新制度」

等を積極的に活用する。 

 

③複数年契約の活用 

効率化を図ることができる場合には、

積極的に複数年契約を活用する。 

 

＜業務改善計画＞ 

業務改革①～業務の効率化・合理化

～ 

○業務の改廃・外部委託化・システム

化 

・本部の非現業業務の外部委託化 

本部の非現業業務のうち、給与事務

や契約後支払事務などの定型的業

務を外部委託化 

 
 

○基本計画に基づき、業務の外部委託を推進し、平成 27 年度においては、新た

に「国民年金の市区町村照会専用電話対応に関する業務」を外部委託しました。 

 

○業務を外部委託する契約方式については、基本的には一般競争入札（最低価格）

で行いますが、業務の性格上、品質を確保する必要があるものは総合評価落

札方式（※９）で行い、他の事業者で対応できない等、やむを得ない場合は

随意契約方式としています。委託業者の選定に当たっては、外部委託実施要

領等に定めた手順により委託業務を主管する各事業担当部等が作成した提案

依頼書（委託業務仕様書）や、入札希望事業者が入札実施前までに提出する

運用仕様書を各チェックリストに基づいて厳正に事前審査を行いました。 

 

○委託業者の適正な選定のため、事務センターにおける入力業務・共同処理委託

については、平成 26 年度に委託事業者の契約解除が発生したことを踏まえ、

平成 27 年度以降の入札方式については、除算式による総合評価落札方式から、

技術点を重視した加算式に変更しました。また、従来から個人情報が目に触れ

る業務については再委託を禁止していますが、平成 27 年度においては、委託

業者管理強化の観点から、受託事業に従事する作業員は、原則として派遣職員

によらず、受託事業者が直接雇用することとし、やむを得ず繁忙期等に派遣職

員を充てる場合は、事前承認の上、作業員の所属が分かる名簿を提出させるこ

とを義務付けました。さらに、当該委託事業に従事するすべての作業員につい

て、作業員が受託事業者に提出する守秘義務誓約書の写しを機構に提出させる

ことを義務付けました。 

 

○平成 27年度の外部委託業務の委託業務件数（※10）は 120 件で、契約件数（※

11）は 345 件でした。 

 

○内部監査による事後チェック 
予算要求から支払までの会計業務のうち、主として調達、支払プロセスについ
て、本部 23 部室及び全ブロック本部に対し実施しました。 

 （Ⅲの１の（３）適正な監査の実施に同内容を記載） 

 

≪用語解説≫ 

（※９）「総合評価落札方式」・・・入札価格に加え、性能、機能、技術などを

総合的に評価し、落札者を決定する方式 

（※10）「委託業務件数」・・・・・委託する業務内容の件数。年金事務所・事

務センター又は県・地域単位で委託する業

務内容で整理した件数 

（※11）「契約件数」・・・・・・・委託する業務の契約締結の件数。同一業務

内容でも実際に委託事業者と契約を締結

した件数 

 

○サービス品質を確保するため、求めるべきサービス品質を標準仕様書に記載

し、業務の外部委託契約についてサービス品質に関する合意（サービスレベル

アグリーメント：SLA）を締結しています。さらに外部委託契約の内容に応じ、

委託先事業者からの定期的な報告や個人情報に関する立入検査を実施し外部

委託事業者の管理・監督を徹底しました。 

①業務の外部委託の推進に当たり、

平成 27 年度において、新たに１

業務の外部委託を実施していま

す。 

 

平成 27 年度においても委託先事

業者の選定は、委託先事業者選定

の各審査チェックリストに基づ

き適切に選定しています。 

 

平成 26 年度において発生した委

託事業者の契約解除を踏まえ、平

成 27 年度は該当の委託業務の入

札方式を見直しています。 

 

内部監査による事後チェックを

平成 27 年度計画のとおり実施し

たところ、委託業者の選定に関す

る指摘事項はありませんでした

が、不備事項については指摘を行

い、委託契約の適正化に向けた助

言、提言を行っています。 

 

②委託業務の管理・監視について

は、SLA の締結や、 SLA を活用し

た契約更新制度を推進するとと

もに、外部委託の品質向上に努

め、委託事業者の立入検査を実施

するなど管理徹底を図っていま

す。また、標準仕様書に基づき、

委託先事業者とサービス品質に

関する合意（SLA）を締結し、定

められた合意に基づき、定期的な

報告を求め、達成状況などについ

て確認を行い、サービス品質の維

持・向上に努めています。 

 
③複数年契約の活用について、効率

化の観点から積極的に複数年契
約を行っています。 

 

＜業務改善計画＞ 

○本部の非現業業務の外部委託化

については、平成 27 年度におい

て、外部委託が可能な業務の検討

に着手し、平成 28 年度において

は、更なる外部委託の可能性につ

○業務の外部委託を推進した

か。 

 

○外部委託にあたっては、委

託業者の適切な選定、委託

業者の業務内容の適正な管

理・監視等を実施したか。 

 

＜業務改善計画＞ 

・業務の効率化・合理化の観

点から、本部の給与事務や

契約後支払事務など定型的

な非現業業務の外部委託化

のための取組を行ったか。 

 

○平成 27年度において、新た

に市区町村からの電話照会

対応業務の外部委託化を実

施している。 

 

○委託業者の適切な選定につ

いては、事務センターにお

ける入力業務・共同処理委

託で平成 26 年度に発生し

た受託事業者の契約解除を

踏まえ、除算式による総合

評価落札方式から、技術点

を重視した加算式に変更を

行うとともに、委託先事業

者選定の各審査チェックリ

ストに基づく選定を行って

いる。また、委託業者管理

強化の観点から、個人情報

が目に触れる委託業務に従

事する作業員は、原則とし

て派遣職員によらず受託事

業者が直接雇用すること、

作業員の所属が分かる名簿

を提出させること、作業員

が受託事業者に提出する守

秘義務誓約書の写しを提出

させることを義務付けてい

る。 

 

○委託業務の管理・監視につ

いては、サービス品質に関

する合意の締結、さらに、

外部委託契約の内容に応じ

た委託先事業者からの定期

的な報告や個人情報に関す

る立入検査を実施するなど

の取組を徹底している。 

 

○業務の効率化・合理化の観

点から、積極的に複数年契

約を活用している。 

 

＜業務改善計画＞ 

事務の効率化・合理化の観

点から、民間企業等の動向

も踏まえた本部の非現業業
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

(実施結果はⅢ４.④に記載) 

 

○平成 26年度に導入した SLA を上回った優良委託事業者と優先交渉を行う「SLA

の契約更新制度」（※12）を運用した契約を 44件締結しました。また平成 27

年度に新たに SLA 契約更新制度を採用し締結した随意契約は 10 件でした。 

 

≪用語解説≫ 

（※12）「SLA の契約更新制度」・・・達成すべきサービス水準を超える等、更

新条件を達成した委託業者に次期の優

先交渉権を与え、随意契約の交渉及び契

約を締結する制度。 

 

○平成27年度は継続的な実施に伴う委託業務従事者の質的向上などの観点から、

128 件（外部委託契約件数の 345 件中 128 件：37％、前年度 336 件中 179 件：

53％）について複数年契約を行いました。 

 

○事務の効率化・コスト削減を図るため、民間企業等の動向も踏まえ、外部委託

の拡大の検討に着手しました。 

【検討例】 

・給与事務（職員の雇用保険の適用届の手続き及び健康保険・厚生年金保険の

諸手続きに関する業務） 

・契約後支払事務（旅費の審査業務） 

 

いて検討を進めます。 

 

務の外部委託拡大のための

取組を進めている。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

４．契約の競争性・透明性の確保等   
 

 
評価：Ｂ 

     

以下の取組により、契約の競争性・透

明性の確保、コスト削減及び調達手続き

の適正化に努める。 

①調達手続きの適正化 

調達における事業者との接触及び情

報収集・情報提供に係る適正な取扱いの

徹底に努める。 

 

②契約の競争性・透明性の確保 

調達における競争性・透明性の確保を

図るため、価格を重視した競争入札に付

すことを徹底し、契約予定価格が少額の

もの、複数年継続しての契約を前提とし

た更新契約、事務室等の賃貸借、ビルの

指定清掃業者等との契約を除き、競争性

のある契約（一般競争入札、総合評価落

札方式による競争入札、企画競争、公募

によるもの。）の件数（不落随契となっ

たものを含む。）の占める割合を８０％

以上の水準とすることを目指す。 

 

③調達委員会による事前審査等 

・調達委員会の審査を経た調達計画に基

づき年間の調達計画額を定めるとと

もに、当該計画額の１０％以上を削減

することを目指す。 

・調達委員会等を定期的に開催し、年間

を通じた調達の進行管理や一定額以

上の調達案件の事前審査等を行い、調

達の適正化、透明性の確保及び調達コ

ストの削減に努める。 

 

④複数年契約等合理的な契約形態の活

用 

複数年契約等合理的な契約形態を活用

し、業務の円滑な遂行と調達コストの削

減に努める。 

○「調達に係る情報収集・情報提供実施要領」に基づく適正な取扱いについて、

本部の調達事務を担当する職員を対象に実施した研修やブロック本部職員を

対象に実施した会計事務研修等を活用し、調達における事業者との接触及び情

報収集・情報提供に係る適正な取扱いの徹底に努めました。 

当該要領の遵守状況について、本部及びブロック本部の職員を対象に自己点検

の実施と上長による実施結果の確認・改善指導を行うなど、適正な取扱いの徹

底に努めました。 

なお、平成 28 年３月に「調達に係る情報収集・情報提供実施要領」の一部改

正を行い、守秘情報の範囲及び守秘期間を明確化し、調達情報の管理の徹底を

図りました。 

 

○調達結果に対する監査部監査及び契約監視委員会の指摘を踏まえ、以下の改善

を行い、調達手続きの更なる適正化を図りました。 

・公正な取引の秩序を守るため、平成 27年６月に日本年金機構高落札率等調

査実施要領を制定し、１者応札で１回目の入札かつ落札率が 98％以上となっ

た場合は、落札者の決定を一旦保留し、必要な調査を行う手続きを定めまし

た。 

 ・更なる透明性の確保のため、これまで非公表としていた予定価格・落札率に

ついても、平成 27 年４月以降調達のものからホームページで公表しました。 

 ・機構の業務運営に重大な影響を及ぼす恐れのある事故等に対し、より厳正な

対処ができるよう、平成 27 年 10 月に競争参加資格停止措置要領の一部改正

を行いました。 

 

○契約予定価格が少額のもの、複数年継続しての契約を前提とした更新契約、事

務室等の賃貸借、ビルの指定清掃業者等との契約を除いた契約1,175件のうち、

競争性のある契約（一般競争入札、総合評価落札方式による競争入札、企画競

争、公募によるもの）973 件（不落随契となったもの 62 件を含む）の占める割

合は、82.8％でした。 

 

○年度当初に年間調達計画額を定めて、調達実績の状況を定期的に把握し、調達

委員会において報告・審査するなど進捗管理を行いました。一定額以上の調達

案件については、調達委員会等において、契約方式の妥当性、数量、コスト削

減の余地はないかなどについて審査を行ったほか、少額の随意契約の場合も入

札に準じてホームページに見積公告を掲載するなど、調達業務における競争

性・透明性の確保及びコスト削減に努め 、年間調達計画額（106,061 百万円）

からの削減額は 13,580 百万円、削減率は 12.8％となりました。 

 

○複数年契約を積極的に活用し、物品製造、建物賃貸借及び業務委託、システム

関係の保守業務等において、平成 27 年度に新たに 671 件の複数年契約を締結

しました。また、27年度実績の調達計画額に対する削減額のうち、複数年契約

による削減額は 9,915 百万円、削減率では 14.0％となっています。 

 

①調達手続きの適正化については、

調達に関する事業者との接触や

情報収集・情報提供に係る適正な

取扱いの徹底に努め、また、諸規

程の制定及び改正を行い、更なる

契約の競争性・透明性の確保に取

り組みました。 

 

②調達における競争性・透明性の確

保を図るため、平成 27年度にお

いては、競争入札に企画競争、公

募及び不落随契を加えた競争性

のある契約の占める割合が

82.8％ と 80％を上回り、平成 27

年度計画を達成しています。 

 

③調達委員会等において、契約方式

の妥当性などの調達の適正化、透

明性の確保とコスト削減に努め

たほか、年間調達計画額削減額は

13,580 百万円、削減率は 12.8％ 

と、目標とした 10％削減を上回

り、平成 27 年度計画を達成して

います。 

 

④複数年契約を積極的に活用し、削

減に努めています。 

 

 

 

○調達における競争性・透明

性の確保を図るため、価格

を重視した競争入札に付す

ことを徹底し、競争性のあ

る契約の件数の占める割合

を 80％以上としたか。 

 

○調達計画に基づく年間の調

達計画額の 10％以上を削

減したか。 

 

【数値目標】 

・契約予定価格が少額のもの、

複数年継続しての契約を前

提とした更新契約、事務室

等の賃貸借、ビルの指定清

掃業者等との契約を除き、

競争性のある契約の件数の

占める割合：80％以上 

・調達額の調達計画額からの

削減率：10％以上 

 

○契約予定価格が少額のも

の、複数年継続しての契約

を前提とした更新契約、事

務室等の賃貸借、ビルの指

定清掃業者等との契約を除

き、競争性のある契約の占

める割合は、82.8％となっ

ており、目標を上回ってい

る。今後とも、競争入札の

徹底に一層努められたい。 

 

○少額の随意契約の場合、入

札に準じてホームページに

見積公告を掲載し、また、

複数年契約を積極的に活用

するなどの取組を行い、調

達計画額からの削減は数値

目標を上回る 12.8％とな

っている。今後、さらに調

達計画額の検証や、対前年

度実績額との比較など、一

層の分析を行い、コスト削

減に努められたい。 

 

○高落札率等調査の手続制定

など契約手続の適正化、契

約の競争性・透明性の確保

に向けた取組を進めてい

る。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

５．社会保険オンラインシステムの

運用・開発、見直し 
  

 

 
評価：Ｂ 

     

社会保険オンラインシステムにおけ

るＩＴガバナンス体制を確立し、社会保

険オンラインシステムの計画的な見直

し及び現行システムの適切かつ確実な

運用、制度改正や業務改善に対応した開

発のため、以下の取組を行う。 

 

（１）社会保険オンラインシステムの見

直し 

「公的年金業務の業務・システム最適

化計画（平成２６年６月厚生労働省改

定）」の基本的な理念に沿って、社会保

険オンラインシステムの見直しに取り

組む。 

①フェーズ１への対応 

平成２９年１月からの順次稼働（フェ

ーズ１）に向け、経過管理・電子決裁、

統計・業務分析等、制度共通の事務処理

機能の構築に、適切かつ確実に取り組

む。 

併せて、社会保障・税番号制度に関し、

平成２８年１月及び平成２９年１月の

２段階での実施に向けたシステム開発

に、適切かつ確実に取り組む。 

 

②フェーズ２への対応 

社会保険オンラインシステム刷新（フ

ェーズ２）に向け、・制度単位から被保

険者単位のデータベースに見直し 

・手作業処理のシステム化等適用、徴収

業務等の見直し 

・適用、徴収業務等の見直しを踏まえた

統計・業務分析機能の強化を行うための

システム開発に向けた準備に取り組む。 

 

（２）社会保険オンラインシステムの運

用・開発 

①現行システムの適切かつ確実な運用 

社会保険オンラインシステムにおけ

る大規模かつ大量の処理を適切かつ確

実に行うため、運用手順やチェック体制

を適時点検し、必要に応じて見直しを行

い、システム事故及びシステム障害の極

小化に取り組む。 

 

②現行システムの制度改正等への対応 

〇事務処理の電子化等によるペーパーレス化や、届書の処理の工程管理の適正化

を図るための「経過管理・電子決裁システム」の導入を目指し、平成 29年１

月から個人番号を活用しない厚生年金保険関係の５届書について当該システ

ムを稼働できるように設計・開発を進めました。また、それ以外の届書につい

ては、情報提供ネットワークシステムを活用した情報連携の開始と同時に稼働

できるよう、稼働に向けて調達手続の準備等を進めました。 

 

○フェーズ２の適用・徴収等基幹系業務の機能を構築する際には、現行システム

からのデータ移行を円滑に実施する必要があります。このため、フェーズ１の

「統計・業務分析システム」は、現行システムとデータ連携ができる機能を持

たせました。（平成 27年８月稼働） 

また、本稼働に向けては、関係部署と継続的に調整を行いながら、設計・開発

工程を進めました。 

 

○社会保険オンラインシステム刷新（フェーズ２）に向け、事務処理におけるペ

ーパーレス化、制度単位から被保険者単位へのデータベースの見直し等を基本

コンセプトとした新たなシステムの構築に合わせ、適用・徴収等の基幹業務の

刷新に必要な施策の検討・整理を行いました。 

なお、業務処理を合理化するための施策の検討に当たっては、ブロック本部を

対象に説明会を実施し意見交換を行い、現場の意見要望も積極的に取り入れつ

つ整理を進めました。 

 

○適切な運用保守・管理により年金事務所の開所日（平日、毎月第２土曜日他、

延べ 266 日）中の社会保険オンラインシステムの停止はなく、年金の支払をは

じめ、年金事務所での年金相談や届書の処理業務などのお客様サービスを実施

することができました。 

※平成 27年度においては、これまでの運用実績を踏まえた運用マニュアル

の見直しを行い、曖昧な記載内容の明確化等を図ったほか、新たに専用の

チェックリストを作り、正確な業務の実施に努めました。 

 

○現行システムにおけるシステム開発については、各法律事項の施行や業務改善

による効率化など、38件の開発に取り組みました。 

（主なシステム開発） 

・制度改正案件…「事業運営改善法」、「短時間労働者への適用拡大」、「厚生年

金保険法等改正法（第３号不整合記録関連）」など 

・業務改善案件…「ねんきんネット」、「ねんきん定期便」など 

 

 

 

（１）社会保険オンラインシステム

の見直し 

①刷新フェーズ１の稼働時期や稼

働範囲の見直しを進めました。 

「経過管理・電子決裁システム」

においては、厚生年金保険関係の

５届書にかかるシステム稼働に

向けて、今後、プログラム開発工

程、テスト工程を適切に実施して

いきます。 

また、平成 29 年１月稼働に向け、

平成 28年 10 月～12 月に各拠点

職員を対象に実機を使用した研

修を実施する予定です。 

なお、平成 29年 11 月（予定）の

厚生年金保険関係の５届書以外

の届書にかかるシステム稼働に

向けては、今後の調達スケジュー

ル等を踏まえ準備を進めます。 

 

「統計・業務分析システム」にお

いては、平成 27年８月に現行シ

ステムとのデータ連携機能のシ

ステム構築を行いました。 

 

②社会保険オンラインシステム刷

新（フェーズ２）に向けたシステ

ム開発の調達に向けて、業務処理

を合理化するための施策の検

討・整理を進めるとともに、厚生

労働省との調整を行いながら、シ

ステム開発に向けた準備に取り

組みました。 

 

（２）社会保険オンラインシステム

の運用・開発 

現行システムの運用を引き続

き着実に実施するとともに、シス

テム事故及びシステム障害の極

小化のためにも、システム開発に

必要な職員のＩＴスキル向上に

向けた研修や、各担当部署におけ

る人員体制の強化についての検

討等を実施します。 

 

○公的年金業務の業務・シス

テム最適化計画の基本的な

理念に沿って、社会保険オ

ンラインシステムの見直し

に取り組んだか。 

 

○現行の社会保険オンライン

システムにおいて、運用手

順やチェック体制を点検

し、システム事故及びシス

テム障害の極小化に取り組

むとともに、制度改正等に

伴うシステム開発に、適切

かつ確実に取り組んでいる

か。 

 

○社会保険オンラインシステ

ムの見直しについては、公

的年金業務の業務・システ

ム最適化計画に基づき、経

過管理・電子決裁システム

の稼働に向けた設計・開発

を進めるなどの取組を行っ

ている。 

 

○現行システムにおけるシス

テム開発については、制度

改正等の対応など必要なシ

ステム開発に取り組んでい

る。今後においても、シス

テム事故の極小化に向けた

一層の取組強化に努められ

たい。 

 

○社会保険オンラインシステ

ム刷新については、不正ア

クセスによる情報流出事案

の影響もあり、個人番号へ

のシステム対応が後ろ倒し

となっている中で、強くス

ケジュール管理が求められ

ていることを踏まえ、態勢

の強化を図り、円滑な施行

準備を進められたい。 

  

  



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

制度改正等に伴い必要となるシステ

ム開発に、適切かつ確実に取り組む。 

 

③現行システムの業務改善への対応 

システム再構築工程表に基づく各種

システム開発に、適切かつ確実に取り組

む。 

 



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明

性の確保その他業務運営に関する重

要事項 

  
 

 
 

１．内部統制システムの有効性確保   
 

 
評価：Ｃ 

     

コンプライアンス確保やリスクの未

然・再発防止を重視した内部監査機能を

含む内部統制の仕組みが有効に機能す

るよう、以下の取組を行う。 

（１）内部統制システムの構築に関する

事項 

「内部統制システム構築の基本方針」

(業務方法書第１６条)に基づき、効率的

かつ公正・透明な業務運営の実現を図る

ため、厳格な内部統制の仕組みを確立す

る。内部統制システムの一層の有効性を

確保するため、平成２６年度から実施し

ている、人事評価における事務処理誤り

等のウエイトの引上げ、事務処理誤り等

防止推進者の指定、業務処理責任明確化

のための届書への押印、無予告監査等を

引き続き実施するとともに、業務管理の

徹底等を目的とした業務報告書を導入

する。 

 

＜業務改善計画＞ 

組織の一体化・内部統制の有効性の

確保について 

◎組織改革 

縦割りを排除し、本部と現場が一体

となり、人材を糾合し、現場実態を

踏まえた適切な意思決定システム

を確立するとともに、お客様のニー

ズをとらえた機能集約等を図るこ

とで、効率的・機能的な執行機関と

して再構築する。 

 

○本部 

a)常勤役員会の設置 

・経営上重要な案件内容及び意思決定

過程の共有のために、「常勤役員会」

を設置 

・理事長、副理事長、常勤理事、常勤

監事、経営企画部長及び財務部長の

他、理事長が指名する職員により構

成 

・議事は、案件担当部の部長が説明 

○昨年の不正アクセスによる情報流出事案では、情報セキュリティ体制にとどま

らず、内部統制システムの有効性の確保、情報公開に関する構造的な諸問題が

明らかとなり、同年９月には厚生労働大臣より業務改善命令が発せられまし

た。同命令に基づく業務改善計画については、日本年金機構再生本部及び情報

管理対策本部を立ち上げて検討を行い、同年 12月に厚生労働省へ提出したと

ころです。同計画を確実に実行・推進し、国民の信頼に応えられる組織として

機構を再生するため、必要な取組を開始しました。 

 

○平成 26年度から実施している、人事評価における事務処理誤り等のウエイト

の引上げ、事務処理誤り等防止推進者の指定、業務処理責任明確化のための届

書への押印、無予告監査等を引き続き実施するとともに、業務管理の徹底を目

的とした業務報告書を導入しました。 

 

○平成 28年１月に、理事長、副理事長、常勤理事等を構成員とする「常勤役員

会」を設置し、経営上重要な案件内容及び意思決定過程の共有を図るとともに、

組織内の縦割り排除、組織経営に関しての合意の迅速化、役員間の情報共有を

強化しました（原則毎週１回開催）。 

 

○平成 28年４月より、本部の制度別縦割り組織を、事業企画部門と事業推進部

門の横断的組織として再編しました。 

 

○平成 28年４月に、事業推進部門内に、拠点に対する業務全体を統括する事業

推進統括部を設置するとともに、「地域部」を地域別に 15部設置しブロック本

部を統合しました。 

 

○地域部内に本部と現場間の情報共有のキーマンとして、事業推進役（地域マネ

ージャー）を 15名配置し、本部情報の伝達や現場からの情報の吸収等を図る

体制を構築しました。 

  

○給付関連業務を中心とした本部現業部門を事務センターとして独立させ、本部

組織の効率化を図る検討に着手しました。 

 

○組織の一体化、意思決定・情報共有ルートの短縮、人員集約及び効率化を目的

として、平成 28年４月に、全国９か所のブロック本部を本部に統合しました。

統合に当たっては、業務運営に支障をきたさないよう、段階的に業務を集約す

ることとし、平成 28 年４月には人事・労務関係業務を集約しました。 

※平成 28年４月異動において、拠点から本部へ異動した者は 190 名 

※Ⅱ１．④の再掲 

 

 

○年金事務所の機能集約の一環として、法人向け業務（厚生年金の適用・徴収業

務）の集約に関する実施計画を策定しました。平成 28 年度中にまずは試行的

に４か所の年金事務所（新宿、大曽根、大手前、広島東）で先行集約を行うこ

（１）内部統制システムの構築に関

する事項 

不正アクセスによる情報流出

事案に関して、国民の皆様方に多

大なるご心配、ご不安をおかけし

ましたが、二度とこのような事態

を招かないよう、業務改善計画を

策定し、平成 28年度から３か年

を集中取組期間として、組織再生

に着手したところであり、計画を

着実に実行し取り組んでいきま

す。 

 

＜業務改善計画＞ 

◎組織改革 

○本部の組織改革については、常勤

役員会の運営を通じて、意思決定

過程の共有、経営上重要な案件内

容の共有を図るなど有効に機能

しています。 

また、平成 28 年４月の組織再編

により、縦割り排除の組織改革を

実現したところであり、現場を中

心とした体制を構築しました。 

 

○組織一体化のため、ブロック本部

の人事・労務関係業務を本部に統

合しましたが、特に大きな混乱も

なく統合が完了しました。 

今後、平成 28 年 10 月に経理関係

業務、平成 29 年４月に現場管

理・支援関係業務を集約し完全統

合します。 

 

○年金事務所の機能集約について

は、モデル実施における効果や問

題点を見定めた上で、実施計画に

沿って着実に進めます。 

 

○事務センターの広域集約や年金

事務所の機能集約、年金支払セン

ターの設置等の今後の組織再編

に当たっては、それぞれの集約方

（１）内部統制システムの構

築に関する事項 

＜業務改善計画＞ 

○常勤役員会の設置、現場管

理統括部署の設置、本部組

織の再編・効率化、ブロッ

ク本部の統合、年金事務所

の機能集約や事務センター

の広域集約に向けた取組を

行ったか。 

 

（２）コンプライアンス確保

とリスク管理の取組 

○役職員の意識改革のための

各種研修、コンプライアン

ス意識調査、自己チェック、

リスクアセスメント調査な

どの取組を行ったか。 

 

○コンプライアンス上、問題

の疑いがある事案について

事実確認の調査を行い、問

題があると確認された状況

の是正や再発防止に取り組

んでいるか。 

 

○リスクアセスメント調査を

行い、洗い出したリスクに

対し、新たな対策や改善計

画を策定し、事務処理誤り

の発生等の未然防止に努め

たか。 

 

＜業務改善計画＞ 

○指示・依頼発出件数の削減

や業務の標準化のためのマ

ニュアル一元化、ルール徹

底の責任部署の明確化及び

地域マネージャーが指示・

依頼の伝達結果を把握し、

状況に応じた指導を実施で

きる体制の整備を図るなど

ルールを徹底するための取

（１）内部統制システムの構

築に関する事項 

＜業務改善計画＞ 

○縦割り排除のため、常勤役

員会や現場管理統括部署の

設置、事業企画部門と事業

推進部門の再編を行ってい

る。 

 

○本部への機能集約として、

平成 28 年４月に全国９か

所のブロック本部を本部に

統合し、人事・労務関係業

務の本部への統合を行っ

た。今後も業務改善計画に

沿って経理関係業務、さら

に現場管理・支援関係業務

の統合を実施するととも

に、年金事務所の適正配置

については、試行的に実施

する法人向け業務集約の効

果・問題点を見定めて、着

実に進められたい。 

 

○事務センターにおける業務

の標準化・効率化について

は、事務センターへの届書

等の直接送付の促進などを

実施するとともに、事務セ

ンターの広域集約化を進

め、全国 44 拠点から 39拠

点に集約している。引き続

き業務改善計画を踏まえて

集約化を図られたい。 

 

○内部統制システム構築の基

本方針に基づき、効率的か

つ公正・透明な業務運営の

実現を図るため、人事評価

における事務処理誤り等の

ウエイトの引上げなど必要

な取組を実施している。 

 



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

b)現場管理統括部署の設置 

・年金事務所及び事務センター等の現

場管理、指導、評価及び全体情報共

有等を横断的かつ一元的に管理す

る「地域統括部（仮称）」を設置 

c)本部組織の再編・効率化 

・事業に関連する部門について、国民

年金・厚生年金保険等の制度別の縦

割りを排除するため、事業企画部門

と事業推進部門（仮称）に再編 

・お客様との接点に関する施策は、事

業推進部門（仮称）が一元的に担当 

・本部現業部門を核とした給付関係業

務の再編 

 

○ブロック本部 

・組織の一体化、意思決定・情報共有

ルートの短縮、人員集約及び効率化

を目的に、地域分散型機能をもつブ

ロック本部を本部に統合 

※現場管理統括部署の設置とブロッ

ク本部の統合については、担当理事

を発令 

 

○年金事務所 

・お客様の利便性を高めつつ業務の効

率化を図るため、年金事務所のフル

スペック体制を見直し 

・法人向け業務の集約及び年金相談の

充実のためのチャネルの整備・拡大 

 

○事務センター 

・業務の効率化・合理化及び標準化の

観点から、県別体制を抜本的に見直

し、統合・集約を促進 

・障害年金業務については、早期に集

約化を実施 

 

 

（２）コンプライアンス確保とリスク管

理の取組 

①職員の意識改革等 

不祥事の防止・コンプライアンス確保

のため、コンプライアンス自己点検、コ

ンプライアンス意識調査を継続的に実

施するとともに、各種研修内容を充実さ

せ、発生したコンプライアンス問題事案

の背景や原因を分析した情報提供を行

ととし、該当拠点に通知しました。 

※Ⅱ１．⑤の再掲 

 

○給付関係業務を担う本部現業部門について、平成 28 年 10 月より、「年金支払

センター（仮称）」として再編するとともに、障害年金業務及び記録審査業務

については早期に業務集約を行う再編方針を決定しました。 

 

○事務の効率化・合理化の観点から広域集約を進めてきた全国 40か所の事務セ

ンターについて、平成 28 年度からの３年間で集中的に集約を進めることとし、

平成 28 年度の統合・集約方針を決定しました。今後、平成 28 年度中には 29

か所に、平成 29年度中には 20 か所程度に、平成 30 年度中には８か所程度に

集約していく方針を決定しました。（別表 14 参照） 

 

○本部及び事務センターで行っている障害年金の審査事務について、障害厚生年

金・障害基礎年金ともに全国一体的な執行体制とすることにより審査の適正性

を向上させ、集約による効率化を実現するため、平成 28年 10 月に「障害年金

センター（仮称）」を設置し、平成 29年４月より審査体制を全国集約する実施

方針を決定しました。 

 

○本部で行っている年金記録管理業務及び事務センターで行っている記録審査

業務の一部（基金解散に伴う記録確認）について、平成 28 年 10 月に設置する

「記録業務センター（仮称）」に集約する方針を決定しました。 

 

○研修 

・リスク管理意識やコンプライアンス意識を職場内に浸透させるため、関係部署

との連携、外部講師の活用等により効果的で多様な研修の実施に取り組みまし

た。 

 

・法務・コンプライアンス部職員が年金事務所等の職場内研修の支援を行う取組

を継続的に実施し、コンプライアンスに対し、職員一人ひとりがやるべきこと

と、やってはいけないこと及び「自ら考え、行動する」意識を十分浸透させる

ことを目的とした、講義とディスカッション形式による研修を実施しました。 

 

【参考】平成 27年度に実施した主な研修 

≪各種研修≫ 

ⅰ人事企画室主催の研修（「リスク・コンプライアンス」について講義） 

・新任所長研修、管理者研修、人材育成推進者研修、新入構員研修 

ⅱ各ブロック単位で開催する所長会議等を活用した管理職研修 

・テーマ「コンプライアンスとリスク管理の徹底」 

ⅲ本部管理職研修 

・テーマ「どうすればコンプライアンスを実現できるか～正しい理解と実践方

法～」 

・テーマ「セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止研修」 

ⅳブロック本部より要請を受けた拠点におけるハラスメント相談員を対象とし

た研修（東北ブロック・九州ブロック） 

・テーマ「ハラスメント相談の受け方」 

ⅴ職場内研修を支援する研修 

・法務・コンプライアンス部職員が、年金事務所等においてリスク・コンプラ

イアンスに関する職場内研修の支援を実施。実施拠点 42 拠点、受講者数の

針に沿って進め、業務面・人事面

など業務運営に支障をきたすこ

とのないよう留意して進めます。

 

（２）コンプライアンス確保とリス

ク管理の取組 

①平成 27年度計画のとおり、役職

員の意識改革のための各種研修、

コンプライアンス意識調査、自己

チェック、リスクアセスメント調

査などの取組を行いました。 

しかしながら、コンプライアンス

問題事案が発生していることか

ら、平成 28 年度においても、全

役職員にリスク管理意識とコン

プライアンス意識を浸透・定着さ

せる取組を徹底していきます。 

 

②平成 27年度計画により実施した

各リスクにおけるアセスメント

調査において、洗い出したリスク

に対し、新たな対策や改善計画を

策定し、事務処理誤りの発生等の

未然防止に繋げていきます。 

 平成 28年度は、情報セキュリテ

ィに関する外部の専門家を活用

し、機構の実情に沿ったリスク評

価のフレームワークの定義を行

うとともに、「インターネットに

接続された情報システム」等に対

するリスク評価・分析等を実施し

ます。 

 

③平成 27年度計画どおり、通信訓

練及び防災訓練を実施しました。

また、平成 27 年度は、実地訓練

を実施した拠点が３ポイント減

少しているため、災害発生時に遅

滞なく対応できるよう、引き続き

実地訓練の実施を促していきま

す。 

災害時のバックアップについて

は、バックアップデータの遠隔地

保管を行うとともに、災害時に年

金の暫定支払が遅滞なく実施で

きるよう支払までの手順を含め

た訓練及び外部関係機関との調

整を図っていきます。 

平成 28 年４月に発生した熊本地

組を進めたか。 

 

（３）～（６） 

○コンプライアンス確保やリ

スクの未然・再発防止を重

視した内部監査機能を含む

内部統制の仕組みが有効に

機能するよう取組を行った

か。 

 

○風通しのよい組織作りを目

指して、組織風土改革に取

り組んでいるか。 

（２）コンプライアンス確保

とリスク管理の取組 

○役職員の意識改革のための

各種研修など必要な取組を

実施している。しかしなが

ら、依然としてコンプライ

アンス問題事案が発生して

いることから、より一層の

取組が必要である。 

 

○コンプライアンスの疑いが

ある事案について、事実確

認の調査や確認された状況

の是正、再発防止に取り組

んでいる。 

 

○平成 28年１月～３月にリ

スクアセスメント調査を実

施している。 

今後、対策や改善計画を策

定して、事務処理誤りの未

然防止を図られたい。 

 

＜業務改善計画＞ 

○ルール徹底を行う責任体制

の明確化やマニュアル一元

化に向けた取組を進めるな

ど、ルール設定・徹底のた

めの対応を行っている。 

 

（３）～（６） 

○監査の実施については、監

査基準の標準化と監査体制

の効率化を図るなど必要な

取組を実施している。今後、

情報セキュリティ対策の監

査について、高度な専門性

を有する監査体制を構築す

るなど、より一層の取組が

必要である。 

 

○組織風土改革については、

業務改善計画に基づき、常

勤役員会の設置、事業企画

部門と事業推進部門の再編

など必要な取組を実施して

いる。今後も組織の一体化

や内部統制の有効性確保に

向け、より一層の取組が必
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

うことにより、その教訓を活かした再発

防止策を具体的に徹底することで、職員

個々に求められる役割・行動を常に認識

させ、円滑に業務を遂行できる職場風土

の醸成に向けた意識改革を継続的かつ

徹底的に取り組む。 

 

②リスクアセスメント調査 

業務上のリスクを把握し、その顕在化

の未然防止のためにリスクアセスメン

ト調査を継続して実施し、改善措置に対

する効果の検証及び調査結果により把

握したリスクについて必要な改善措置

等を行う。 

 

③非常時対策 

地震等の災害時を想定した防災対策

として災害対応要領を見直し、緊急時対

応マニュアルを充実させる。また、防災

訓練を実施するとともに、防災に関する

研修及び情報提供を行い、事業継続への

対応力を高める。 

併せて、社会保険オンラインシステムの

バックアップ環境の整備等を検討する。 

 

＜業務改善計画＞ 

業務改革②～ルールの設定・徹底～ 

業務効率化・合理化（人員配置の適

正化）と、現場実態を踏まえたルー

ル設定・遵守の仕組みの確立によ

り、お客様対応に注力できる体制を

構築する。 

○「指示・依頼」発出件数の削減 

a)ルールを徹底すべき重要な指示に

限定して「指示・依頼」を発出する

こととし、「５割」削減（平成 26 年

比）を目標 

【26 年発出件数（本部・ブロック本

部）】約 4,300 件(※１) 

→【発出ルール等の改善後発出件数】

約 2,200 件(※２) 

(※１)国からの許認可通知に基づき

発出された約 10,000 件の作業指示

については件数から除外 

(※２)削減対象として想定される「指

示・依頼」 

・本部からブロック本部へ報告集計を

指示したもの：約 1,100 件 

べ 1,992 名、アンケート回答者 1,640 名（アンケートの回答のうち、「コン

プライアンスに対する理解が深まった、今後の業務に役立つ」等肯定的回答

が 96％） 

 

≪ＬＡＮシステム等を活用した情報発信≫ 

ⅰ全役職員あてにリスク管理やコンプライアンスに関する情報（コンプライアン

ス・ミニ講座）を配信 

ⅱ全役職員向け機構内報の誌面において、リスク管理やコンプライアンスに関す

る記事（リスク・コンプライアンス講座）を掲載 

ⅲ各拠点のコンプライアンス責任者等あてにリスク管理やコンプライアンスに

関する管理職向けの情報（リスコン通信）を配信 

 

≪職場内研修の資料提供≫ 

・各拠点において円滑に職場内での研修が実施できるよう、本部において作成

した各種研修資料をＬＡＮ掲示板に掲載。これらを利用して、各拠点におい

て研修を実施 

 

○コンプライアンス意識調査 

・役職員のコンプライアンス意識の現状等を把握し、研修等今後のコンプライア

ンス確保への取組の推進に役立てることを目的として、昨年に引き続き、10

月に全役職員を対象に実施しました。 

 

・調査結果を踏まえ、研修実施拠点の選定、研修内容の充実を図るとともに、情

報発信の充実も図り、より実効性が伴うよう取り組んでいきます。 

 

○コンプライアンス自己点検 

・職員のコンプライアンス意識の自己確認を促すことを目的とし、効果的かつ効

率的に実施するために、昨年に引き続き「個人情報保護セルフチェック」及び

「情報セキュリティ自己点検」を合同で実施しました。拠点長が職員の点検結

果を確認することで問題点を把握し、改善させる契機としていますが、「日本

年金機構における不正アクセスによる情報流出事案検証委員会」の報告書にお

いて、実効性ある自己点検とはなっていなかったとの指摘がされたことを踏ま

え、平成 28 年度は、毎月、点検項目のテーマを変えて実施する等、自己点検

の実施が形骸化しないよう、取り組んでいきます。 

 

○コンプライアンス問題事案の対応状況 

・コンプライアンス上、問題の疑いがある事案について事実確認の調査を行い、

問題があると確認された状況の是正や再発防止に取り組みました。 

  

【内訳】 

 ・「制裁処分」「文書による指導」を実施した件数：122 件 

   ・不適正事務処理等 46 件 

   ・ハラスメント等  ３件 

   ・人事・労務関係 30 件 

   ・個人情報関係（業務目的外閲覧を含む） 27 件 

   ・交通事故・交通法規違反 11 件 

   ・その他 ５件 

 ・非該当：100 件 

 ・引き続き調査：52件 

震については、災害対策本部及び

現地対策本部（福岡）を設置し、

対策を実施しているところです。

また、きめ細かな対応を行えるよ

う被災者専用のコールセンター

を設け、遺漏のないよう対応して

います。 

 

＜業務改善計画＞ 

ルールの設定・徹底 

○実施状況を検証し、ルールの徹底

を実現していきます。 

 

○マニュアルの一元化作業は、平成

28 年４月からの１年間を予定し

ており、職員の意見を反映させな

がら進めていきます。 

 

○ルール徹底の取組状況について

は、定期的に現場の状況を把握す

るなど、運用状況をフォローアッ

プしていきます。 

 

（３）適正な監査の実施 

適正な監査の実施については、

監査基準の標準化と監査体制の

効率化を図りました。また、監査

報告会を定例化したことで、適宜

速やかに理事長に対して監査報

告を行い、本部主管部署へ実効性

のある改善提言を実施すること

ができる体制を構築しました。 

今後、検査体制を強化し、拠点ル

ールの適合性チェックによるル

ール順守の徹底を図り、情報セキ

ュリティ対策の監査について、高

度な専門性を有する監査体制を

構築します。 
その他、本部及びブロック本部に
対する監査について、平成 28 年
度の監査の際に、以下の事項に取
組みます。 
・会計業務監査 

平成 27 年度に改善を求めたも

のの未完了となっている不備

事項 36 件について、平成 28 年

度の監査の際にフォローアッ

プを行います。 

・自主点検に係る監査 

要である。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

・本部の指示内容を補足したもの：約

350 件 

・研修受講命令、会議開催案内：約 700 

件 

b)本部の現場管理統括部署が、新たな

発出ルールに基づく「指示・依頼」

発出の妥当性及びルール徹底の実

効性確保の観点からのチェックを

担当 

c)ブロック本部（事務センターを含

む。）の「指示・依頼」の発出権限

を、原則、廃止 

○マニュアルの一元化 

a)業務処理、内容審査、入力方法と、

複数に分かれたマニュアルを統合 

b)本部内に年金制度・年金業務に精通

した職員を配置したマニュアル担

当部署を設置し、マニュアルメンテ

ナンスを一括対応 

c)マニュアルメンテナンスの外部委

託化すべき範囲と内容を検討 

d)業務の標準化を進め、業務手順の地

域による相違を排除 

 

 

○ルール徹底を行う責任部署の明確

化 

a)現場に対するルール徹底の責任部

署は、本部の現場管理統括部署と明

確化 

b)現場管理統括部署の地域マネージ

ャー（仮称）が「指示・依頼」の伝

達結果を把握し、状況に応じた指導

を実施 

c)現場管理統括部署がマニュアルの

改善が必要と判断した場合は、マニ

ュアル担当部署に連絡 

d)拠点に「指示・依頼」の伝達担当者

を設置し、「指示・依頼」の伝達を

行うとともに職員のスキルチェッ

クを実施 

 

（３）適正な監査の実施 

平成２７年度より各ブロック監査グ

ループ体制から東西の２拠点に集約す

ることにより、監査基準の標準化を図

り、人員を含めた効率的な監査体制を確

立する。 

 

・平成 27年度は、３件（不適正事務処理１件、その他２件）について、解雇処

分（懲戒解雇１件、諭旨解雇２件）を行う等、綱紀粛清及び信頼確保のため、

厳正な処分を行いました。 

 

○これらのコンプライアンス問題事案について、制裁処分を行った場合、減給以

上は即時、戒告は半期毎にプレスリリースするとともに、年２回、全拠点に対

し、制裁処分の情報提供及び同様事案発生防止にかかる注意喚起を発信しまし

た。また、研修資料等に反映し、その進捗状況をコンプライアンス委員会に報

告するなど、再発防止に努めました。 

 

平成 27 年度に改善が完了して

いる不備事項 107 件について、

今年度の監査の際に再確認を

行います。 

・事務センターにおける外部委託

監査 

改善を求めた不備事項 27 件に

ついて、年度末に監査を行った

ため、年度末時点の改善状況は

限定的であり引き続きフォロ

ーアップを行います。 

 

（４）組織風土改革の推進 

機構の構造的問題の解決を目

指した業務改善計画の実行によ

り、組織風土のあり方も含め組

織・人事・業務の改革を目指すこ

ととしています。 

 

（５）文書の適正管理 

文書の適正管理を行うため、法

人文書保存期限等の見直し案を

作成し、法人文書の電子データ化

について実施に向けた課題等の

整理を行っています。 

 

（６）お客様の住所の適切な把握 

社会保障・税番号制度の導入に

併せ、被保険者資格取得届処理

時、及び被保険者・受給者等の住

民票上の住所を住民基本台帳ネ

ットワークシステムから取得で

きるよう調整を進めています。 

〇事務処理リスク 

事務処理誤り報告の中から、発生頻度・影響度等の高い事案のリスクを事務処

理手順別に調査・分析し、再発防止策に繋げることを目的にリスクアセスメン

ト調査を実施しました。（平成 28年１月から３月） 

なお、アセスメント調査において洗い出した事務処理リスクに対して、平成 28

年度において新たな対策の策定を行います。 

 

〇システムリスク 

実際のシステム開発工程（企画、開発、運用管理）の各工程区分における具体

的な業務内容や業務手順から内在するリスクを洗い出し、担当部署に対する個

別具体的な対処方法を提示・把握し、システム事故の未然防止を図ることを目

的に実施しました。（平成 28 年２月から３月） 

調査は、各担当部署で実際に行っている業務内容について、それぞれ想定され

るリスク発生の可能性（高・中・低の３段階）及び復旧に要する時間（大、中、

小の３段階）の現状を自己評価し、数値化することでリスク評価を行いました。 

平成 28 年度は、調査結果を踏まえ、システム開発工程の区分を担当する部署

ごとに個別にリスク診断を行い改善計画を策定させ、定期的に改善状況のフォ

ローを行うとともに、各部署の業務内容に応じた研修を通じ職員の IT スキル

を育成して、リスクの最小化、システム事故の未然防止を図ります。 

 

○情報セキュリティリスク 

情報セキュリティ対策のリスク評価は、平成 26年度から外部からのサイバー

攻撃をリスク項目として付加していたものの、不正アクセスによる情報流出事

案の発生を踏まえると、外部からの攻撃に対する具体的なリスク対応の立案ま

では至っていませんでした。このため、機構 LAN システムについては、これま

で実施してきた情報セキュリティ対策を継続実施した上で、機構職員及び情報

セキュリティ対策専門の支援業者により、業務の実態を踏まえたリスク評価を

実施しました。その結果に基づき、「政府機関の情報セキュリティ対策のため

の統一基準」（平成 26 年５月 19 日情報セキュリティ政策会議決定）（以下「統

一基準」という。）等に準拠した多重の防御施策を講じていくこととしていま

す。 

平成 28 年度は、情報セキュリティに関する外部の専門家を活用し、機構の実

情に沿ったリスク評価のフレームワークの定義を行うとともに「インターネッ

トに接続された情報システム」等に対するリスク評価・分析等を実施します。 

 

○不正アクセスによる情報流出事案の発生に伴い、対応方針の決定及び進捗状況

の把握を組織横断的に行うため、６月 19日に理事長を本部長とした緊急対策

本部を設置し、原則毎日（９月中旬からは週１回）実施しました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

また、内部監査結果について理事長等

への定期的な監査報告会を開催し、コン

プライアンスの観点を含めて問題点の

情報共有を図るとともに、引き続き、機

構全体の内部統制の適切性及び有効性

を確認する。 

内部監査及び外部監査において発見さ

れた改善の必要がある事項については、

その改善状況を継続的にフォローする

ほか、必要に応じて自主点検項目による

拠点の調査を行い、関連部門に対して具

体的な改善策の提言を行い、その実施状

況を確認する。 

 

（４）組織風土改革の推進 

風通しのよい組織作りを目指し、組織

風土改革について、これまでの取組を検

証しながら引き続き推進する。 

また、機構に与えられた役割を確実に

実施するため、ＰＤＣＡサイクルを踏ま

えた事業運営のあり方を検討するとと

もに、年金事務所長が地域への情報発信

を含め、より一層地域に貢献し、期待さ

れる存在となるべく、その役割を検討す

る。 

 

（５）文書の適正管理 

文書の適正管理のため下記の対応を

行う。 

①文書保存期間の見直し 

お客様からの申請書類等で重要な文

書として指定したものは永年保存とし、

永年保存以外の文書についても現行の

保存期間が適正であるか見直しを行う。 

②効率的な文書保管のための電子デー

タ化 

永年保存すべき文書や新規文書につ

き、効率的な文書保管のため、他官庁の

先行事例も参考にして、電子データ化を

引き続き検討する。 

③行政文書の移管等 

厚生労働省へ登録した行政文書目録

に基づき、同省と調整の上、移管を進め

る。 

④社会保険庁時代の文書の法人文書フ

ァイル管理簿への登録 

社会保険庁時代の文書のうち、行政文

書移管以外の法人文書について法人文

書ファイル管理簿への登録に向け必要

 

 

○地震等の災害時を想定した防災対策として、全拠点で個別に防災訓練を行うと

ともに、安否確認システムの通信テストを年３回、電話が不通となった場合に

活用するＭＣＡ無線機の通信テストを各設置拠点において年４回実施しまし

た。 

防災訓練は、避難訓練、ＡＥＤ操作訓練等の災害等の発生を想定した実地訓練

を 96％（前年比△３ポイント）の拠点で実施しました。また、無予告で避難訓

練を実施、怪我人を想定した担架による搬送訓練を実施する等、工夫した取組

を実施する拠点もありました。 

 

○機構における社会保険オンラインシステムのバックアップ体制については、現

在、システムの復元に必要なデータを電子媒体にバックアップし、遠隔地保管

を行っています。また、災害等により本部での業務継続が困難になった場合も

年金の支払いを確実に実施するため、遠隔地において年金の暫定支払を行える

体制と手順等の整備を重ね、各種訓練も継続して実施しました。 

なお、本格的なバックアップセンターの設置等については、政府全体のシステ

ムインフラ整備の動向を踏まえつつ、引き続き検討します。 

・平成 27年 10 月：外部機関との緊急連絡体制を整備 

・平成 28年１月：被災時における暫定支払環境での年金支払訓練を実施 

・平成 27年９月及び平成 28 年２月：近畿ブロック本部における年金の支払デ

ータ作成訓練を実施 

 

【別表 15：熊本地震への対応状況】 

  

   

○本部及びブロック本部から大量の「指示・依頼」が発出されることで、現場に

おいて「指示・依頼」の理解及び遵守すべきルールの確認に相当の負荷がかか

っていることから、「指示・依頼」の発出件数の「５割」削減を目指し、平成

28 年４月より以下の取組を実施しました。 

・「指示・依頼」を「指示」に改め、「指示」はルールを徹底すべき重要なも

のに限定 

  その他の文書（研修受講命令の連絡等）は、「事務連絡」（新設）に区分 

・ブロック本部（事務センターを含む。）の「指示・依頼」の発出権限を廃止 

・新たな「指示」及び「事務連絡」の発出要件の徹底及び実効性確保の観点か

ら、本部の事業推進統括部に審査担当部署（品質管理室）を設置し、横断的

な審査を開始 

 

○現場で使用する業務マニュアルについて、業務処理や入力方法など複数のマニ

ュアルに分かれていること等から、マニュアルの統合と業務の標準化を進める

ため、平成 28 年４月より、理事長直轄の再生プロジェクト推進室内にマニュ

アル一元化のためのプロジェクトチームを設置し、審議役、室長及び担当グル

ープ長の下、マニュアルの一元化作業を開始しました。また、マニュアルの一

元化（平成 29 年３月）までの間は、事業推進統括部にマニュアル担当部署（品

質管理室）を設置し、現行マニュアルの管理を行うこととしました（プロジェ

クトチームの担当グループ長と品質管理室長は兼務）。 

 

○現場で使用している各種業務支援ツールについて、標準化すべきツールを 28

本選定し、処理手順を作成してマニュアル化することとしました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

な整理を行う。 

 

（６）お客様の住所の適切な把握 

社会保障・税番号制度の導入に併せ

て、住民基本台帳ネットワークシステム

を通じて住民票上の住所を取得する仕

組み等の構築に向けた検討を行う。 

 

○ルール徹底を行う責任部署及び責任体制を明確化するため、平成 28 年４月よ

り、以下の取組を実施しました。 

・現場に対するルール徹底の責任部署を地域部と明確化 

・地域部の事業推進役（地域マネージャー）が「指示」の伝達結果を把握し、

状況に応じた指導を実施するとともに、マニュアルの改訂が必要と判断した

場合は地域部を通じてマニュアル担当部署（品質管理室）に改善提案を行う

など、現場の実態を本部へフィード・バックする仕組みを確立 

・各拠点の課（室）・グループごとに伝達担当者を設置し、「指示」の伝達を

確実に行う体制を確立するとともに、事後的に職員の理解度をチェックする

ルールを決定 

 

○効率的な監査体制の確立 
監査実施基準の標準化を図るため、各ブロック本部に駐在していた監査グルー
プを東・西日本監査グループに統合し、また「日本年金機構内部監査マニュア
ル」を策定しました。このことにより効率的な監査を実施し、年金事務所・事
務センターの監査担当職員を 10 名削減しました（73 名体制から 63 名体制）。 

 
○年金事務所に対する一般監査 

年金事務所に対する一般監査は、従来、事前予告による監査としていましたが、

平成 27 年度より、検査的手法による拠点の実態把握を的確に行うため無予告

による監査を導入しました。平成 28 年３月までに全年金事務所 312 拠点の「無

予告一般監査」を実施し、監査結果による年金事務所の評価を試行的に行いま

した。監査結果による評価は、平成 28 年度に本格導入を図りその一部は拠点

評価に活用する予定としています。 

無予告一般監査の結果、受付進捗管理システムへの登録遅延、金庫保管台帳及

び公印使用簿への記載不備等の不備事項を 3,813 件検出しました。不備事項の

うち、3,772 件については平成 28年３月末までに改善が完了したことを確認し

ており、改善未完了の 41 件については、引き続きフォローアップを行ってい

ます。 

不備検出事項については、発生原因を特定する監査的手法で、現場業務の改善

に向け対象部署への改善提言はもとより、本部主管部署との連携を図りまし

た。管理の厳格化について、本部主管部署へ取扱いに係る改善提言を行い、公

印管理規程や会計事務取扱要領等の改定につなげ、適正な管理・取扱を定めた

ことで不適切な取扱による事故を未然に防止することとしました。 
 
○特別監査の実施 

ブロック別に分散していた監査グループを東西２拠点に集約し、監査体制の効

率化を図ったことで、問題が発生した拠点に対する特別監査を本格的に実施す

る体制を整備しました。内部通報や不適切な事務処理事案等について、発生状

況を調査する目的で検査的手法による特別監査として、年金事務所では 10 拠

点、また事務センターは１拠点を実施し、中でも平成 27 年５月に判明した郵

便物の紛失疑いに係る事案では、本部各部署における文書等の受付・発送業務

等の現状調査を行いました。 
 
○本部及びブロック本部に対する監査 
本部各部及び各業務に内在するリスクを考慮し、よりリスクの高いと考えられ
る部及び業務に対して監査を実施し、問題点の改善に向け、助言・提言を行い
ました。 
・会計業務監査 

  予算要求から支払までの会計業務のうち主として調達、支払プロセスについ
て、本部 23 部室及び全ブロック本部に対し実施し、被監査部署に 203 件の
不備事項の改善を求め、平成 28 年３月末までに 167 件の改善が完了しまし
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 
た。 
また、本部担当部に対し、標準契約書・仕様書及び調達手続き等の不明確事
項の明確化等の改善を求めました。 

・システム監査 
年金給付システムにおける開発状況、記録管理システムにおける運用状況等
について確認し、被監査部署に改善を求めました。 

・自主点検に係る監査 
事務処理誤り及びサービス残業等の発生防止、情報セキュリティ対策の確実
な実施等を目的とし、本部各部室及びブロック本部が実施している自主点検
の有効性を確認する監査を本部（24 部室）及び全ブロック本部に対し実施し、
被監査部署に 107 件の不備事項の改善を求め、すべて改善が完了しました。 
また、本部担当部に対して、「公印取扱規程の改善」、「業務引継要領の改善」
等を求めました。 

・事務センターにおける外部委託監査 
事務センター職員による受託事業者の管理状況、受託事業者の業務実施状況
を確認し、被監査部署に対して 27件の不備事項の改善を求めました（２事
務センター、３事業者）。 

 
○監査報告会の開催 
 理事長に対して行う監査報告を定期的に実施する目的で、月例で監査報告会を

開催し、監査結果を説明するとともに問題点を共有しました。(10 回実施) 
また、報告会を開催する毎に、改善に向けた提言を本部関係部門に行いました。 

 
○組織風土改革については、平成 22 年から、「組織風土改革実践プロジェクトチ

ーム（以下「ＰＴ」という。）」を設置し、１年ごとにメンバーを入れ替え、４

期にわたって、取組の４つの柱として①コミュニケーションの活性化、②ほめ

る文化・感謝する風土の醸成、③人を育てる文化・風土の形成、④組織力やチ

ーム力の向上、を掲げ、ＰＴとブロック本部との意見交換会などの交流事業、

本部職員が年金事務所の窓口を体験するなどの体験事業といった取組を進め

てきました。 

 

平成 27 年度当初は、第５期ＰＴを立ち上げ、これまでの取組の延長で、「職員

意識調査」の結果を向上させるため、拠点での好事例を紹介するなどの普及・

浸透事業等を計画していたところですが、平成 27 年５月に不正アクセスによ

る情報流出事案が発生し、機構が抱える組織風土を含めた構造的な諸問題が指

摘されました。 

 

このため、従来の組織風土改革の延長で行うのではなく、抜本改革を実現する

ため、全役職員より意見・改革案を募集し、真剣で、かつ建設的な意見・改革

案を提出した職員から、当機構内の幅広い意見を吸収するために、採用区分や

雇用形態を超えて選定し、日本年金機構再生本部を立ち上げ、検討を行い、業

務改善計画をとりまとめ、同計画を実行していくことで組織の構造的問題に対

し取り組むこととしました。 

 

自ら考え、自ら実行し、公的年金制度を執行するという緊張感、責任感、使命

感にあふれ、職員が一丸となって国民の信頼に応えられる組織の実現を目指す

ため、現場実態を踏まえたルールの設定・徹底や、管理職のリーダーシップ強

化を含む業務改善計画の実行に着手しました。また、拠点毎に、プロジェクト

チームを立ち上げ、「自ら考え、自ら実行する」意識を持って、日本年金機構

再生プロジェクトを現場レベルで実践することとしています。 

 

  

○現状、法人文書は一部廃棄可能文書を除き、全て廃棄せず保管していますが、

廃棄可能文書の拡大のため、法人文書保存年限等の見直し案を検討中です。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

○法人文書の電子データ化については、業務・システム刷新における会議におい

て検討しており、他の行政機関等の先行事例も踏まえつつ、実施に向けた課題

等の整理を行っています。 

 

○行政文書については、厚生労働省年金局と移管に向けて調整を行っています。 

 

○社会保険庁時代の文書のうち、行政文書移管以外の法人文書については、法人

文書保存年限等の検討の中で整理を行い、法人文書ファイル管理簿への登録を

行っていく方針です。 

 

○社会保障・税番号制度の導入に併せて、直近の住民票上の住所を把握・管理し、

業務で活用できるようにするため、被保険者資格取得届処理時に住民票上の住

所を住民基本台帳ネットワークシステムから取得できるようにするとともに、

被保険者及び受給者等の住民票上の住所を定期的に住民基本台帳ネットワー

クシステムから取得できるように、地方公共団体情報システム機構と調整を行

いました。 

   



※ 枠囲い中は「業務改善計画」 

58 
 

平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

２．人事及び人材の育成   
 

 
評価：Ｂ 

     

①戦略的な人事政策 

以下の取組を行うとともに、人事方針

に基づき、引き続き全国異動の促進を

図る。 

ア 基幹業務の着実な実施及び次期制

度改正を見据え、体制確保に向けた適

材適所の人事を行う。 

イ 若手職員については、様々な業務経

験を通じ人材育成を図るとともに、中

堅職員については、それまでの業務経

験を踏まえ、その適性に応じた人事配

置を行うことにより業務の専門性を

確保する。 

ウ 幹部登用試験を引き続き実施する

等、能力・実績本位の人事配置を行う。

また、女性管理職の登用を進める。 

エ スキルのある優秀な職員の安定的

確保を図るため、有期雇用職員から正

規職員への登用を進める。 

オ 業務運営の体制確保及び組織の活

性化を図るため、引き続き優秀な人材

を採用する。 

 

②人事評価制度の定着促進 

人事評価の公平性・公正性・納得性を

高めるため、以下の取組を行う。 

ア 評価スキル向上のための評価者研

修を継続して実施する。 

イ 被評価者に対しては若手・中堅職員

を対象とした集合研修を利用して制

度の理解と定着促進を図る。 

ウ 年金事務所・事務センターの事業実

績をより反映した実績評価を実施で

きるよう評価項目等の見直しを行う。 

 

③人材の育成 

「求められる職員像及び管理職員像」

にかなう職員の育成を目指し、集合研

修、ＯＪＴを含む職場内研修、通信研修

を効果的に組み合わせ、ブロック本部と

連携・協力し、体系的に実施する。また、

内部資格の取得を促進する等、自己研鑽

を重視する。 

重点的に実施する事項は次のとおり。 

ア 管理職としての意識付け、マネジメ

ント能力の向上 

○定期人事異動 

不正アクセスによる情報流出事案への対応及び基幹業務の着実な実施に加え、

制度改正への対応等、体制確保に向けた適材適所の人事配置を行うため、以下

の点を踏まえ平成 27年 10 月に定期人事異動を実施しました。 

・不正アクセスによる情報流出事案への対応のため、新たに設置した「情報管

理対策室」及び「日本年金機構再生本部」の体制を確保 

・不正アクセスによる情報流出事案の影響がある中、基幹業務については着実

に実施する必要があること、また、平成 27年 10 月施行の制度改正により被

用者年金の一元化に伴う事務処理に対応する必要があることから、人事異動

サイクルの長期化を含めた専門性の確保 

・一体的な組織作りを行う観点から全国異動を促進 

 

（異動の全体像） 

区 分 
異動者数 

平成 27年 10 月 (参考：平成 26年 10 月) 

管理職 299 人（10.6％） 509 人（18.6％） 

一般職 1,799 人（21.8％） 2,011 人（24.4％） 

合 計 2,098 人（19.0％） 2,520 人（22.9％） 

※１ （ ）内は管理職及び一般職それぞれの総数に対する割合。 

※２ 上記 10 月定期異動以外にも定年退職等に伴う欠員補充を中心とした人事

異動を行っている。 

※３ 職場運営を考慮し、配偶者など家族が同一部署の配置とならないよう対応

している。 

 

（全国異動の状況） 

区 分 
全国異動の経験者 

平成 27年 10 月 (参考：平成 26年 10 月) 

全国異動 7,509 人（67.9％） 6,662 人（60.7％） 

ﾌﾞﾛｯｸ間(本部含む)異動 3,256 人（29.4％） 2,740 人（24.9％） 

※１ （ ）内は正規職員総数に対する割合。 

※２ 平成 28 年４月時点における全国異動の経験者数は 8,307 人（74.6％）、

ブロック間（本部を含む）異動の経験者数は 3,856 人（34.6％）と拡大し

ている。 

【別表 16：日本年金機構の全国異動状況（平成 28 年４月１日現在）】 

 

○年金事務所長登用試験及び管理職登用試験 

年功序列を排した能力・実績本位の人材登用を行うため、年金事務所長登用試

験及び管理職登用試験を実施し、合格者を登用候補者として名簿に登載し順次

登用を行いました。 

 

 

 

 

 

①人事政策については、人事方針

に基づき全国異動の推進を図っ

ています。 

また、能力・実績本位の人材登用、

女性職員の管理職登用、有期雇用

職員の正規職員への登用や無期

雇用への転換など、組織の活性化

を図るための人事施策を推進し

ました。 

  

②人事評価においては、年金事務

所・事務センターの事業実績をよ

り反映させるため、評価項目と評

価指標の見直しや機構の重点事

項を評価できる内容とし、評価を

行い、また、公平性、公正性、納

得性を高め、評価スキルの向上を

図る観点から評価者研修を、評価

制度の理解と定着の観点から被

評価者研修を実施しています。 

引き続き、誰もが納得できる評価

制度にするため、能力や意欲が乏

しい者に対する対応も含め人事

評価制度の抜本的な見直しを進

めていきます。 

 

③職員の育成のため階層別・業務別

の集合研修と、ＯＪＴを含む職場

内研修などを組み合わせて実施

するとともに、不正アクセスによ

る情報流出事案を踏まえ組織的

対策を徹底するため全職員に対

し情報セキュリティ研修を実施

するなどの職員の育成を行って

います。 

 

④働きやすい職場環境を確立する

ため、メンタルヘルスやハラスメ

ント防止等に関する研修を行う

とともにストレスチェックを実

施し、職員の安全確保、健康の保

持増進に努め、また、平成 27 年

度から全ての拠点において職場

内研修として労務研修を実施し、

服務規律や休暇制度の理解に努

めるなど、平成 27 年度計画に基

○人事方針に基づき、組織の

一体化を図る観点から、全

国異動の促進を図るととも

に、能力・実績本位の人事

配置を行ったか。 

 

○事業実績をより反映した実

績評価を実施できるよう、

人事評価の評価項目等の見

直しを行ったか。 

 

○集合研修・職場内研修・通

信研修を効果的に組み合わ

せた研修を実施したか。 

 

＜業務改善計画＞ 

○希望とやりがいをもって、

モチベーションを高く保

ち、組織一体となって業務

を行うために、人事権の本

部一元化、役職（ポスト）

と資格（グレード）の関係

の見直し、全国異動の促進

とルールの見直し、明確な

キャリアパスの提示等に取

り組んでいるか。 

 

 

○基幹業務の着実な実施等の

ための体制確保に向けた人

事異動、能力・実績本位の

人事配置など、戦略的な人

事政策を行うとともに、人

事方針に基づき、全国異動

の推進を図っている。 

 

○事業実績をより反映した実

績評価ができるよう、人事

評価制度の評価項目等の見

直しを行っている。 

 

○滞納処分、適用調査等の業

務別研修などの集合研修と

職場内研修等を組み合わせ

て実施し、職員の育成を行

っている。 

 

○労働協約に基づき、団体交

渉を行うなど、健全で安定

した労使関係を維持してい

る。 

 

＜業務改善計画＞ 

○ブロック本部の人事権を本

部人事管理部に統合すると

ともに、全国異動の促進の

ために本拠地登録制度の見

直しを実施している。（平成

28 年４月から実施） 

また、意欲・実績ともに低

い職員に対し、厳正に対処

するため、降格基準を見直

すなど信賞必罰の人事評価

の徹底を図っている。（平成

28 年４月から実施） 

 

○キャリアパスに基づくキャ

リア形成、人事異動サイク

ルの明確化、給与のあり方

の見直し及び役職定年制度

や管理職への若手登用の促

進等について検討を進めて

いる。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

イ 業務別研修の質の向上のための研

修講師の育成 

ウ ＣＳ向上に向けた研修の充実 

エ 事務処理誤りの防止に向けた研修

の充実 

オ ｅ－ラーニングコンテンツの拡充 

 

④働きやすい職場環境の確立 

職員が健康で仕事と生活を両立でき

る働きやすい職場環境を確立するため、

以下に取り組む。 

ア 時間外勤務を縮減するとともに適

正な勤務時間管理を徹底する。 

イ 職員の安全の確保、健康の保持増進

をより一層図るため、過重労働者に対

する健康障害防止及びメンタルヘル

ス不調予防に関する対策を推進する。 

ウ ワークライフバランスを推進する

ため、第３期一般事業主行動計画を踏

まえ諸施策を確実に実施する。 

 

⑤健全な労使関係の維持 

民間労働法制下における健全で安定

した労使関係を引き続き維持する。 

 

＜業務改善計画＞ 

人事改革①～人事制度のあり方・職

員の活性化～ 

職員が希望とやりがいをもって、モ

チベーションを高く保ち、組織一体

となって業務に取り組める人事を

実現する。 

○組織一体化 

a)人事権の本部一元化 

・ブロック本部の人事権を本部人事管

理部に統合 

b)役職（ポスト）と資格（グレード）

の関係の見直し 

・本部・ブロック本部の統合、年金事

務所体制の見直しに伴い、国民接点

重視の観点から見直し 

・職責の困難度、特殊性を考慮した管

理職手当のあり方の見直し 

c)全国異動の促進とルールの見直し 

・組織一体化のため、現場相互間の異

動に加え、本部・現場間異動を促進 

・全国一括採用の下で全国拠点網を維

持するための全国異動を実施 

・現行の全国異動ルールの問題点の見

 

（登用試験実施状況） 

区 分 応募者 名簿登載者 

所 長 228 人（179 人） 66 人（ 64 人） 

管理職 348 人（232 人） 264 人（180 人） 

※（ ）内は平成 26 年度実績。 

 

（年金事務所長への登用時年齢） 

区 分 41～45 歳 46～50 歳 51 歳以上 合 計 

平成27年度 
１人 

( 1.8％) 
14 人 

(25.0％) 
 41 人 

(73.2％) 
 56 人 

試験導入前 
8 人 

( 5.0％) 
28 人 

(17.5％) 
124 人

(77.5％) 
160 人 

※ 登用試験合格による名簿登載時期と人事異動による年金事務所長への登用時

期は、異なる場合があるため名簿登載者の人数とは一致しない。 

 

（管理職への登用時年齢） 

区 分 36～40 歳 41～45 歳 46～50 歳 51 歳以上 合 計 

平成 27 年度 
21 人

(10.5％) 
133 人

(66.5％) 
40 人

(20.0％) 
 6 人 

(3.0％) 
200 人 

試験導入前 
 ８人 

( 1.9％) 
249 人

(58.2％) 
137 人

(32.0％) 
34 人 

(7.9％) 
428 人 

※ 登用試験合格による名簿登載時期と人事異動による管理職への登用時期は、

異なる場合があるため名簿登載者の人数とは一致しない。 

 

○女性職員の管理職登用 

女性が活躍できる職場として推進していくために、平成 27年度末の目標とし

て設定した管理職に占める女性の割合 13％の達成を目指し、女性職員の管理職

登用を積極的に推進しました。その結果、平成 28年４月時点では、13.2％（317

名/2,405 名）となっています。 

 

（管理職の登用状況） 

区分 管理職に登用した者 
転居を伴う異動に対し

て配慮した者 

平成 27 年度  200 人（100.0％） 15 人（7.5％） 

内

訳 

男 169 人（ 84.5％） 8 人（4.7％） 

女  31 人（ 15.5％）  7 人（22.6％） 

（参考） 

平成 26 年度 

 150 人（100.0％） 37 人（24.7％） 

内

訳 

男 136 人（ 90.7％） 31 人（22.8％） 

女   14 人（  9.3％）  6 人（42.9％） 

 

○正規職員への登用 

有期雇用職員のモラールの維持・向上及びスキルのある優秀な職員を確保する

ため、有期雇用職員から正規職員への登用を平成 28 年１月に実施しました。 

（正規職員への登用状況） 

応募者 登用者 

1,029 人（1,762 人） 106 人（165 人） 

※（ ）内は平成 26 年度実績。 

 

づく取組を推進しています。  

  

⑤労使関係については、労使間のル

ール（労働協約）に基づき団体交

渉を行うなど、健全で安定した労

使関係を維持しています。 

 

 

＜業務改善計画＞ 

人事改革①～人事制度のあり

方・職員の活性化～ 

○業務改善計画どおり、人事権の一

元化を図りました。引き続き、役

職と資格の関係について国民接

点重視の観点から必要な見直し

を図るとともに全国異動につい

て促進していきます。 

 

○引き続き、キャリアパスに基づく

キャリア形成、人事異動サイクル

の明確化、給与のあり方の見直

し、研修制度の充実を図っていき

ます。 

 

○引き続き、非正規職員の活性化等

の取組の検討を進めていきます。

 

○女性の活躍推進については、女性

役員の内部からの登用や平成 27

年度の女性管理職登用の目標達

成などを実現しました。引き続

き、女性の活躍を推進していきま

す。 

 

○今後とも、役職員に対する信賞必

罰の人事評価を行っていきます。

 

○人事評価制度を見直し、意欲や能

力の高い職員に対して処遇を厚

くし、意欲・実績ともに低い職員

には厳しい処遇となるよう、メリ

ハリのある評価を実施するなど、

優秀な人材を育成していきます。

 

○管理職のあり方を見直し、優秀な

管理職を育成していきます。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

直し 

 

○希望とやりがい 

a)明確なキャリアパスの提示 

・専門職とゼネラリスト別のキャリア

パスの提示 

・役員を展望しうるキャリアパスの提

示 

・執行役員制度の検討 

・職務に応じた人事異動サイクルの明

確化 

 

b)給与のあり方の見直し 

・管理職と一般職との給与逆転現象の

解消に向けた見直し（管理職手当と

一般職の時間外手当との関係のあ

り方） 

・地域調整手当等諸手当のあり方の検

討 

c)研修制度の充実 

・多様な研修制度の採用（外部機関、

学校、企業による研修（通学・合宿）、

海外の外部機関での勤務など） 

 

○非正規職員の活性化と依存の是正 

・非正規職員に対する無期化制度の活

用（地域限定職と位置づけ、主に事

務所窓口の専任担当者として育成） 

・評価の導入と意欲・成果に応じた処

遇 

・業務の効率化による派遣・外部委託

の活用 

 

○女性の活躍推進 

・女性活躍のための多様なキャリアパ

スの提示（若年女性職員の増加を踏

まえた長期的な女性管理職比率の

設定） 

・女性が活躍する分野の拡大と女性管

理職育成プログラムの確立 

・女性役員の登用 

 

 人事改革②～人事評価制度の見直

し・管理職の活性化～ 

お客様のために努力する職員を高

く評価し、リーダーシップや専門性

の高い職員を養成することで、国民

の年金を確実に守る人材を育成す

 

○有期雇用職員の無期雇用への転換 

有期雇用職員がこれまでに培ってきた業務の経験を活かし、年金相談窓口業務

等の安定した業務運営を行うために、業務体制の維持を図るとともに、労働契

約法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 56号）の趣旨を踏まえ、有期雇

用職員の無期雇用への転換を実施しました。 

 

（無期転換試験の実施状況） 

応募者 合格者 

793 人(3,993 人) 353 人(2,498 人) 

※１ （ ）内は平成 26年度実績。 

※２ 平成 28 年４月には、前年度合格者を含め 485 人の有期雇用職員について、

無期雇用への転換を行っている。 

 

○正規職員の新規採用 

退職者の欠員補充のため、平成 27年４月に新卒者 260 名を採用しました。（平

成 28 年４月は新卒者 241 名を採用） 

 

○有期雇用職員の採用 

基幹業務等への対応に必要な体制を確保するため、欠員状況を踏まえ随時採用

しました。 

 

（採用状況） 

区 分 採用人数 備考 

特定業務契約職員 3,408 人 本部、ブロック本部毎に随時採用 

アシスタント 

契約職員 
222 人 

本部、ブロック本部、事務センター、

年金事務所毎に随時採用 

合 計 3,630 人  
 

○評価者に対しての研修 

人事評価の公平性・公正性・納得性を高め、評価スキルの向上を図るため、人

事評価の目的の再確認、評価内容の変更点、目標設定や面談の実施方法等を内

容とした評価者研修を実施しました。 

・本部のグループ長及びブロック本部・年金事務所・事務センターの拠点長等

の拠点代表に対して、一次評価者研修を実施。 

・年金事務所・事務センターにおいては一次評価者研修に参加した拠点代表に

よる伝達研修を実施。 

・新任管理職 235 名に対して人事評価研修を実施。 

 

○被評価者に対しての研修 

人事評価制度の理解と定着を図るため、階層別研修を利用した被評価者研修を

実施しました。 

 ・新入構員研修（260 名受講） 

 ・若手職員研修（192 名受講） 

 ・中堅職員研修（407 名受講） 

 ・正規職員登用者研修（106 名受講） 

 

○事業実績評価の実施 

年金事務所及び事務センターの事業実績をより反映した実績評価ができるよ
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

る。 

 

○信賞必罰の人事評価 

a)役員への評価の厳格化 

b)意欲・実績ともに低い職員への厳正

な対処 

・低評価が継続している職員を対象

に、再生プログラムの提示と降格の

実施 

・降格制度の見直しと厳正な運用 

c)３６０度アセスメントの導入 

・管理職の適格性の指標として活用 

 

○人材育成 

a)成果とプロセスのバランスのとれ

た評価 

・能力評価と実績評価の一体化 

・絶対評価に基づく相対配分方式の導

入 

・評価の合議制の義務付け 

b)働く意欲に結びつく、メリハリのつ

いた評価と処遇の実現 

・賞与配分、評価分布の見直し等 

 

○管理職のレベルアップとリーダー

シップの確立・強化 

a)役職定年制度と早期退職募集制度

の導入 

・一度管理職になると一律に定年まで

役職にあり続けることの是正とポ

ストの検討 

〔役職定年年齢(案)〕 

管理職Ａ群…55 歳管理職Ｂ群…57 

歳管理職Ｃ群…60 歳 

〔早期退職募集制度(案)〕 

募集により原則として毎年実施、年

齢等の要件は募集時に設定 

 

b)管理職への若手登用の促進 

・試験に限定している登用制度の見直

し(弾力化) 

・管理職の負担軽減と若手育成のため

「課長代理」「主任」を設置 

c)管理職育成プログラムの導入 

・現在の業務スキル向上を中心とした

研修体系に加え、民間企業との人事

交流や体験学習を組込み、直に体験

することにより管理者としての意

う、事業実績に係る評価項目と評価指標の見直しを行いました。 

・委託業務の適正な管理に資するため、事務センター長の評価指標に、届書の

外部委託に関して「委託実績の管理」及び「委託業者の管理」を追加しまし

た。 

 ・年金事務所の重点項目を平成 26 年度に引き続き「国民年金収納対策」とし、

また、早急に根絶する取組が必要な「事務処理遅延」、「書類の紛失」、「誤送

付・誤送信・誤交付」についても平成 26年度同様に、「事務処理誤り等の再

発防止」として評価項目とすることで、機構の重点事項に応じた評価内容と

しました。 

 

○集合研修 

「求められる職員像及び管理職員像」にかなう職員の育成を目指し、以下の研

修を実施しました。 

 

＜階層別研修＞ 

・新入構員研修（１回 260 名受講） 

・正規登用者研修（１回 106 名受講） 

・採用５年目研修（30回 1,351 名受講） 他 

＜業務別研修＞ 

・滞納処分実務研修（新任担当者コース）（２回 119 名受講） 

・適用調査研修（スタッフ）（20回 990 名受講） 他 

＜共通研修＞ 

・人材育成推進者研修実施（２回 80 名受講） 

＜ブロック本部で実施する本部主催の集合研修＞ 

・管理職マネジメント研修（９回 362 名受講） 

・事務処理品質向上研修（23 回 898 名受講） 他 

 

○職場内研修 

個人情報保護や情報セキュリティ等、全職員に確実に周知しなければならない

事項にかかる以下の研修を通年で実施しました。 

・リスク・コンプライアンス研修（21,585 名受講） 

・倫理研修（21,067 名受講） 

・ハラスメント研修（20,968 名受講） 

・個人情報保護研修（21,325 名受講） 

・情報セキュリティ研修（23,619 名受講） 

・労務研修（20,708 名受講） 

 

○内部資格認定試験 

業務のプロフェッショナルを目指し、自ら学ぶ職員を育成するため、年金実務

２級及び年金実務１級（保険料徴収/適用調査/年金相談）の内部資格認定試験

を実施しました。（受験者 1,804 名／合格者 1,230 名） 

 

○情報セキュリティ研修 

不正アクセスによる情報流出事案を受け、情報セキュリティインシデント発生

時の対応方法の習得、個人情報保護の取組及び情報セキュリティへの組織的対

策を徹底するため以下の研修を随時実施しました。 

・平成 27年６月、本部グループ長以上職員に対して緊急の情報セキュリティ

研修を実施。（３回 97名受講） 

・平成 27年６月、各拠点において標的型攻撃に関する攻撃者の手口と対処方
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識を醸成するためのプログラムを

導入 

 

 

 

法等を追加したテキストによる情報セキュリティ研修を実施。（21,265 名受

講） 

・平成 27年６月 22 日以降、研修センターで行う全ての研修に情報セキュリテ

ィに関する講義を追加。（49 回 2,344 名受講） 

・平成 27年９月、本部幹部職員に対して、リスク管理や危機管理のあり方な

どのセキュリティマネジメントに係る研修を実施。（２回 131 名受講） 

・平成 27 年 11 月～12 月、各ブロックの所長会議又は副所長会議を利用し、本

部の幹部職員と同様に、リスク管理や危機管理のあり方などのセキュリティ

マネジメントに係る研修を実施。（９回 482 名受講） 

 

○全ての集合研修において研修回顧アンケートを実施し、それぞれの研修のレベ

ルアップ・改善（講義内容、教材の改善、講師のスキルアップ等）に努めまし

た。 

 

【別表 17：研修体系】 

 

○新たに年金事務所長となる職員を対象として、「新任所長研修」を実施し、拠

点長としての自覚の醸成や職員のマネジメント力の強化を図りました。（２回

74 名受講） 

また、事務センター長、年金事務所長を対象として、「管理職マネジメント研

修」を各ブロック本部で実施し、拠点長としてコンプライアンスを遵守させる

責任や意識の向上について学ぶことでマネジメント能力向上を図りました。

（合計 362 名受講） 

 

○研修講師育成講座（基礎）のテキスト及びＤＶＤ教材を各ブロック本部へ配付

し、研修や説明会等の前に必要に応じて学習できるようにしました。また、専

門的な年金相談の研修を行う講師を養成するための「年金相談研修講師養成研

修」を実施し、研修講師を務める職員の知識・技術の向上に伴う研修効果の向

上を図りました。（２回 25 名受講） 

加えて、ブロック本部や事務センターの担当者向けに、障害年金業務の資質向

上と業務の共通化を図るため、「障害年金事務研修」を新設し実施しました。（２

回 97 名受講） 

 

○新たにＣＳ推進の担当者となった者が、ＣＳに必要な知識と技術を学習し、所

属の拠点のＣＳ向上に活かすことを目的とした「ＣＳ研修」（１回 80 名受講）

及び各拠点や管轄地域の CS を推進する指導者育成のための「ＣＳ指導者研修」

を実施し、高齢者体験、障害者介助などの体験学習を取り入れるなどして、お

客様から信頼を得るための意識の醸成と取組の徹底を図りました。（１回 60 名

受講） 

 

○各拠点の代表管理職を対象に「事務処理品質向上研修」を民間企業で全体品質

管理（ＴＱＣ）の経験のある外部講師を招いて実施し、事務処理誤りの要因や

ミス防止策などに対する管理職の役割や取組について受講させるとともに（11

回 471 名受講）、受講者が各拠点の全管理職に対して、職場内研修を実施し、

事務処理誤り防止策の強化を図りました。  

 

○新規採用内定者（260 名）に対して、「新卒採用の内定者向けコンテンツ（ｅ－

ラーニング）」を提供し、基本的な年金知識を学習させることにより、新規採

用時の新入構員研修における知識習得の効果向上を図りました。また、「基礎
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課程」及び「応用課程」についてはコンテンツを全面的に見直しました。 

・基礎課程（通年 8,108 名受講） 

・応用課程 

保険料徴収コース（通年 3,592 名受講） 

適用調査コース （通年 3,634 名受講） 

年金相談コース （通年 3,641 名受講） 

  ※受講者数は年度末時点の人数 

 

○36 協定の遵守をはじめとした勤務管理に関する指示文書を適宜管理者及び協

定の対象となる一般職に対して発出し、適正な勤務時間管理の徹底を図りまし

た。 

 

○職員の安全の確保、健康の保持増進をより一層図るため、時間外勤務時間実績

表を毎月各拠点へ送付し、長時間労働者に対しては産業医による面接指導を実

施しました。 

また、メンタル不調者に対するラインケアの充実を図るため、管理者向けのメ

ンタルヘルス研修を実施するとともに、新たに職員が自らのストレス状況を把

握し、適切なセルフケアを行うためのストレスチェックを全職員を対象に実施

しました。 

 

○健康保険組合と連携して人間ドック、健康診断のオプション健診及びインフル

エンザ予防接種の費用補助を実施しました。 

 

○ハラスメント防止に関する意識等を高めるために、下記のとおり研修を実施し

ました。 

ⅰ人事企画室主催の研修（「ハラスメント」について講義） 

  ・管理者研修、採用５年目研修、新入構員フォローアップ研修 

ⅱ本部管理職研修（参事役以上の役職員） 

  ・テーマ「セクハラ・パワハラ防止研修」 

ⅲブロック本部からの要請によるハラスメント相談員を対象とした研修 

  ・テーマ「ハラスメント相談の受け方」 

 

○次世代育成支援対策推進法により策定した「第３期一般事業主行動計画（計画

期間：平成 27 年４月から平成 30年３月）」に基づき、職員が安心して仕事と

家庭の両立ができる職場を目指して以下のとおり実施しました。 

・平成 27年度から、全ての拠点において職場内研修として労務研修を実施し、

育児休業等の取得促進に資するよう各種休暇制度の周知を行いました。 

 

（平成 27年度中に育児休業を取得した職員の状況） 

育児休業を取得 

した男性職員数 
22 人 

出産した 

女性職員数(A) 

育児休業を取得 

した女性職員数(B) 

取得率 

(B)／(A)×100 

229 人 219 人 95.63％ 

  

  

 

 

 

   

（参考）第 3期一般事業主行動計画の目標 

    ○計画期間中に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする。 

      男性・・・計画期間中に取得者 20 名以上 

      女性・・・計画期間中の取得率を 90％以上 
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○機構の全国的な労働組合組織である２つの労働組合と締結している「労使間の

取扱いに関する基本協約」（労働協約）に基づき、職員の労働条件に関し団体

交渉を実施するなど、適切な労組対応を行っています。 

 

   

○組織一体化に向けた職員意識の醸成、一元的な若手人材の発掘・登用を推進す

るため、平成 28年１月及び２月にブロック本部の人事担当者の一部を本部へ

先行異動させ、同年４月にブロック本部の人事権を本部に完全統合しました。 

 

○本部とブロック本部の統合や年金事務所体制の見直しなどの組織再編に伴い、

現行の役職（ポスト）と資格（グレード）の関係について、国民接点重視の観

点からの見直しに着手しました。 

 

○管理職手当については、同一の役職（ポスト）であっても職責に応じたものと

なるよう、手当のあり方の見直しに着手しました。 

 

○全国異動について、職員の個別事情に配慮しつつ、組織一体化の観点からの本

部・拠点間の人事異動を促進するとともに、全国拠点網維持のため引き続き拠

点相互間の異動を行う方針を、平成 28 年３月に職員に周知しました。 

 

○キャリアパスの提示について、役員に現場職員を登用し、キャリアパスの道筋

をつけるほか、専門職とゼネラリストのキャリア形成案を作成するとともに、

専門職制度等の具体的な検討に着手しました。 

 

○現行の画一的な人事異動サイクルについて、職務に応じた人事異動サイクルへ

の見直しの検討に着手しました。 

 

○新入構員の現場研修は、多くの業務を経験させることで能力開発を行い、多種

多様な業務に対する考え方や自己の業務適性を理解させて、成長促進を図るこ

とを目的として、採用初年度に主要４業務（厚生年金適用、厚生年金徴収、国

民年金、年金相談・給付）を実習により経験させることを決定し、４月から総

合コースを開始しました。 

 

【別表 18：日本年金機構のキャリア形成に向けた取組】 

 

○一般職の時間外勤務手当を含めた給与が管理職の給与を超える逆転現象の主

要な要因の一つとなっている時間外勤務について、その適正な運用を図る検討

に着手しました。 

 

○組織一体化の観点から、地域調整手当等諸手当のあり方の検討に着手しまし

た。 

 

○統一的・体系的な研修体系を整備し、人材育成を強化するため、平成 28 年４

月に本部に「人材開発部」を設置しました。 

 

○職員が希望とやりがいを持って能力向上に努めるよう、職員の研修制度（外部

機関、学校、企業による研修（通学・合宿）、海外の外部機関での勤務など）

の拡充の検討に着手し、平成 28 年度研修計画を策定するとともに、平成 28 年
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４月から民間企業等との人事交流を拡大しました。 

 

【平成 28年４月からの人事交流等の拡大】 

  ①民間他企業への出向（新）  ２名 

  ②海外政府への職員派遣（新） １名 

  ③厚生労働省等との人事交流  16 名増（合計 52 名） 

 

○非正規職員の活性化のため、無期化制度の活用と新たな給与体系や人事評価の

導入についての検討に着手しました。 

 

○女性職員の活躍推進のため、以下の取組を行いました。 

・平成 28年１月から、女性役員を内部から登用 

・平成 28年４月１日の人事異動時点において、平成 27 年度の女性管理職比率の

目標（13％）を達成 

・平成 28年度の女性管理職比率の目標を「13.5％」と設定した上で、平成 28 年

３月に一般事業主行動計画として東京労働局へ提出 

・平成 28年４月から、本部に女性サポート専門部署を設置 

・女性職員育成プランを策定し、平成 28年度から実施 

・女性にふさわしい管理職ポストの検討に着手 

 

○役員への評価については、平成 27 年度の下期賞与から厳格化しました。 

 

○意欲や能力の高い職員には処遇を厚くし、意欲・実績ともに低い職員には厳し

い処遇となるよう、評価分布、評価結果の昇給（降給）への反映及び評価結果

の賞与支給月数への反映の見直しを行いました。 

 

○評価の厳格化による降格対象者の選定及び低評価が続いている職員を対象と

した能力改善プログラム（研修、指導、経過観察）を実施する方針を決定しま

した。 

 

○意欲・実績ともに低い職員に対し、厳正に対処するため、平成 28 年４月から

降格基準を見直し、改善が見られない場合の降格を厳正に実施することとしま

した。 

 ・管理職の降格基準：Ｄ評価１回に加え、同一等級通算５回Ｃ評価 

 ・一般職の降格基準：同一等級Ｄ評価２回に加え、同一等級通算５回Ｃ評価以

下 

 

○管理職に対する「マネジメントの質の向上」と「行動の自己改善の促進」を図

るための適格性の指標として、「360 度アセスメント（上司、同僚、部下から

の多面的なアセスメント）」を平成 28 年度から実施する方針を決定しました。 

【別表 19：信賞必罰の人事制度について】 

 

○お客様のために努力する職員を適切に評価するため、以下の人事評価制度の見

直しを行い、平成 28 年４月から運用を開始しました。 

・能力と実績のバランスのとれた評価の実現 

・全て相対評価であった評価方法について、一次評価を点数のみの絶対評価と

し、適正な評価を行うために、各拠点において評価調整会議（管理職による

合議）の実施を義務付けた上で、二次評価はその順位付けを基に、定められ

た相対分布に応じた評語の配分を行う方式を導入 
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○意欲や能力の高い職員には処遇を厚くし、意欲・実績ともに低い職員には厳し

い処遇となるよう、メリハリのある、働く意欲に結びつく人事評価制度とする

ため、以下の見直しを行い、平成 28 年４月から運用を開始しました。 

・５段階評価（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）の評価分布について、管理職、一般職ご

とに期待される役割や在級期間の位置付けを勘案した上で、評価のウエイト

を見直し、例えば管理職においては、Ｂ評価のウエイト 60％のうち、Ａ評価、

Ｃ評価以下に各５％を再配分しました。 

・最高評価（Ｓ）と最低評価（Ｄ）で明確な差がつくよう賞与支給月数を設定

しました。 

 

○一度管理職になると一律に定年まで役職にあり続けることの是正とポストの

検討により、管理職全体の若返り・新陳代謝を早め、組織の活性化を図ること

とし、そのための役職定年制度の平成 28年度末の導入、早期退職募集制度の

平成 29 年度末の導入に向けて、検討に着手しました。 

 

○管理職への若手登用を促進するため、管理職登用試験の見直しに着手しまし

た。 

 

○優秀な管理職を育成するため、ライン管理職に若手のポストを設けることの検

討に着手しました。 

 

○管理職育成のため、マネジメント研修の研修カリキュラムへの導入と外部研修

の参加についての検討に着手しました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

３．情報公開の推進   
 

 
評価：Ｃ 

     

①年次報告書（アニュアルレポート）の

作成・発行 

日本年金機構がこれまで取り組んで

きた課題への対応状況や業務運営、組織

及び報酬をはじめとする役員に関する

情報等についての年次報告書(アニュア

ルレポート)を作成し、公表する。 

 

②事務処理誤り等の公表 

事務処理誤りを原因別などに類型化

し、その内容と件数をグラフ等を活用し

て毎月公表する。 

また、解明中の案件についてもその件

数等を年次で公表する。 

なお、お客様に相当の影響を与える恐

れのある事務処理遅延等については、迅

速性を確保するため、本部による公表に

加えて影響のある地域においても、ブロ

ック本部等により公表する。 

 

③その他業務運営に関する情報の公表 

業務方法書等の諸規程、役職員に関す

る情報、事業計画、その他日本年金機構

法に基づき公表が義務付けられている

情報について、ホームページへの掲載等

により広く適切に公表する。また、業務

運営の透明性を確保するため、契約に関

する情報等についても、適切に公開す

る。 

＜業務改善計画＞ 

情報開示の抜本的な見直しについ

て～情報開示・共有の促進～ 

透明性を確保し、お客様に安心いた

だける組織づくりのため、情報開示

体制を見直すとともに、組織内及び

厚生労働省との間の情報共有を強

化する。 

◎情報開示の促進 

○情報開示の担当部署と担当理事の

設置（理事はコンプライアンス及び

監査も担当） 

○モニタリングシステムの構築と監

査機能の活用 

・届書等の受付進捗管理システム、お

○日本年金機構のこれまで取り組んできた課題への対応状況や業務運営、組織及

び報酬をはじめとする役員に関する情報等についてお伝えするため、アニュア

ルレポート（年次報告書）を平成 28 年３月に作成し、公表しました。 

作成に当たっては、単年度の業務実績を中心に掲載してきた従来のアニュアル

レポートを見直し、機構にとっての重点課題を挙げて、これらの課題に対する

機構設立時からの対応状況や今後の取組も掲載しました。 

①アニュアルレポートについては、

機構にとっての重点課題を挙げ

て、これらの課題に対する機構設

立時からの対応状況や今後の取

組も掲載・公表したところであ

り、平成 28 年度もより分かりや

すい内容となるよう見直しを行

っていきます。 

 

②事務処理誤りの公表については、

事務処理誤りの発生状況等が分

かりやすいよう月次公表及び年

次公表の様式変更を行いました。

今後も、業務改善計画に基づき、

透明性を確保する観点から、情報

公開の取組を進めていきます。 

 

③公表が必要な事項について、諸規

程や事業計画に基づき、適時、適

切な情報公開を行っています。 

 

＜業務改善計画＞ 

◎情報開示の促進 

○情報開示に係る組織体制を整備

するとともに、モニタリングシス

テムの構築、情報開示ルールの一

元化などに着手したところであ

り、引き続き、情報開示の促進に

取り組んでいきます。 

 

◎組織一体化のための情報共有の

促進 

○組織一体化のための情報共有の

促進については、事業推進役（地

域マネージャー）をキーマンとす

る本部情報の伝達及び現場情報

の吸収の仕組みを構築したとこ

ろであり、今後とも、本部と現場

間の情報共有の促進に取り組ん

でいきます。 

 

○業務報告を実施し、現場からの迅

速な把握に取り組んでいます。 

 

○経営企画部を本部内情報共有の

責任部としたことで情報の共有

＜業務改善計画＞ 

○情報開示を促進するための

組織体制や情報開示規程の

整備、機構内における情報

共有強化のための取組を進

めたか。 

 

○アニュアルレポートは、国

民目線のわかりやすい内容

のものとなっているか。 

 

○事務処理誤り等の公表につ

いて、適時・適切な公表が

行われたか。 

 

 

＜業務改善計画＞ 

○情報開示のあり方を抜本的

に見直すため、以下の取組

を行っているが、透明性を

確保し、国民に安心いただ

ける組織づくりのため、よ

り一層の取組が必要であ

る。 

・情報開示の一元化を図るた

め、平成 28 年１月から情報

開示担当理事、平成 28 年４

月から担当部署（リスク統

括部）を設置 

・本部と現場間の情報共有を

図るため、平成 28 年４月か

ら、地域部の事業推進役（地

域マネージャー）を配置 

・報告もれ等の防止を図るた

め、平成 28 年４月から、人

事評価上の手当てを実施 

 

○アニュアルレポートについ

ては、機構の重点課題への

取組を掲載する等、内容の

充実が図られている。 

 

○事務処理誤り等の公表につ

いては、適時・適切に行わ

れている。 

 

 

○事務処理誤りについては、お客様対応や事務処理対応が完了した時点で順次整

理し、個別の内容を公表するほか、「誤り区分」や「制度別の発生状況」など

分類化したデータをグラフ化する等、全体の状況が分かりやすい公表に努めて

います。 

なお、平成 26年度分の年次公表及び平成 27 年９月分の月次公表から事務処理

誤りの発生状況を分かりやすくするよう、公表する各事案の発生がいつだった

のかを年度別に分類するようにしました。 

また、平成 26 年度分の年次公表から、お客様対応が完了していない解明中の

案件についても件数等を公表しました。 

 

○加入者（被保険者）、受給待機者、年金受給者及び事業主に相当の影響を与え

る恐れのある事務処理遅延等については、迅速性を確保するために、事務処理

の完了を待たずに、お客様の了解を得たものから個別報道発表案件として本部

による公表と併せて影響のある地域においても、ブロック本部より公表を行っ

ています。 

 

○業務運営に関する以下の情報を公表しました。 

 ・日本年金機構法に基づき公表が義務付けられている全ての情報をホームペー

ジに掲載しました。 

 ・事業に関するお知らせや人事異動、職員の制裁といった事業運営に関する事

項について、適宜適切にプレスリリースを行うとともに、ホームページに掲

載しました。 

 ・契約に関する情報についても、業務運営の透明性を確保する観点から適切に

公開しました。 

 

○情報開示の一元化を図るため、平成 28年１月から、情報開示担当理事を新た

に設置するとともに、同年４月からは、情報開示の担当部署として、情報を一

元的に管理する「リスク統括部」を設置し、情報の把握・調査・情報開示に至

るまでの一連の対応を統括する責任体制を確立しました。 

 

○平成 28年４月から、届書等の受付進捗管理システムやお客様対応業務システ

ムなどの各種情報等をリスク統括部がモニタリングし、その情報等に基づき監

査を実施することで事象の洗い出しを行い、問題点を早期に把握する体制の確

立に向けた検討を進めました。 

 

○機構運営の透明性及び国民の信頼を確保するため、機構の各種情報が適切に開

示されるよう、情報開示ルールの一元化に着手するとともに、人事評価上の手

当てを行うこととし、平成 28 年４月から運用を開始しました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

客様対応業務システムなどの各種

情報等をモニタリングし、問題点を

早期に把握する仕組みを構築 

・その情報に基づき監査を行うこと

で、事象の洗出しを行い、迅速に開

示 

○情報開示ルールの見直し・規定化 

○現行ルールを見直し、案件把握から

開示までの手続き等を明確化 

○「悪い知らせ」の報告を促すよう制

度を見直し 

・起きたことよりも報告しないことを

厳しく評価 

 

◎組織一体化のための情報共有の促

進 

○本部と現場の情報共有 

・現場管理統括部署の地域マネージャ

ー（仮称）を、情報共有のキーマン

とし、本部情報の伝達、現場からの

情報の吸収に責任を持つポストと

位置づけ 

・報道発表事項、マスコミ等に取り上

げられた事項については、お客様か

らの照会対応を円滑に行えるよう、

原則として即日現場への連絡を徹

底 

・情報共有ツールとしてＴＶ会議シス

テムを導入 

○現場からの日次での業務報告の実

施 

○本部内の情報共有 

・本部内の情報共有の責任部を経営企

画部と位置づけ 

・主要課題についての各部の対処・共

有状況を常勤役員会に報告 

 

◎厚生労働省との情報共有の強化 

・組織的に継続して取り組むべき課題

の進捗管理表を作成し、年金局と共

有するとともに、年金局と機構の定

例連絡会議で報告 

・役員等幹部を含めたそれぞれのレベ

ルでの報告・連絡・相談ルールを明

確化 

・年金局と機構との連携、相互理解を

促進するため、年金局職員と機構職

員の相互の人事交流を拡大 

○組織としての一体感を醸成するため、本部と現場間の情報共有促進策として、

以下の取組に着手しました。 

・平成 28年４月より、地域部の事業推進役（地域マネージャー）を本部と現

場間の情報共有のキーマンとし、本部情報の伝達及び現場からの情報の吸収

に責任を持つポストと位置付け 

・事業推進役（地域マネージャー）は定例的に拠点訪問を行い、拠点長及び拠

点職員との意見交換及びルールの徹底状況を確認し、その結果について、月

１回程度本部役員へ報告 

・報道発表事項、マスコミ等に取り上げられた事項について、お客様からの照

会対応を円滑に行えるよう、平成 28 年１月から、原則として即日現場への

連絡を徹底 

・情報共有ツールとしてＴＶ会議システムの導入の検討に着手 

 

○お客様対応の状況など現場で起きている主要な事柄を迅速に把握するため、平

成 28 年４月から、拠点長からの日次での業務報告を開始しました。 

 

○各部間の情報共有に加え、平成 28 年１月以降、経営企画部が各部門の動きを

より一層把握し、必要な情報共有が本部内及び厚生労働省との間で行われてい

るか確認を行うとともに、主要課題についての各部の対処状況を常勤役員会に

報告する仕組みを構築しました。 

 

○厚生労働省との情報共有促進策として、平成 27 年 10 月から、以下の取組に着

手しました。 

・組織的に継続して取り組むべき課題の進捗管理表を作成し、年金局と共有す

るとともに、年金局と機構の定例連絡会議で報告 

・役員等幹部を含めたそれぞれのレベルでの報告・連絡・相談ルールを明確化 

・年金局と機構との連携、相互理解を促進するため、年金局職員と機構職員の

相互の人事交流を拡大 

 

化が図られ、主要課題について適

切に常勤役員会に報告すること

ができました。 

 

◎厚生労働省との情報共有の強化 

○機構と年金局の情報共有につい

ては、年金局と機構の定例連絡会

議や幹部を含めた重層的な情報

共有の体制を構築しました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

４．個人情報の保護に関する事項   
 

 
評価：Ｃ 

     

①個人情報保護に対する職員の意識の

徹底 

・職員に対する個人情報保護の重要性及

び個人情報保護管理規程や関連法令

等の周知を一層徹底するため、全職員

を対象とした研修を効果的に実施す

る。また、職員向け研修用資料を充実

し、機構内報等を活用した啓発と併

せ、自己点検を継続的に行う。 

・各拠点で発生した個人情報漏えい事案

の背景や原因を分析した情報提供を

行うことにより、その教訓を活かした

再発防止策を具体的に徹底する。 

・誤送付等防止に向けた発送プロセスの

見直し等について検討する。 

 

②システム上の対策 

個人情報保護のため、生体情報認証に

よる厳格なアクセス制御、アクセス内容

の監視、個人情報に関わる業務を委託す

る場合における厳格な委託先の選定と

業務の監督等を適切に行う。 

 

③セキュリティ対策の実施 

プライバシーマークの基準を踏まえ

つつ、個人情報保護管理推進３か年計画

（計画期間：平成２６年度～２８年度）

の個人情報保護管理・セキュリティ対策

を実施する。 

 

④外部委託先における個人情報の管理 

個人情報に関わる業務を外部委託す

る場合においては、事業者に個人情報の

管理体制を証明する書類の提出を求め、

入札に参加する要件の有無を判定する

とともに、委託業務実施後においては、

個人情報の管理体制を確認するため効

果的・効率的に立入検査を実施し、的確

に委託事業者を監督する。 

 

⑤内部監査によるチェック 

個人情報の保護・管理に関する各種施

策について、内部監査等により実施状況

を適宜把握し、改善に係る取組が有効に

機能しているかを検証する。 

 

○平成 27年５月に、不正アクセスによる情報流出事案が発生し、国民の皆様に

ご迷惑とご心配をお掛けしました。これを踏まえ、「不正アクセスによる情報

流出事案に関する調査委員会」を設置し、原因究明や再発防止策の検討に取り

組みました。さらに、厚生労働省における「検証報告書」（日本年金機構にお

ける不正アクセス事案による情報流出事案検証委員会）等の各種報告書を踏ま

え、セキュリティ対策や個人情報対策を含む「業務改善計画」を策定したとこ

ろであり、これに基づく対策を進めています。 

 

○不正アクセスによる情報流出事案のほか、誤送付、誤送信等の機構職員によ

る個人情報の不適正な取扱の件数は平成 26 年度と比較して減少しています

が、これら事務処理誤りの根絶を図るため、事務処理遅延・誤送付等防止チェ

ックシートの活用や本部監査部が実施する無予告特別監査における指摘及び

事務処理誤りの再発防止に向けた対策への取組状況の確認を行うなどの取組

の徹底に努めます。 

 

平成 27 年度：110 件（平成 26 年度：148 件） 

 

○職場内研修において、研修計画に基づき、「情報漏えいの防止」、「守秘義務」、

「業務目的外の閲覧禁止」という機構職員としての個人情報保護の基本的な考

え方及び個人情報の適切な取扱（保有制限、安全確保の措置等）を理解させる

とともに、所掌業務で取り扱われる個人情報の範囲や取扱上の留意点を把握・

徹底させることを目的として、年１回以上、全職員を対象に個人情報に関する

研修を実施しました。また、コンプライアンス、個人情報保護、情報セキュリ

ティに対する機構職員の意識の向上を目的として、月１回自己点検を実施し、

さらに、発生しやすい主な事例を基とした点検項目を追加した重点自己点検を

年２回実施し、点検の実施結果及び改善指示を行いました。 

 

○個人情報漏えい事案の発生を確認した際、その内容を職員及び委託業者に対し

て周知し、個人情報等を含む重要情報の適正管理について徹底を行いました。 

 

○年金事務所から事務センターへの定型的な発送業務について、職員から発送業

務に精通した委託業者による発送を推進し、本部が行う拠点への立入指導時に

おいて取組の徹底状況の確認・指導を実施しました。 

 

○個人情報等を取り扱う基幹システムを利用する際の利用者認証において、生体

情報認証等による厳格なアクセス制御を行っています。 

個人情報を取り扱う委託業者の管理・監督を厳格に行うため、標準契約書に定

める個人情報管理の体制、委託業者における個人情報管理の確認方法及び確認

内容の報告について厳格な運用を改めて周知し、個人情報管理の強化を実施し

ました。 

 

○日常の個人情報保護に関するチェックの効率化・適正化として、年金個人情報

の目的外閲覧を防止するための氏名索引チェックを各拠点において全件実施

しています。（平成 27年度の目的外閲覧件数：18 件） 

 

○職員の個人情報保護意識のレベルアップとして、新たに採用された職員等に対

①～③不正アクセスによる情報流

出事案により個人情報の流出が

起こりましたが、流出の原因とし

て、インターネット接続環境下に

ある共有サーバに個人情報を置

くことに対するリスクへの認識

の甘さ、インシデント対応に関す

る具体的なルールの不存在、危機

に対応するリーダーシップの不

足等が指摘されています。これら

の要因は、従来より当機構の構造

的問題として指摘されてきたも

のであり、ガバナンス、組織風土

等の抜本的改革が急務であると

考えています。 

また、誤送信、誤送付等の事務処

理誤りの根絶にも引き続き努め

ていきます。 

 

④外部委託先における個人情報の

管理については、平成 27 年度の

取組に加え、平成 28 年度に全委

託先への点検を実施し、これを踏

まえて、個人情報に関する契約条

項を強化し、さらに立入検査の無

予告化などにより、委託先での個

人情報の管理体制の監督を強化

しています。 

 

⑤無予告による監査で実態把握が

行われ、什器などの設備改修が図

られるなど、個人情報の適切な管

理を進めています。 

 

＜業務改善計画＞ 

 情報セキュリティ対策の強化に

ついて 

○情報セキュリティ対策強化のた

めの体制整備については、理事長

を本部長とする情報管理対策本

部の下で情報セキュリティ対策

を一元的に管理することとし、情

報管理対策室、機構 CSIRT を設置

するなど一定程度の成果を上げ

たところです。今後、現場の職員

一人一人まで、国民の重要な個人

＜業務改善計画＞ 

○実効性のある情報セキュリ

ティ対策により、個人情報

の保護に努めたか。 

 

○情報セキュリティに関する

役割・責任・権限を明確に

するとともに、役職員の危

機意識の向上、運用ルール

やインシデント発生時の対

処手順の徹底を図るため、

情報セキュリティポリシー

の整備、職員研修の充実及

び監査体制の整備を実施し

たか。 

 

○誤送信、誤送付等の事務処

理誤りの再発防止に努めた

か。 

 

○全職員を対象とした効果的

な研修、生体情報認証によ

る厳格なアクセス制御やア

クセス内容の監視及び個人

情報保護管理推進３か年計

画に基づく個人情報保護管

理・セキュリティ対策の実

施を行ったか。また、外部

委託先における個人情報の

管理を徹底するための立入

検査を実施するなど、委託

事業者の監督に努めたか。 

 

 

＜業務改善計画＞ 

○不正アクセスによる情報流

出事案を受けて、情報セキ

ュリティ対策を含む業務改

善計画が策定され、これに

基づく対策が進められてい

る。これら対策は取組の過

程にあることから、引き続

き情報セキュリティ対策を

確実に推進することが必要

である。 

 

○情報セキュリティ対策強化

のための体制整備について

は、理事長を本部長とする

情報管理対策本部の下で情

報セキュリティ対策を一元

的に管理することとし、情

報管理対策室、機構 CSIRT

を設置している。 

 

○インターネットからの攻撃

をはじめとする情報セキュ

リティ上の脅威に対して強

固な情報システムの構築に

ついて取り組んでいるが、

引き続き進捗管理を徹底し

て推進されたい。 

 

○日本年金機構情報セキュリ

ティポリシーの改正や職員

研修の実施等により、情報

セキュリティに関する役

割・責任・権限を明確化し

ている。 

 

○誤送付、誤送信等の件数は

前年度と比較して減少して

いる。事務処理誤りの発生

防止のため、引き続き積極

的な取組を推進されたい。 

 

○職場内研修において、研修

計画に基づき、個人情報保

護の基本的な考え方及び個

人情報の適切な取扱を理解
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＜業務改善計画＞ 

 情報セキュリティ対策の強化につ

いて 

◎情報セキュリティ対策①～組織面

～ 

組織の一体性を確保し、実効性のあ

る情報セキュリティ対策を実現す

るための体制を構築する。 

○情報管理対策本部の設置 

・情報セキュリティ対策を一元的に管

理することで、リスク管理や情報セ

キュリティ対策に関する機構全体

のガバナンスの強化を図るため、理

事長を本部長とした「日本年金機構

情報管理対策本部」を設置（平成 27 

年 10 月１日設置済） 

○情報管理対策室の設置 

・情報管理対策本部の下で情報セキュ

リティ対策を確実に実施するため、

情報管理対策室（３グループ体制）

を設置（平成 27 年 10 月１日設置

済） 

○機構ＣＳＩＲＴの設置 

・情報セキュリティインシデントへの

即応性を向上させるため、情報管理

対策室（インシデント対策グルー

プ）を中心に本部内の即戦力のある

職員で構成する機構ＣＳＩＲＴを

設置（平成 27 年 10 月１日設置済） 

※CSIRT：Computer Security Incident 

Response Team（通称：ｼｰｻｰﾄ） 

○最高情報セキュリティアドバイザ

ーの設置 

・情報管理対策本部等に対して、情報

セキュリティ対策の推進に係る助

言等を行う高度な専門的知識・経験

を有する者（又は機関）を設置予定 

 

情報セキュリティ対策②～技術面

～ 

年金個人情報に対して攻撃が及ば

ないシステムとするため、独立した

インターネット環境を構築し、年金

個人情報を管理・運用する領域を基

幹システムに限定するとともに、機

構ＬＡＮシステムからのアクセス

制限による分離を徹底するなど、情

報システムのリスク評価・分析結果

して速やかに研修を実施し、個人情報保護の重要性について意識付けを徹底し

ています。 

 

○入札参加の要件として、情報セキュリティに関する書類の提出を求め、審査を

実施し契約締結しました。 

 

○個人情報に関する立入検査においては機構施設内で実施する外部委託業務も

対象とすると同時に、検査項目毎の具体的な根拠を確認することとし、検査の

実効性の強化を図りました。平成 27 年度中実施対象の 223 件について、全て

立入検査を実施しました。 

（年度別内訳：平成 27年度契約分 132 件、平成 26 年度契約分 79 件、平成 25

年度契約分 12 件の計 223 件） 

契約終了時においては、個人情報等の消去の申立書を徴取及び確認を対象 252

件全てに実施することにより、個人情報の漏えい防止の観点から的確に委託

事業者を監督しました。 

（年度別内訳：平成 27年度契約分 162 件、平成 26 年度契約分 71 件、平成 25

年度契約分６件、平成 24 年度契約分 13件の計 252 件） 

 

○平成 28年３月までに全年金事務所 312 拠点の一般監査を無予告で実施し、個

人情報を含む媒体の管理・保管状況を確認することで、不備事項については改

善を図りました。特に、氏名索引の適切な運用や私用の携帯電話等に係る持込

制限の管理状況を確認した結果の不適切な取扱については是正を要求し、直ち

に改善を図りました。 

 

情報セキュリティ対策について、国民の年金を最優先に守る観点から、サイバ

ー攻撃に対応し個人情報を保護できるよう、組織面、技術面、業務運営面など全

般的に見直し、抜本的かつ迅速に強化することとしました。 

 

○情報セキュリティ対策を重要課題と位置付け、平成 27年 10 月１日より、理事

長を本部長とし、各部門の理事等を本部員とした情報管理対策本部を設置し、

組織横断的な情報セキュリティへの対応体制を確立するとともに、迅速かつ的

確な情報セキュリティ対策を実施しています。 

 

○情報管理対策本部の所掌事務の実施に関する事務をつかさどる理事長直轄の

推進部署として、情報管理対策室を設置しました。 

 

○情報管理対策室には、情報管理グループ（情報管理対策本部の事務局、個人情

報の保護・管理、情報セキュリティに係る研修及び訓練内容の企画等）、情報

リスク分析グループ（リスクアセスメント調査・分析・評価、情報セキュリテ

ィに係る諸規程等の整備・運用・指導等）、インシデント対策グループ（平時

における脆弱性調査・情報取集等、有事における発生事案の調査・分析・対応

指示等）の３つのグループを置き、情報セキュリティの専門家からの指導・助

言等を受けつつ、実効性のある対策を推進しています。 

 

○統括情報セキュリティ責任者（情報管理対策室長）の下に、「機構 CSIRT」を

設置し、情報セキュリティインシデントに係る連絡調整や情報管理対策本部が

決定した方針を機構職員に適切に実行させるための指示・管理等の業務を行え

るようにしました。 

 

情報の保護に関する責任を自覚

し、ルールの内容と、いざという

ときに自らが何をすべきかの理

解を、迅速かつ徹底して深めてい

きます。また、組織としてインシ

デントを予防し、適切に対応して

いくための専門的な視点による

情報セキュリティ対策の司令塔

機能を強化します。 

 

○年金個人情報を扱う基幹システ

ム、機構 LAN システムをインター

ネット環境から区分して、より安

全に設計する方針としました。 

今後は、情報技術の進展や内外の

環境の変化等を的確にとらえ、そ

れに応じた情報セキュリティ対

策を適切に講じます。 

また、システムを構築するに当た

っては、業務の実態を踏まえた、

外部の専門家によるリスク評

価・分析を行う等、情報セキュリ

ティの確保を前提として業務環

境の整備に努めてまいります。 

 

○全役職員に対するセキュリティ

研修を年１回以上行うとともに、

インシデント対処手順に基づく

訓練を実施しました。今後、研修

結果をフォローアップしつつ定

期的な研修を行い、全職員を対象

とする訓練を実施することで、役

職員のセキュリティの意識付け

を定着させます。 

また、システムを構築するに当た

っては、業務の実態を踏まえつ

つ、外部の専門家によるリスク評

価・分析及びセキュリティ監査等

を踏まえて進めます。 

させるとともに、コンプラ

イアンス、個人情報保護、

情報セキュリティに対する

機構職員の意識の向上を目

的として、自己点検を継続

的に実施している。 

 

○個人情報等を取り扱う基幹

システムを利用する際、生

体情報認証等による厳格な

アクセス制御を行ってい

る。 

 

○無予告監査により個人情報

を含む媒体の管理・保管状

況を確認し、不備事項につ

いては改善を図るととも

に、外部の専門家による監

査を含め情報セキュリティ

対策に係る監査を実施する

ための検討等を進めてい

る。 

 

○個人情報を取り扱う委託業

者の管理・監督を厳格に行

うため、標準契約書に定め

ている厳格な運用を改めて

周知し、個人情報管理の強

化を図っている。 
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を踏まえ、各システムの入口・内

部・出口の多重の防御対策を実施す

る。 

 

○基幹システム 

メインフレームを主体とする基幹

システムはシステムアーキテクチャ

上の特性から情報セキュリティが確

保されていることを踏まえ、引き続き

インターネットには接続しないこと

とし、多重の防御対策を徹底 

a)年金個人情報専用の共有フォルダ 

・年金個人情報を収納対策等に使用す

る場合は、基幹システムの領域に年

金個人情報専用の共有フォルダを

設置して管理・運用 

・当該フォルダへのアクセスは窓口装

置(ＷＭ)のみ可能とし、ＬＡＮ－Ｐ

Ｃからは遮断 

・年金個人情報を含むファイルは自動

暗号化 

 

b)窓口装置(ＷＭ) 

・基幹システムへのアクセスを生体認

証及びＩＤ・パスワードにより管理 

・年金個人情報専用の共有フォルダへ

のアクセスは生体認証により管理 

・未知のウィルス検知機能の追加によ

る入口対策を強化 

 

○機構ＬＡＮシステム 

機構ＬＡＮシステムは、インターネ

ット環境から切り離したシステムと

し、窓口装置（ＷＭ）から機構ＬＡＮ

システムへのアクセスは業務上必要

な機能に限定 

a)機構ＬＡＮシステムはイントラネ

ットメール、グループウェア及びマ

ニュアル等を有するが、年金個人情

報は保有しない 

 

b)年金個人情報の保護強化の観点か

ら窓口装置（ＷＭ）から、機構ＬＡ

Ｎのグループウェア等を利用する

際は業務上必要な機能に限定 

 

c)運用管理（サーバ・端末） 

・セキュリティパッチを最新化、重要

機器の監視 

○また、事案発生時には、情報セキュリティインシデントへの即応性を向上さ

せるため、インシデント対策グループ員以外の情報管理対策室職員及び関係

部署からの支援要員（本部の即戦力のある職員に併任発令）を招集できる体

制を確保しています。 

 

○情報管理対策本部、情報管理対策室及び機構 CSIRT の運営並びに施策等の網

羅性及び有効性等の向上を目的として、情報セキュリティ専門家の立場から

支援を行う情報セキュリティ対策専門の支援業者を平成28年４月から設置で

きるよう、その業務範囲の検討や調達手続を進めました。 

 

○情報管理対策本部及び最高情報セキュリティ責任者（CISO）が情報セキュリテ

ィ対策の推進に係る意思決定を行う際に、高度の専門知識・経験に基づき助言

や支援を行う最高情報セキュリティアドバイザーを平成 28年４月から設置で

きるよう、その業務範囲の検討や調達手続を進めました。 

 

○新たに年金個人情報専用の共有フォルダ（以下「専用共有フォルダ」という。）

を機構 LAN システムから遮断された基幹システムの領域に構築し、そこで年金

個人情報を管理・運用することとしています。また、当該専用共有フォルダへ

のアクセスを限定し、年金個人情報のインターネット環境への移動も物理的に

制限することとしています。さらに、年金個人情報等を当該フォルダへ格納す

る場合は、自動的に暗号化設定を行う仕組みを導入することとしています。平

成 27 年度においては、専用共有フォルダの構築に係る基本方針や要件の検討

を進めました。 

  

○これまで窓口装置（ＷＭ）に対して実施してきた情報セキュリティ対策を継続

実施した上で、今後は専用共有フォルダの安全性を更に高めるため、基幹シス

テムへのアクセスと同様に、生体認証をもってアクセス可能な者を識別する仕

組みを導入し、より厳格なアクセス制御を行います。また、未知のウィルス検

知機能の追加により入口対策を強化することとしています。平成 27 年度にお

いては、これらの実現に向けて基本方針や要件の検討を進めました。 

 

○機構 LAN システムは、これまで実施してきた情報セキュリティ対策を継続実施

した上で、機構職員及び情報セキュリティ対策専門の支援業者により、業務の

実態を踏まえたリスク評価を行い、基幹システムやインターネット環境の領域

から分離した領域とする統一基準等に準拠した多重の防御策に係る基本方針

や要件の検討を進めました。 

 

○また、年金個人情報の管理・運用は、基幹システムの領域に限定し、機構 LAN

システムでは保有しないこととしました。窓口装置（ＷＭ）から機構 LAN シス

テムの利用は、業務上必要な機能に限定することとし、そのために必要な基本

方針や要件の検討を進めました。 

 

○システムの運用管理において、セキュリティパッチの最新化について、既知の

脆弱性を放置しないようオペレーティングシステムやソフトウェアに対する

最新のセキュリティパッチの適用を遵守するよう運用管理業者に指示し、適切

に最新化を行っています。 

 

○機構 LAN システムにおける管理者権限の適切な管理に当たっては、管理者権限

の不正利用を防止し、そのセキュリティレベルを向上する観点から、全てのパ
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

 

・ＬＡＮ－ＰＣの管理者権限のＩＤ・

パスワードを個別化、適切な管理 

 

○インターネット環境 

年金個人情報に対してインターネ

ットからの攻撃が及ばないよう、基幹

システム及び機構ＬＡＮシステムか

ら切り離し、防御対策を講じた安全性

の高いシステムを構築 

a)機能は、ＷＥＢ閲覧、インターネッ

トメールのみ 

b)インターネット専用ＰＣを設置（窓

口装置(ＷＭ)及びＬＡＮ－ＰＣか

らのアクセスは不可） 

○ねんきんネット 

・ねんきんネットについては、情報セ

キュリティの強化を図るため、多重

の防御対策を整備 

 

情報セキュリティ対策③～業務運

営面～ 

情報セキュリティに関する役割・責

任・権限を明確にするとともに、役

職員の危機意識の向上、運用ルール

やインシデント発生時の対処手順

の徹底を図るため、情報セキュリテ

ィポリシーの整備及び職員研修の

充実を図るとともに監査体制を整

備する。 

○情報セキュリティポリシーの改正

等 

a)情報セキュリティポリシーの改正 

・体制の整備、情報の保存方法、外部

委託における情報セキュリティの

確保及び標的型攻撃対策等、厚生労

働省情報セキュリティポリシーに

準拠しつつ、実効性のある内容に改

正 

b)情報セキュリティインシデント対

処手順書の制定 

・情報セキュリティインシデント発生

時に迅速かつ的確に対処するため、

具体的な手順を明確に規定 

c)関係規程の改正 

・情報セキュリティポリシーの改正等

に伴い関係規程を整備 

 

○情報セキュリティ研修等の実施 

スワードを変更し、継続的に変更していく運用に見直すとともに、不要な管理

者 ID を確実に消去する運用に着手しました。 

 

○重要機器の監視について、運用管理業者や情報セキュリティ対策専門の支援業

者の意見を踏まえながら、監視方法及び監視基準等を規定した上で、監視を行

っています。 

 

○インターネット環境については、基幹システム及び機構 LAN システムの領域か

ら分離した領域に、新たに専用の環境を構築するための基本方針や要件の検討

を進めました。 

 

○ねんきんネット等については、運用管理業者等により情報セキュリティ対策の

点検を行い、多重の防御策が講じられていることが確認されました。 

 

○日本年金機構情報セキュリティポリシー（以下「機構ポリシー」という。）や

各種手順書等は、業務改善計画に基づく情報セキュリティ対策の実施内容等に

合わせて、順次、改正を進めました。 

機構ポリシーは、統一基準や厚生労働省情報セキュリティポリシーに準拠し改

正を行うこととしており、それらに規定されている情報セキュリティ対策につ

いて、項目ごとに機構における取組の実情に照らし、適用の必要性等を検証の

上、改正を実施しました。 

 

○インシデント対処手順書を策定し、緊急時に対処にあたる組織、役割分担のほ

か、運用管理業者におけるインシデント対応とも連動した職員による具体的な

対処フローや機構内外の連絡体制を明確化しました。 

 

○情報セキュリティに対する危機意識を高め、適切な対応が取れるようにするた

め、以下の研修を実施しました。（Ⅲの２の②の情報セキュリティ研修を除く。） 

・情報管理対策室職員が、厚生労働省及び NISC 共催の「法人等理事及び所管

課室長対象の NISC セミナー」（平成 27年 10 月６日）、NISC 主催の「第２回

情報セキュリティ勉強会（情報セキュリティ監査）」（平成 27 年 11 月 20 日）

に参加しました。 

・本部各部門の職員が、厚生労働省主催の「情報セキュリティ研修」に参加し

ました。（平成 28 年１月７日） 

・機構ポリシーの改正及び関連諸規程の制定内容の周知徹底を図るため、機構

ポリシー等の改正内容を分かり易くまとめた手引きを作成して、各拠点ごと

に集合研修を実施しました。（平成 28 年３月） 

 

○機構 CSIRT に属する職員のインシデント対応能力向上のため、情報管理対策室

職員が、平成27年10月に総務省主催の研修（CYDER）に、同年11月にはWASForum

主催（内閣府共催）の「情報セキュリティ演習」に参加しました。また、機構

内での取組として、機構 CSIRT 要員に対して、情報セキュリティインシデント

対応の取組をリードできる人員の養成を目的とした「CSIRT 研修」を実施しま

した。 

 

○平成 28年３月には、情報セキュリティインシデント対処訓練を実施し、今回

制定したインシデント対処手順書の実効性及び機構内関係部署や関係機関（厚

生労働省含む）との連絡・報告体制に係る即応性を確認するとともに、インシ

デント対処にかかる運用ルールの徹底を図りました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

a)情報セキュリティ研修の実施 

・情報セキュリティ関係規程等への理

解を深め運用ルールを徹底するた

め、情報セキュリティ対策の内容や

サイバー攻撃の動向を踏まえた情

報セキュリティ研修を全職員に対

して毎年度１回以上実施（採用後３

か月以内に実施） 

・機構ＣＳＩＲＴに属する職員に対す

るインシデント対応能力向上のた

めの研修を実施 

b)情報セキュリティ対策訓練の実施 

・情報セキュリティ対策の運用ルール

の更なる徹底を図るため、実践形式

の訓練を実施 

 

○監査体制の整備 

a)内部監査の強化 

・本部監査部に情報セキュリティに精

通した専門チームを設置するとと

もに、随時に無予告の監査を行うこ

と等により、情報セキュリティ対策

の実施状況等に係る内部監査を強

化 

b)独立した外部の専門家による情報

セキュリティ監査の実施 

・独立した外部の専門家による情報シ

ステムのリスク評価・分析及び脆弱

性診断等により、情報セキュリティ

の問題点を把握するとともに、これ

に対して適切に対処しているか定

期的、継続的に情報セキュリティ監

査を実施 

 

 

 

 

○内部監査については、機構ポリシーに基づく基本的な情報セキュリティ対策に

係る監査を幅広く実施するための方法や体制について検討を進めました。 

 

○情報セキュリティ対策の最先端の技術的な動向を踏まえた独立した外部の専

門家による情報セキュリティ監査を定期的・継続的に受け、結果を厚生労働省

と共有することの要件の検討や、調達手続を進めました。 
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平成２７年度計画及び業務改善計画 平成２７年度計画及び業務改善計画に対する取組状況 自己評価・今後の取組 評価にあたっての視点 
評語 

評価の理由 

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画   
 

 
評価：Ｂ 

     

１．予算については、別紙１のとおり。 

２．収支計画については、別紙２のとお

り。 

３．資金計画については、別紙３のとお

り。 

○平成 27年度の予算及び収支計画に対しての予算執行等の実績は、以下のとお

りです。 

区分 予算額 執行額 

業務経費 1,585.1 億円 1,397.1 億円 

 保険事業経費 708.1 億円 639.4 億円 

 国民年金の適用関係業務 95.2 億円  86.2 億円 

 厚生年金保険・健康保険・

船員保険の適用関係業務 
178.2 億円  166.8 億円 

 国民年金の収納関係業務 314.1 億円  272.5 億円 

 厚生年金保険・健康保険・

船員保険の徴収関係業務 
34.4 億円 35.4 億円 

 年金給付関係業務 86.3 億円 78.5 億円 

オンラインシステム経費 433.8 億円 379.3 億円 

年金相談等経費 429.9 億円 370.5 億円 

年金記録問題対策経費 13.3 億円 7.9 億円 

一般管理費 1,183.7 億円 1,148.5 億円 

  計 2,768.9 億円 2,545.6 億円 

 ※金額については、端数整理のため合計が一致しない場合がある。 

○中期計画、年度計画に基づき予算

等を作成しました。また、予算執

行については、入札によって調達

コストを低減したことなどによ

り、予算全体で 223.2 億円を削減

しました。 

なお、監査法人による監査報告に

おいて、日本年金機構の財政状

態、運営状況、キャッシュ・フロ

ーの状況及び行政サービス実施

コストの状況をすべての重要な

点において適正に表示している

ものと認められています。 

 

 

○経費の節減を見込んだ平成

27 年度の予算を作成し、当

該予算による運営を計画的

に行っているか。 

○平成 27年度の予算執行実

績については、入札によっ

て調達コストの削減に努め

た事業運営が行われてい

る。 

 

○平成 27年度の財務内容に

ついては、監査法人による

監査報告において、日本年

金機構の財政状態、運営状

況等すべての重要な点にお

いて適正に表示しているも

のと認められており、適正

な内容となっている。 

 
  

 
 
   
 
 

別紙３ 

 

平成２７年度資金計画 

 

（単位：百万円） 

区  別 金  額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 計 

 

276,887 

0 

0 

  276,887 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  事業運営費交付金による収入 

  その他の収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

計 

 

276,887 

119,370 

157,184 

333 

0 

0 

276,887 

（注記）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

別紙１ 

 

平成２７年度予算 

 

（単位：百万円） 

区  別 金  額 

収入 

 運営費交付金 

運営費交付金 

  事業運営費交付金 

 その他の収入 

  

計 

 

276,554 

119,370 

157,184 

333 

 

276,887 

支出 

 業務経費 

  保険事業経費 

  オンラインシステム経費 

    年金相談等事業経費 

  年金記録問題対策経費 

 一般管理費 

  

 計 

 

158,512 

70,811 

43,379 

42,994 

1,328 

118,375 

 

276,887 

（注記）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 

別紙２ 
 

平成２７年度収支計画 

 

      （単位：百万円） 

（注記１）金額欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

（注記２）当法人における退職手当については、その全額について、運営費交

付金を財源とするものと想定している。 
 

区  別 金  額 

費用の部 

 経常費用 

  業務経費 

   保険事業経費 

   オンラインシステム経費 

   年金相談等事業経費 

   年金記録問題対策経費 

一般管理費 

人件費 

      その他一般管理費 

276,887 

276,887 

158,512 

70,811 

43,379 

42,994 

1,328 

118,375 

      103,630 

14,745 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

運営費交付金収益 

事業運営費交付金収益 

その他の収入 

純利益（△純損失） 

総利益（△総損失） 

276,887 

276,887 

276,554 

119,370 

157,184 

333 

0 

0 


